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足
柄
裁
判
所
田
蔵
『
新
律
条
例
』
考

六
四

（
コ
コ
ニ
）

足
柄
裁
判
所
旧
蔵
「
新
律
条
例
」
考
（
干
完
）

ー
改
定
律
例
の
草
案
と
覚
し
き
文
書
に
つ
い
て
ー

藤

田

弘

道

六五四三二一
は
し
が
き

改
定
律
例
の
編
纂
経
過

『
新
律
条
例
』
と
改
定
律
例

新
律
条
例
の
特
徴
…
－

『
新
律
条
例
』
と
足
柄
裁
翻
所
－

む
す
び

：
以
上
前
号

・
以
下
本
号

　
　
付
、
足
柄
蒙
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』

　
　
　
　
　
五
　
　
「
新
律
条
例
」
と
足
柄
裁
判
所

　
こ
の
節
に
お
い
て
考
察
し
た
い
こ
と
は
、
足
柄
裁
判
所
が
新
律
条
例
を
転
写

し
た
経
韓
お
よ
び
目
的
に
つ
い
て
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
本
書
「
新
律
条
例
」
の

成
立
事
情
を
．
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
節
の
狙
い
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
足
柄
裁
判
所
そ
の
も
の
に
つ
い
ズ
概
観
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
足
柄
裁
判
所
の
歴
史
ば
．
明
治
五
年
八
月
十
二
日
、
太
政
官
が
足
柄
県
ほ
か

　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

七
県
に
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
司
法
省
な
ら
び
に
関
係
各
県
へ
達
示
し
た

こ
と
に
よ
り
始
ま
つ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
司
法
省
と
足
柄
県
は
．
恐
ら
く
は
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
緊
密
な
連
絡
を
と
り
な
が
ら
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
．
そ
の
開
設
準
備
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

努
め
．
裁
判
所
を
「
仮
庁
東
南
突
出
ノ
一
隅
」
に
設
け
る
と
と
も
に
．
同
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
湘
さ
ひ
気
7
）

所
長
権
少
判
事
佐
久
間
長
敬
を
初
め
司
法
省
官
員
の
派
遣
も
完
了
し
た
。

　
こ
の
司
法
省
官
員
の
派
遣
に
つ
い
て
注
意
さ
る
べ
き
は
、
本
省
か
ら
ぽ
か
り

で
な
く
．
当
時
足
柄
県
の
官
員
で
司
法
省
転
属
と
な
つ
て
そ
の
ま
ま
在
勤
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
（
9
》
　
　
　
　
『
（
⑩
）

も
の
も
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡
田
直
臣
、
浅
田
耕
、
河
野
儀
国
、
安



　
ハ
ハ
リ

原
吉
政
の
四
人
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
四
人
は
．
い
ず
れ
も
明
治
五
年
八
月
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翅
）

五
日
付
で
足
柄
県
か
ら
司
法
省
へ
転
属
と
な
つ
た
が
。
も
と
は
聴
訟
課
に
あ
つ

て
聴
訟
断
獄
の
事
蓼
勢
て
い
奄
の
患
考
せ
ら
養
恐
ら
く
富
鰯
引

き
継
ぎ
を
円
滑
に
す
る
た
め
と
人
員
の
不
足
か
ら
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
ろ
う
．

該
四
人
が
足
柄
裁
判
所
在
勤
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
ぱ
．
記
録
の
ど
こ
に
も
み
え

な
い
が
、
　
『
司
法
省
日
誌
』
に
よ
る
と
．
明
治
七
年
十
月
三
日
に
は
安
原
が
、

翌
八
年
一
月
四
日
に
は
岡
田
が
、
そ
の
四
日
後
の
八
日
に
は
河
野
が
．
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
）

も
『
足
柄
在
勤
』
を
解
か
れ
て
転
出
し
て
い
る
か
ら
、
発
足
当
初
よ
り
そ
こ
に

い
喪
こ
と
は
推
断
し
て
よ
い
と
思
う
。
浅
田
に
つ
い
て
は
何
も
み
あ
た
ら
な

い
が
．
　
『
司
法
省
日
誌
』
が
刊
行
さ
れ
出
し
た
の
は
、
明
治
六
年
一
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
露
》

付
の
記
事
か
ら
で
あ
り
．
し
か
も
そ
の
後
に
お
い
て
も
一
時
刊
行
の
停
止
等
が

　
（
坊
》

あ
つ
て
完
全
で
抵
な
い
か
ら
．
こ
の
間
に
異
動
が
あ
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
岡
田
．
安
原
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
司
法
省
日
誌
』
以
外
の
資
料
．
つ

ま
り
足
柄
裁
判
所
が
司
法
省
に
宛
て
出
し
た
伺
に
よ
つ
て
も
．
そ
の
在
勤
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
．
岡
田
に
つ
い
て
は
．
明
治
六
年
四
月
二
十

　
　
　
　
　
倉
》

八
日
付
の
擬
律
伺
等
に
よ
り
．
安
原
に
つ
い
て
は
．
明
治
六
年
三
月
匠
日
付
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
露
）

擬
律
伺
添
付
の
裁
判
記
録
等
に
よ
り
．
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
で
あ
る
．

　
か
く
し
て
．
裁
判
所
開
設
の
準
備
は
な
り
、
い
よ
い
よ
来
る
九
月
二
日
よ
り

事
務
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
．
そ
の
こ
と
は
．
裁
判
所
か
ら
県
に
宛
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

た
『
掛
合
書
』
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
．

明
後
二
日
ヨ
リ
当
裁
判
所
ニ
テ
聴
訟
断
獄
御
用
取
扱
候
二
付
御
管
下
工
御
触

渡
可
有
之
。
豆
州
表
ノ
儀
ハ
韮
山
工
出
張
所
相
設
申
候
。
此
段
及
御
達
候
也

　
　
足
柄
裁
刺
所
旧
蔵
「
新
律
条
例
』
考

　
　
壬
申
八
月
晦
日

足
柄
県
御
中

佐
久
聞
権
少
判
事

（
句
点
引
用
者
）

　
こ
こ
に
、
従
来
県
の
聴
訟
課
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
聴
訟
断
獄
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

務
は
．
裁
判
所
へ
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
足
柄
裁
判
所
は
実
質
的
に
も
発
足
し
．
そ
れ
は
明
治
九
年
四
月

二
十
七
日
ま
で
存
続
し
た
。
す
な
わ
ち
．
こ
の
月
の
十
八
日
、
足
柄
県
が
布
告

　
　
　
（
鍛
）

第
五
十
三
号
を
も
つ
て
廃
せ
ら
れ
、
伊
豆
国
は
静
岡
県
へ
．
相
模
国
は
神
奈
川

県
へ
合
併
さ
れ
た
の
に
伴
な
い
、
裁
判
所
も
ま
た
廃
せ
ら
れ
、
　
「
其
裁
判
所
事

務
相
模
国
昌
関
ス
ル
分
ハ
神
奈
川
裁
判
所
へ
伊
豆
国
二
関
ス
ル
分
ハ
瀞
岡
県
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

引
渡
」
す
こ
と
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
足
柄
裁
判
所
の
概
略
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察

は
．
別
の
論
稿
（
仮
称
『
府
県
裁
判
所
設
置
の
一
酌
ー
足
柄
裁
判
所
の
場
合
1
』
）

を
用
意
し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
こ
と
と
し
．
こ
こ
で
は
本
節
の
主
題
に
関

る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
中
心
に
し
て
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
．

こ
の
点
を
了
と
せ
ら
れ
た
い
。

　
さ
て
．
そ
こ
で
．
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
．
新
律
条
例
が
足
柄
裁
判
所
の
手

に
よ
つ
て
転
写
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
．
そ
の
前
提
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
新
律
条
例
が
司
法
省
に
お
い
て

編
纂
さ
れ
て
い
る
事
実
を
知
つ
て
い
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
次
に
は
．
そ
れ

を
転
写
し
得
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
転
写

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
利
点
が
充
分
に
認
識
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、

ま
た
欠
か
せ
な
い
条
件
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
五
　
　
　
　
（
一
昌
一
鷲
一
）



　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
本
書
「
新
律
条
例
』
が
成
る
に
至
つ
た
に
つ
い
て
は
．
こ
の
三
条
件
が
総
て

満
た
さ
れ
た
結
果
と
思
考
せ
ら
れ
る
．
し
か
ら
ば
．
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合

に
お
い
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
そ
の
第
一
は
．
佐
久
間
長
敬
の
線
で
あ
る
。
佐
久
間
は
、
明
治
五
年
二
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

十
七
日
．
左
院
少
議
生
と
な
り
．
そ
の
八
月
九
日
に
は
、
司
法
権
少
判
事
に
任

　
（
跨
）

ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
．
足
柄
裁
判
所
長
と
し
て
在
勤
を
命
ぜ
ら

れ
．
足
柄
に
赴
任
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
新
律
条
例
の
太
政
官
奏
進
は
．
佐

久
間
が
司
法
省
に
移
つ
て
間
も
な
い
こ
ろ
で
あ
り
．
そ
の
事
実
を
知
つ
て
い
た

可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
ま
た
．
佐
久
間
な
ら
こ
の
種
の
も
の
が
裁
判
を
行
な

う
上
で
い
か
に
役
に
立
つ
か
を
充
分
に
認
識
し
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
こ
と

は
．
旧
幕
時
代
．
十
九
歳
の
と
き
よ
り
吟
味
方
与
力
と
し
て
長
ズ
勤
め
．
最
後

に
は
町
奉
行
支
配
調
役
兼
勤
に
な
つ
た
佐
久
間
の
履
歴
が
雄
弁
に
物
譲
つ
て
い

る
．
さ
ら
に
．
佐
久
間
で
あ
れ
ば
．
左
院
で
も
司
法
省
で
も
転
写
は
可
能
で
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
．
転
写
の
時
期
は
．
赴
任
の
前
と
も
後
と
も
考
え
ら
れ

る
が
．
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。

　
因
み
に
．
佐
久
間
と
司
法
卿
の
江
藤
新
平
と
は
．
慶
応
四
年
五
月
の
大
総
督

府
へ
の
町
奉
行
所
引
き
渡
し
の
一
件
以
来
面
識
が
あ
つ
た
可
能
性
が
あ
る
。
何

故
な
れ
ば
．
佐
久
間
は
．
こ
の
引
き
渡
し
に
際
し
て
は
、
筆
頭
与
力
と
し
て
南

町
奉
行
所
を
総
轄
し
て
そ
の
整
理
に
あ
た
り
、
与
つ
て
力
が
あ
つ
た
し
．
江
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
》

は
．
そ
れ
を
接
収
す
る
側
の
江
戸
鎮
台
判
事
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後

も
暫
く
は
．
佐
久
間
は
南
市
政
裁
判
所
（
町
奉
行
所
を
改
称
）
調
役
与
力
兼
帯
と

し
て
．
江
藤
は
民
政
兼
会
計
営
繕
の
江
戸
鎮
台
判
事
と
し
て
．
共
に
江
戸
の
市

政
を
担
つ
て
い
た
の
で
．
こ
こ
で
も
両
者
は
接
す
る
機
会
が
あ
つ
た
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
　
（
一
一
＝
四
）

る
。
し
か
し
て
、
想
像
を
逞
し
く
す
る
と
．
佐
久
間
の
左
院
お
よ
び
司
法
省
へ

の
任
官
も
江
藤
の
推
挽
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
佐
久
間
の
左
院
任
官
は
江
藤
が
そ
の
副
議
長
を
し
て
い
た
と
き
で
あ
る

し
．
司
法
省
任
官
の
場
合
も
江
藤
が
司
法
卿
の
と
き
で
あ
る
。
ま
た
、
佐
久
間

騎
治
六
年
＋
重
＋
食
．
依
願
桑
輩
と
な
つ
髭

そ
の
理
由
も
「
征
韓
論
」
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
し
．
佐
久
間
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圏
）

は
．
　
「
病
二
依
て
職
を
辞
し
た
り
』
と
書
き
残
し
て
い
る
。

　
そ
の
第
二
は
、
杉
本
芳
煕
の
線
で
あ
る
。
杉
本
は
、
明
治
四
年
十
一
月
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎗
）

日
、
足
柄
県
の
設
置
と
同
時
に
権
参
事
と
な
つ
て
赴
任
し
、
同
五
年
六
月
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

日
、
司
法
省
六
等
出
仕
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
転
出
、
同
省
に
お
い
て
は
明
法
寮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
囎
）

に
籍
を
置
き
、
同
年
八
月
五
日
、
司
法
中
検
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
　
一

方
、
足
柄
裁
調
斯
に
は
．
前
述
し
た
ご
と
く
．
も
と
杉
本
の
下
僚
で
あ
つ
た
岡
田
、

安
原
、
河
野
、
浅
田
の
四
人
が
在
勤
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
杉
本
が
新
律
条
例
の
編

纂
を
知
り
、
こ
れ
を
か
つ
て
の
下
僚
に
教
え
転
写
さ
せ
た
と
ゼ
う
線
で
あ
る
．

　
そ
の
第
三
は
、
叙
上
の
二
つ
を
緯
み
合
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
線
で

あ
る
。
例
え
ば
、
新
律
条
例
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
を
知
り
、
そ
れ
を
転
写
し

よ
う
と
計
画
し
た
の
は
佐
久
間
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
実
施
に
あ
た
つ
て
は
、
岡

田
等
を
通
じ
て
杉
本
に
便
宜
を
計
ら
つ
て
も
ら
つ
た
と
い
う
類
で
あ
る
．

　
以
上
．
私
は
、
新
律
条
例
が
足
柄
裁
判
所
の
手
に
よ
つ
て
転
写
さ
れ
た
経
緯

に
つ
き
．
当
時
の
足
柄
裁
判
所
を
と
り
ま
く
状
況
か
ら
そ
れ
と
推
測
さ
れ
る
線

を
拾
つ
て
み
た
。
事
実
は
も
つ
と
他
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
語
る
資

料
が
な
い
現
状
で
は
。
こ
の
程
度
で
私
と
し
て
は
満
足
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。

　
次
に
．
新
律
条
例
が
い
か
な
る
目
的
で
転
写
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て



み
た
い
と
思
う
。

　
そ
の
答
え
は
、
先
に
少
し
触
れ
た
が
．
こ
れ
を
有
す
る
こ
と
が
裁
判
の
執
務

上
極
め
て
便
利
で
あ
五
、
と
い
う
一
言
に
尽
き
る
と
思
う
。

　
第
二
節
で
言
及
し
た
ご
と
く
．
新
律
綱
領
は
．
新
政
府
草
創
時
の
暫
定
の
法

と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
．
不
備
な
点
が
極
め
て
多
か
つ
た
。
そ
の
結
果
、

改
正
。
追
加
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
、
ど
れ
が
現
行
法
か
把
握
す
る
こ
と
が
困
難

と
な
つ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
き
．
新
律
条
例
を
有
す
る
こ
と

は
、
正
に
旱
天
に
慈
雨
を
得
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
『
新
律
条
例
」
に
、
先
述
し
た
ご
と
く
．
条
文
の
頭
に
現
行
法
で
あ
る

こ
と
を
示
す
朱
の
丸
印
が
付
さ
れ
、
ま
た
字
句
の
訂
正
な
い
し
条
文
に
疑
義
が

存
す
る
場
合
は
付
箋
が
貼
ら
れ
．
さ
ら
に
朱
で
「
改
正
可
削
』
と
か
．
　
「
号
外

此
案
実
際
二
用
ヒ
テ
宜
シ
』
と
い
つ
た
文
言
の
書
き
入
れ
が
み
ら
れ
る
こ
と

は
．
本
書
が
い
か
な
る
目
的
を
も
つ
て
転
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
如
実
に

物
語
つ
て
い
る
。

　
な
お
．
こ
の
書
き
入
れ
は
．
そ
の
時
期
を
確
定
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り

そ
の
下
限
を
求
め
る
と
、
明
治
六
年
三
月
十
七
日
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
新
律

条
例
第
七
十
九
条
「
凡
犯
罪
仮
令
ハ
流
三
等
ハ
賊
罪
一
一
該
リ
答
一
十
ハ
的
決
二

該
ル
者
昌
罪
並
発
ス
ル
ハ
鱒
ノ
的
決
ヲ
以
テ
重
ト
為
シ
テ
論
ス
』
に
は
、
朱
筆

に
て
欄
外
に
『
改
正
可
削
」
と
い
う
書
き
入
れ
が
あ
る
．
こ
れ
は
．
明
治
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
33
》

三
月
十
八
日
布
告
第
百
十
一
号
の
「
二
罪
倶
発
以
重
論
律
例
（
中
略
）
別
紙
ノ

通
創
定
候
条
此
旨
相
達
候
事
』
を
受
け
て
と
ら
れ
た
措
置
と
推
定
さ
れ
る
。
因

み
に
．
別
紙
は
次
の
通
り
で
あ
つ
た
。

足
柄
裁
判
所
旧
蔵
「
新
律
条
例
』
考

　
　
二
罪
倶
発
以
財
重
論
律
例
朋
憎
継
畔
霧

凡
罪
ヲ
犯
シ
的
決
腰
罪
並
発
ス
ル
ニ
罪
各
等
キ
者
ハ
一
ノ
的
決
ヲ
以
テ
論
ス

若
シ
順
罪
的
決
ヨ
リ
重
キ
者
ハ
重
キ
ニ
従
ヒ
腰
罪
二
処
ス
士
族
ノ
破
廉
恥
甚

ヲ
犯
ス
者
ハ
此
例
ヲ
用
ヒ
ス

　
こ
の
事
実
は
、
　
『
新
律
条
例
」
が
少
な
く
と
も
右
の
時
点
ま
で
は
擬
律
に
あ

た
り
実
際
に
使
用
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

右
の
時
点
は
、
『
新
律
条
例
」
の
次
の
使
用
例
に
よ
り
，
も
う
少
し
下
げ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍵
）

と
が
で
き
る
。
明
治
六
年
三
月
二
十
九
日
付
の
擬
律
伺
は
、
左
の
ご
と
く
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
国
愛
甲
郡
上
荻
野
村
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
崎
逸
次
郎

右
者
別
紙
罪
案
之
通
昌
付
病
症
事
実
検
事
局
ニ
オ
イ
テ
探
索
ヲ
遂
候
処
相
違

　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ロ
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ロ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ

無
之
。
依
テ
放
火
附
例
第
二
百
八
十
四
条
二
照
シ
杖
九
十
。
療
疾
収
駁
法
二

依
テ
金
二
円
五
十
五
銭
可
申
付
哉
。
瘍
癩
人
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
伺
出
ヘ
キ
旨
京

都
府
へ
御
差
図
之
趣
モ
有
之
候
二
付
擬
律
奉
伺
候
也

　
　
明
治
六
年
三
月
廿
九
瞬
　
　
　
　
　
司
法
権
少
判
事
　
佐
久
間
長
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
、
句
点
引
用
者
）

　
こ
こ
に
は
、
　
『
新
律
条
例
』
第
二
百
八
十
四
条
『
凡
放
火
シ
テ
故
ラ
ニ
自
己

ノ
房
屋
焼
ク
者
ハ
杖
九
十
云
々
」
の
適
用
が
は
つ
き
り
と
看
取
さ
れ
、
こ
れ
に

よ
り
実
際
の
使
用
例
の
下
限
は
二
十
九
日
ま
で
下
が
る
。
恐
ら
く
は
改
定
律
例

が
頒
布
さ
れ
る
ま
で
、
こ
の
『
新
律
条
例
』
は
実
際
に
使
用
せ
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
鷲
コ
五
）



　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
因
み
に
『
新
律
条
例
』
が
実
際
に
使
用
せ
ら
れ
た
最
も
早
い
例
肱
、
明
治
五

年
＋
皇
＋
胃
付
の
足
柄
裁
判
所
擁
仕
総
欝
で
あ
為
す
な
萱

こ
の
伺
は
．
石
綿
喜
三
郎
な
る
者
が
持
兇
器
強
盗
お
よ
び
博
変
の
罪
を
犯
し
、

『
斬
罪
可
申
付
処
．
隣
獄
二
罷
在
候
浅
吉
其
外
ノ
者
共
破
牢
相
企
候
ヲ
及
承
期

昌
先
チ
其
筋
へ
申
立
候
儀
二
付
．
一
等
ヲ
滅
シ
準
流
十
年
可
申
付
哉
』
（
読
点

引
用
者
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
律
条
例
第
三
百
一
条
の
規
定
を

踏
ま
え
て
擬
律
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
得
る
．
こ
の
伺
に
対
し
て
、
司
法
省
が

　
　
の

同
条
を
引
用
し
て
．

賊
盗
律
　
　
一
臨
㎝
画
闘
圃

　
持
兇
器
強
盗
一
十
而
以
上
斬

新
条
例

　
凡
勝
党
糾
合
シ
越
獄
ス
ル
ニ
従
ハ
ス
実
二
拠
テ
首
報
シ
因
テ
罪
囚
即
時
檎

　
獲
シ
脱
走
ヲ
致
サ
・
ル
ヲ
得
ル
者
本
罪
甲
二
等
ヲ
減
ス

　
　
伺
之
通

准
流
十
年
確
金
二
＋
両
余

　
窃
盗
罪
ハ
軽
キ
ニ
依
リ
除
棄
ス

因
囲
圓
圃
圃
園
國

石
綿
喜
三
郎

な
る
指
令
を
与
た
の
は
．
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
つ
た
。

　
右
に
引
例
し
た
二
つ
の
伺
は
．
い
ず
れ
も
『
新
律
条
例
』
が
擬
律
に
あ
た
つ

て
使
用
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
転
写
の
目
的
が
奈
辺
に
あ
つ
た
か

は
．
こ
れ
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
　
　
（
訟
二
六
）

し
か
七
前
掲
．
屡
条
例
輯
録
・
も
こ
れ
と
璽
の
効
果
遙
ら
竃
の

で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
同
じ
目
的
を
も
つ
て
転
写
さ
れ
た
も
の
と
思
考
せ
ら
れ

る
ポ
豪
何
を
原
本
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
、
こ
こ
に
．
墾
、

さ
れ
て
い
る
伺
と
指
令
は
、
「
諸
府
伺
』
．
「
諸
県
伺
』
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
．

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
書
の
原
本
を
こ
れ
ら
の
書
に
擬
す
る
向
も
あ
る
か
も
し
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欝
）

な
い
が
．
そ
の
編
纂
が
成
つ
た
の
は
本
書
よ
り
ず
つ
と
後
で
あ
る
か
ら
．
か
か

る
擬
定
籍
対
采
罷
墓
杢
む
し
ろ
こ
の
「
酸
条
例
輯
録
あ
方
が
．

こ
れ
ら
の
伺
の
も
と
あ
つ
た
姿
に
近
く
、
そ
の
綴
り
込
み
が
本
書
の
原
本
と

　
　
　
　
　
　
露
）

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
本
書
が
「
韓
録
」
す
る
文
書
は
、
年
月
日
の
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

ら
か
な
と
こ
ろ
で
は
萌
治
五
年
八
月
十
八
日
付
「
東
京
裁
判
所
起
案
』
を
下
限

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ぱ
転
写
の
時
期
を
推
定
す
る
有
力
な
目
安
と
な
ろ
う
。

　
足
柄
裁
判
所
が
司
法
省
に
対
し
て
出
し
た
明
治
五
年
十
月
二
十
八
日
付
の

　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

．
断
型
量
付
伺
・
畦
．
駿
条
例
輯
録
・
が
餐
髭
た
ぞ
使
嬰

ら
れ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
伺
は
．
　
「
京
都
府
並
元
韮
山
県
伺
二
里
正
村
長
ハ
等
外
吏

二
准
シ
私
罪
ヲ
犯
ス
節
モ
等
外
吏
二
准
シ
取
扱
可
申
旨
御
指
揮
』
が
あ
つ
た
が

「
岐
阜
県
伺
昌
ハ
公
罪
ハ
等
外
吏
ヲ
以
テ
論
シ
私
罪
ハ
本
籍
ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
シ

ト
御
指
揮
」
が
あ
つ
た
．
こ
れ
が
た
め
『
聯
姐
鱈
可
仕
哉
ト
懸
念
仕
居
候
』
、
よ

つ
て
、
右
の
三
伺
を
相
添
え
念
の
た
め
伺
う
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
こ

に
添
付
さ
れ
た
京
都
府
伺
と
岐
阜
県
伺
畦
、
駿
条
例
輯
餐
が
．
輯
録
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
雄
）

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
．
残
る
一
つ
の
韮
出
県
伺
は
．
恐
ら
く
足

柄
裁
判
所
が
足
柄
県
か
ら
事
務
引
き
継
ぎ
を
行
な
つ
た
際
そ
の
中
に
含
ま
れ
て

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
因
み
に
、
こ
の
伺
に
対
す
る
司
法
省
の
指
令
は
．



纈
奇糞

シ墨

　　嚢

　　茎

　　警

　　食

　馨
一　 ノ

園蔓
一私團
園震

　鯛
　箏

な
る
も
の
で
あ
つ
た
．

（
1
）
　
足
猶
県
は
．
明
治
四
年
十
U
月
十
四
日
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
県
庁
は
小
田
原
に

燈
か
れ
た
．
し
か
し
て
．
そ
の
管
轄
区
域
は
．
相
模
国
の
う
ち
足
柄
上
郡
．
足
柄
下

郡
、
高
座
郡
．
大
禽
郡
．
愛
甲
郡
．
陶
綾
郡
津
久
井
郡
の
七
郡
と
伊
豆
国
一
円
で

あ
つ
た
（
『
法
令
全
書
』
明
治
四
年
凶
第
五
百
九
十
四
、
布
告
、
三
九
一
～
三
九
八
頁

所
収
）
。
つ
ま
り
．
足
柄
県
は
、
『
旧
小
田
原
荻
野
出
中
鳥
凶
六
浦
佐
倉
生
実
葦
山
ノ

七
県
及
ヒ
神
奈
川
県
罫
リ
分
属
ス
ル
所
ノ
土
地
人
民
ヲ
交
収
』
し
て
成
つ
た
の
で
あ

　る

（
．
神
奈
川
県
史
附
録
　
繭
齪
欄
醜
蹴
飾
』
政
治
之
部
、
県
治
．
二
葉
裏
）
。

（
2
）
木
更
津
、
新
浩
．
栃
木
、
淡
城
．
印
旛
．
群
馬
．
宇
都
宮
の
七
県
。

（
3
）
明
治
五
年
八
月
十
二
日
司
法
省
な
ら
び
に
叙
上
八
県
へ
達
（
『
法
規
分
類
大
全

　
第
嚇
編
　
官
鴉
門
＋
三
　
官
制
　
司
法
肇
ご
　
一
八
五
頁
所
収
）
．
な
お
、
こ
れ
よ
り

七
日
前
の
八
月
五
日
、
太
政
窟
は
．
神
奈
川
・
入
間
、
埼
玉
の
三
県
に
裁
判
所
を
設

鷹
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
（
同
上
）
の
で
．
こ
こ
に
前
年
度
設
嫉
ら
れ
た
東
京
裁

判
所
と
併
せ
、
関
東
一
府
十
轍
県
に
は
総
て
裁
判
所
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
わ

け
で
あ
る
。

（
4
）
前
掲
．
明
治
宏
年
八
月
十
二
日
足
糖
等
八
県
へ
達
に
は
、
　
『
委
細
ノ
儀
ハ
司
法

　
省
へ
可
承
合
事
』
と
あ
つ
た
．

（
5
）
　
足
楢
県
は
、
別
に
庁
舎
を
建
築
す
る
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
旧
小
田
原
県
の

跡
、
す
な
わ
ち
旧
誠
ニ
ノ
九
に
し
て
当
時
陸
軍
省
の
所
轄
で
あ
つ
た
地
を
借
り
受

け
、
仮
庁
と
し
て
い
た
（
前
掲
『
神
奈
川
県
史
附
録
』
政
治
之
部
、
県
濃
二
葉
表

　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔽
『
新
律
条
例
』
考

お
よ
び
八
葉
裏
）
，
な
お
．
『
明
治
小
田
原
町
誌
』
巻
ノ
一
，
に
は
こ
の
庁
舎
の
略
図

が
収
録
さ
れ
て
い
る
．

（
6
）
前
掲
欝
、
一
〇
葉
裏
。
因
み
に
、
そ
の
明
羅
は
、
建
坪
が
百
四
坪
七
合
二
夕
、

う
ち
二
十
九
坪
新
建
で
あ
つ
た
（
岡
上
．
二
葉
表
）
。

（
7
）
前
掲
の
『
神
奈
川
県
史
附
録
』
や
『
明
治
小
田
原
町
誌
』
等
の
比
較
的
目
に
触

れ
易
い
警
に
は
、
単
に
『
佐
久
問
権
少
判
事
』
と
あ
る
だ
け
で
．
そ
れ
が
何
人
で
あ

る
か
明
ら
か
で
な
い
が
．
足
栖
裁
判
所
が
司
法
省
に
対
し
て
送
付
し
た
各
種
の
伺
、

例
え
ば
．
明
治
五
年
十
月
十
二
日
付
伺
（
『
諸
県
ロ
書
雑
灘
』
明
治
六
年
、
（
誰
＋
五
）
、

第
九
百
八
十
七
号
）
．
同
月
二
十
八
日
付
「
断
刑
之
儀
昌
付
伺
』
（
「
各
裁
判
所
伺
留
』

鞘
礁
髄
惟
纏
（
一
）
．
第
十
七
号
）
．
翌
十
一
月
十
β
付
伺
（
『
司
法
省
日
誌
』
明
治
六

年
．
第
三
十
五
号
、
一
〇
頁
）
等
々
に
よ
つ
て
．
佐
久
間
長
敬
で
あ
つ
た
こ
と
が
判

　
明
す
る
。

（
8
）
岡
田
は
、
天
保
十
二
年
五
月
生
れ
で
．
通
称
三
郎
と
い
い
．
　
『
足
樋
県
下
豆
州

　
田
方
郡
金
谷
村
平
民
』
で
あ
る
（
前
掲
『
神
奈
川
県
史
附
録
』
官
員
履
歴
．
二
八

葉
）
．
岡
田
の
官
歴
は
．
代
官
所
『
韮
出
詰
手
代
』
に
始
ま
り
（
戸
羽
山
瀞
編
『
江
川

　
垣
庵
全
集
」
中
巻
．
四
九
三
頁
）
、
明
治
元
年
十
月
に
は
韮
山
県
知
事
江
川
太
郎
左

衛
門
下
吏
．
翌
二
年
四
月
に
ぱ
調
役
補
と
な
り
（
上
掲
・
官
員
履
歴
）
，
同
年
七
月

　
官
制
改
革
と
同
時
に
権
大
属
に
任
篭
ら
れ
、
社
寺
・
租
税
。
開
拓
・
鉱
出
・
刑
法
を

掌
つ
た
（
同
上
な
ら
び
に
上
掲
『
江
川
坦
庵
全
集
』
四
三
七
頁
）
。
韮
山
県
が
廃
さ

　
れ
て
足
柄
県
と
な
る
や
．
岡
田
も
そ
こ
に
移
り
．
同
五
年
二
月
に
は
十
一
等
出
仕
と

　
な
り
．
同
年
八
月
十
匠
日
に
ぱ
大
属
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
（
上
掲
・
富
貝
護
鷹
》
．

（
9
）
浅
田
は
、
『
静
岡
県
士
族
』
で
、
通
称
耕
蔵
と
い
い
．
明
治
四
年
十
一
月
足
柄

　
県
十
二
等
出
仕
と
な
り
．
翌
五
年
八
月
十
匠
日
に
は
権
大
属
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
．

　
年
齢
は
当
時
三
十
九
歳
（
前
掲
書
・
官
員
履
騰
．
四
五
葉
）
．

（
珀
）
　
河
野
は
、
　
『
足
柄
県
下
平
民
』
で
．
通
称
を
政
太
郎
と
い
い
、
韮
山
代
官
所
に

　
お
い
て
は
農
兵
教
示
方
を
勤
め
（
前
掲
『
江
川
坦
庵
全
集
』
四
九
四
頁
）
、
韮
幽
県
、

　
に
お
い
て
ぱ
少
属
と
し
て
戸
籍
・
刑
法
・
庶
務
を
掌
う
た
（
岡
上
．
四
三
八
頁
）
．
韮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
　
（
冒
二
七
）



　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

出
県
が
廃
さ
れ
て
足
柄
県
と
な
る
や
．
足
柄
県
十
二
等
出
仕
を
申
し
つ
け
ら
れ
、
翌

葦
八
月
主
昌
笠
詳
仕
と
馨
て
逗
年
豊
輔
一
＋
議
（
前
馨

　
・
官
員
履
歴
、
近
三
葉
）
。

貧
）
安
原
は
．
　
『
旧
幕
臣
に
し
て
純
粋
の
江
戸
ッ
児
』
で
（
伊
東
圭
一
郎
『
東
海
三

州
の
人
物
』
附
録
．
一
六
頁
）
、
安
原
光
政
の
男
。
通
称
を
四
郎
と
い
い
．
明
治
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

年
二
月
足
柄
県
十
二
等
出
仕
．
同
年
八
月
十
二
日
に
は
十
一
等
出
仕
を
申
し
つ
け
ら

れ
て
い
た
。
年
齢
は
二
十
二
歳
（
前
掲
欝
・
窟
貝
履
歴
．
五
四
葉
）
。

（
1
2
ン
前
掲
「
神
奈
川
県
史
附
録
』
官
貝
履
歴
．
各
人
の
項
．
な
お
、
岡
田
は
中
解
部

　
と
し
て
、
浅
田
は
権
中
解
部
と
し
て
、
河
野
・
安
原
は
十
一
等
出
仕
と
し
て
転
属
に

　
な
つ
彪
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
明
治
五
年
八
月
二
十
四
日
司
法
省
伺
は
、

　
　
此
度
各
県
へ
裁
判
所
被
設
置
候
昌
付
テ
ハ
職
務
定
則
昌
依
り
所
長
罰
事
在
勤
可
申

　
　
付
ノ
所
七
十
余
所
へ
可
遣
判
事
撰
用
イ
タ
シ
候
儀
一
時
難
行
届
付
テ
ハ
裁
判
所
取

　
　
建
候
盗
県
昌
於
テ
其
以
前
其
地
方
聴
訟
断
獄
課
受
持
候
典
事
権
典
事
間
ヲ
以
テ
当

　
　
省
職
員
解
部
昌
任
シ
其
裁
判
所
ノ
事
務
取
扱
申
付
置
追
々
人
員
撰
挙
ノ
上
夫
4
出

　
　
張
申
付
度
存
シ
候
（
以
下
略
）

　
と
い
う
（
．
太
政
類
典
第
二
編
頸
闘
憎
靭
怖
訊
朋
　
第
十
七
巻
，
第
一
題
官
制
零
文

　
官
職
制
四
』
十
二
．
お
よ
び
『
法
令
全
書
』
明
治
五
年
．
　
＝
昌
六
一
ぞ
一
三
六
二

　
頁
所
収
）
。
こ
れ
は
、
判
事
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
．
そ
れ
以
下
に
つ
い

　
て
も
や
は
り
事
情
は
同
じ
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
安
原
に
つ
い
て
は
、
明
治
七
年
第
百
五
十
八
号
．
九
頁
。
岡
田
に
つ
い
て
は
、

　
明
治
八
年
第
一
号
、
一
頁
。
河
野
に
つ
い
て
は
．
同
年
第
六
号
、
　
一
九
頁
．
因
み

　
に
、
こ
の
三
人
の
こ
れ
以
降
の
履
歴
に
つ
ぎ
述
べ
て
お
く
と
．
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
な
お
、
河
野
と
安
原
は
．
こ
れ
よ
り
先
ぎ
明
治
七
年
四
月
七
日
に
権
中
解
部
に
任
ぜ

　
ら
れ
て
い
た
（
『
司
法
省
日
誌
』
明
治
七
年
、
第
六
十
六
号
．
一
頁
）
．

　
　
ま
ず
．
安
原
で
あ
る
が
．
彼
は
明
治
九
年
三
月
十
五
日
、
東
京
上
等
裁
判
所
詰
三

　
級
判
事
補
か
ら
高
知
裁
判
所
在
勤
を
申
し
つ
廿
ら
れ
て
い
る
（
「
司
法
省
日
誌
』
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
誉
＝
八
）

九
年
．
第
三
十
二
号
．
一
九
頁
）
。
そ
の
後
の
安
原
の
履
歴
に
つ
い
て
ば
、
伊
東
．

前
掲
書
．
に
よ
り
そ
の
大
体
を
し
る
こ
と
が
で
き
る
．
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
安
原
は
高
知
裁
判
所
の
あ
と
『
窟
都
地
方
裁
判
所
判
事
と
な
り
朋
治
十
四
年
静

岡
地
方
裁
判
所
長
と
し
て
来
任
せ
り
．
氏
の
静
岡
生
活
は
爾
来
十
有
七
年
の
久
し
き

に
亘
り
、
（
中
略
）
．
廿
九
年
新
潟
地
方
裁
判
所
長
に
転
じ
．
幾
許
も
な
く
辞
し
て
弁

護
士
と
な
り
市
会
議
長
に
推
薦
せ
ら
る
．
後
ち
再
び
官
場
の
人
と
な
り
．
上
京
し
て

大
審
院
に
入
る
。
辮
六
年
の
総
選
挙
に
は
新
潟
市
民
の
熟
望
黙
だ
し
難
く
無
競
争
の

条
件
を
以
て
立
候
補
を
承
諾
せ
り
。
（
中
略
）
、
然
る
に
政
友
会
一
派
の
策
士
が
氏
が

密
に
静
岡
よ
り
野
心
あ
り
と
言
触
ら
し
選
挙
区
に
於
て
一
悶
着
を
起
せ
し
か
ば
氏
腺

債
然
と
し
て
立
候
補
の
声
明
を
取
消
し
た
り
。
而
し
て
升
九
年
再
び
第
二
の
故
郷
た

る
静
岡
に
来
つ
て
弁
護
士
と
な
る
。
』
と
あ
る
。
こ
の
書
の
刊
行
は
大
正
三
年
で
あ
る

か
ら
、
没
年
は
こ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
岡
田
は
．
再
び
足
柄
県
へ
中
属
と
し
て
転
任
し
た
わ
け
で
あ
る
が
．
そ
の
後
の
履

歴
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
明
治
十
二
年
三
月
十
七
R
君
沢
田

方
郡
長
に
就
任
し
．
在
職
七
年
六
ケ
月
を
も
つ
て
、
明
治
十
九
年
八
月
転
出
し
た
こ

と
が
判
萌
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
「
静
岡
県
田
方
郡
誌
』
一
二
二
頁
）
。

　
河
野
楓
つ
い
て
は
、
転
出
後
間
も
な
い
一
月
二
十
二
日
に
、
臨
時
御
用
に
つ
き
大

阪裁判所

へ
出
張
を
申
し
つ
け
ら
れ
た
（
『
司
法
省
日
誌
』
明
治
八
年
、
第
十
二
号
．
一

三
頁
）
こ
と
が
わ
か
つ
て
い
る
ほ
か
は
．
一
切
詳
ら
か
で
な
い
．

（
蕊
）
明
治
五
年
十
一
月
二
十
六
日
司
法
省
よ
り
正
院
に
対
し
て
出
さ
れ
た
届
に
は
、

垣
誌
を
明
治
六
年
一
月
四
日
か
ら
公
布
す
る
と
あ
る
（
「
法
令
全
書
』
明
治
五
年
．
一

三
九
四
頁
所
収
）
。
な
お
．
本
日
誌
刊
行
の
顛
末
に
つ
い
て
は
・
沼
・
前
掲
書
、
六
八

　二書

六
八
三
頁
参
照
。

（
1
6
）
刊
行
の
停
止
は
．
明
治
六
年
二
月
十
四
日
分
よ
り
七
月
九
日
分
ま
で
と
同
年
十

月
一
日
分
よ
り
そ
の
年
の
終
り
ま
で
の
二
回
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理

由
が
再
刊
第
一
号
の
「
司
法
省
日
誌
』
明
治
六
年
後
第
輔
号
表
紙
裏
に
述
べ
ち
れ
て

　
お
り
．
そ
れ
が
改
定
律
例
の
頒
布
の
た
め
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
後
者
の
理



由
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
．

（
π
）
　
『
諸
県
ロ
書
賊
盗
戸
嬬
』
（
明
治
六
年
）
．
（
九
）
、
第
百
七
十
七
号
。

（
18

）
　
『
諸
県
口
書
賊
盗
』
（
明
治
六
年
）
．
（
十
九
）
．
第
四
百
七
十
八
号
。

（
畑
）
　
．
神
奈
川
県
史
附
録
襯
齪
期
縣
砒
灘
」
制
度
之
部
、
刑
法
』
O
～
コ
葉
所
収
。

（
2
0
）
　
前
掲
書
、
一
四
葉
衷
．
な
お
．
こ
こ
に
は
『
五
年
七
月
足
柄
裁
判
所
ヲ
置
キ
』

　と

あ
る
が
。
こ
れ
が
八
月
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
2
1
）
　
『
法
令
全
書
』
（
明
治
九
年
）
、
四
三
頁
所
収
。

（
％
）
　
明
治
九
年
四
月
二
十
七
日
司
法
省
ヨ
リ
足
柄
裁
判
所
へ
達
（
前
掲
『
法
規
分
類

大
全
第
一
編
官
職
門
＋
三
』
一
八
七
頁
所
収
）
。

（
2
3
）
　
佐
久
間
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
小
山
松
吉
氏
が
．
佐
久
間
の
実
弟
に
し
て
司
法

保
護
嘉
菜
の
功
労
者
た
る
原
胤
昭
氏
よ
り
資
料
の
提
供
を
得
て
、
　
『
佐
久
間
長
敬
の

略
歴
』
（
「
法
曹
会
雑
誌
』
第
三
巻
第
四
号
所
収
）
を
も
の
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
私
も

別
の
論
稿
で
詳
述
」
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
．
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お

　く

だ
け
に
し
た
い
．

　
佐
久
間
は
、
天
保
十
年
、
代
凌
（
江
戸
）
町
奉
行
線
与
力
を
勤
め
て
き
た
佐
久
間

家
の
長
男
と
し
て
生
れ
、
幼
名
を
弥
太
吉
と
称
し
た
（
小
慮
・
前
偶
書
）
。
嘉
永
三
年

　
一
月
二
十
八
日
、
十
二
歳
の
と
き
。
祖
父
の
勤
功
に
よ
り
『
御
番
諸
役
無
足
見
習
被

　
仰
付
』
れ
（
佐
久
間
長
敬
『
嘉
永
日
記
抄
』
ま
え
が
き
．
　
「
江
戸
』
第
三
巻
第
三
綴

　
所
収
）
、
同
五
年
七
月
二
十
二
日
に
ぽ
、
『
祖
父
御
暇
相
願
ひ
跡
御
番
代
御
抱
入
被
仰
渡

　
是
よ
り
本
勤
と
な
』
り
（
同
上
）
、
佐
久
間
家
八
代
目
の
当
主
と
な
つ
た
（
日
比
谷
図

　
書
館
所
蔵
「
佐
久
間
長
敬
講
演
・
江
戸
町
奉
行
所
の
創
立
と
廃
止
』
）
．
し
か
し
て
、

　
十
九
歳
に
至
つ
て
．
吟
味
方
に
昇
進
し
．
そ
の
後
は
．
　
『
司
法
行
政
警
察
等
の
職
を

　
多
く
兼
勤
し
』
（
佐
久
間
長
敬
『
佐
久
間
長
敬
仕
官
略
歴
』
．
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵

　
『
佐
久
問
氏
襟
稿
』
三
．
警
察
、
所
収
）
．
慶
応
四
年
三
月
に
は
、
奉
行
・
支
配
粗

　
頭
．
勤
方
に
次
ぐ
地
位
で
あ
る
支
配
調
役
兼
勤
と
な
つ
た
（
小
山
・
前
掲
書
）
．
こ
こ

　
に
お
い
て
、
佐
久
間
は
『
維
新
』
を
迎
え
．
同
隼
五
月
．
町
奉
行
所
を
大
総
督
府
に

　
引
き
渡
す
に
際
し
て
は
．
筆
頭
与
力
と
し
て
そ
の
任
に
あ
た
り
．
町
奉
行
所
が
廃
せ

　
　
足
柄
裁
判
所
佃
蔵
『
新
律
条
例
も
考

ら
れ
て
市
政
裁
判
所
と
准
つ
た
後
も
．
鎮
台
府
の
命
に
よ
り
引
ぎ
続
き
勤
務
し
（
同

上
）
、
南
裁
判
所
調
役
与
力
兼
帯
と
し
て
指
導
的
役
割
を
果
し
た
．
（
「
東
京
府
史
料

府治

ご
四
八
葉
表
）
。
そ
の
後
．
大
蔵
省
．
文
部
省
、
左
院
を
歴
任
し
（
小
山
・
前

掲
書
。
な
お
．
佐
久
間
が
大
蔵
省
、
文
部
省
に
奉
職
」
た
に
つ
い
て
は
．
資
料
的
に

確
認
で
き
な
か
つ
た
）
。
明
治
五
年
八
月
司
法
権
少
判
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
足
柄
裁
判

所
長
と
な
つ
た
．
足
柄
裁
判
斯
転
出
後
は
．
名
東
県
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
血
税
一

揆
』
と
呼
ば
れ
る
民
衆
騒
擾
事
件
に
対
す
る
出
張
臨
時
裁
判
所
畏
を
勤
め
た
り
し
た

（
『
太
政
官
日
誌
」
明
治
六
年
．
第
百
十
三
号
、
二
頁
。
お
よ
び
．
第
百
四
十
八
号
．
四

頁
）
が
、
明
治
六
年
十
二
月
．
職
を
辞
し
て
野
に
下
つ
た
。
晩
年
は
．
徳
川
時
代
の

江
戸
市
政
の
研
究
に
関
心
が
向
け
ら
れ
・
そ
の
箸
述
と
講
演
が
彼
の
日
課
で
あ
つ
た

よ
う
で
あ
る
．
没
年
ば
．
大
正
十
二
年
一
月
．
享
年
八
十
五
歳
で
あ
つ
た
人
小
山
・

前
掲
書
）
。
な
お
．
佐
久
間
の
著
作
に
つ
い
て
は
．
佐
久
間
長
敬
著
・
南
和
男
校
注

『
江
戸
町
奉
行
事
蹟
問
答
』
の
南
氏
の
解
題
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
拠
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
27
）

（
％
）

（
2
9
）

．
任
解
目
録
』
（
翻
明
關
翼
鱒
忙
甥
月
）
、
（
六
）
、
明
治
五
年
八
月
九
日
の
条
。

前
掲
書
。

「
江
戸
市
政
と
南
白
』
　
（
前
掲
「
江
藤
南
自
』
上
．
三
七
三
頁
以
下
）
参
照
．

『
太
政
官
日
誌
』
（
明
治
六
年
）
．
第
百
六
十
六
号
．
六
頁
。

小
由
・
前
掲
書
。

前
掲
『
佐
久
間
長
敬
仕
官
略
歴
』
。
な
お
、
原
胤
昭
氏
の
養
子
で
日
本
青
少
年

保
護
育
成
協
会
畏
の
原
泰
一
氏
1
ー
明
治
十
七
年
生
れ
で
あ
る
か
ら
佐
久
間
の
最
晩

年
に
は
約
四
十
歳
で
あ
つ
た
ー
の
談
話
に
よ
る
と
、
佐
久
間
は
維
新
政
府
に
対
し

て
、
あ
れ
は
萌
治
政
府
で
ば
な
く
薩
長
政
府
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
語
つ
て
い
た
と
の

　こと

で
あ
る
。
盤
久
間
の
辞
職
は
．
こ
の
あ
た
り
に
も
原
国
が
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
．
御
教
示
を
賜
つ
た
原
氏
の
学
恩
を
謝
す
。

（
3
0
）
前
掲
『
神
奈
川
県
史
附
録
』
官
員
履
歴
、
六
葉
表
．

（
3
1
）
前
掲
書
．

（
舘
）
『
太
政
官
賞
誌
』
（
明
治
五
年
）
．
第
五
十
八
号
、
一
葉
裏
．
因
み
に
。
杉
本
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
一
三
九
）



　
　
足
繕
嚢
醤
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

佐賀票士族で．

通
称
を
耕
蔵
と
い
い
．
明
治
五
年
で
三
十
五
歳
と
い
5
か
ら
（
前

掲
『
衿
奈
川
県
史
附
録
』
官
員
履
歴
．
六
葦
菱
）
．
天
保
九
年
生
れ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
て
、
杉
本
は
。
明
治
四
年
三
月
十
三
日
．
伊
万
里
県
少
参
事
と

な
り
．
次
い
で
同
年
十
一
月
±
一
百
．
足
柄
県
権
参
事
と
な
つ
た
（
『
任
解
目
録
』

魏
窮
鋤
四
聯
杁
胡
縁
．
（
四
》
。
な
お
．
明
治
四
年
三
月
に
は
ま
だ
伊
万
里
県
は
設
置
さ
れ

て
い
な
い
が
、
本
書
の
記
載
で
は
そ
う
な
つ
て
い
る
の
で
．
そ
れ
に
従
つ
た
）
。
こ

れ
以
降
中
検
事
に
な
る
ま
で
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
杉
本
の

そ
の
後
の
官
騰
は
．
窮
治
七
年
一
月
三
十
一
日
、
権
大
検
事
K
進
み
（
詞
上
．

鴨
瞠
難
朋
．
九
）
、
牽
頃
覆
事
箋
銑
＋
餐
事
と
な
つ
て
肇
局
に

在
勤
．
十
四
年
に
ぱ
大
審
院
判
事
に
転
じ
、
十
五
年
首
席
判
事
と
な
り
、
十
六
年
四

月
六
日
死
去
し
た
（
大
穂
四
郎
編
『
国
民
過
去
帳
』
明
治
之
巻
　
一
七
二
頁
）
．
6
同

月
九
鐸
付
の
『
郵
便
毅
知
新
開
』
は
．
こ
の
死
去
を
報
じ
て
．
杉
本
「
検
事
は
兼
て

発
狂
の
体
二
付
病
院
に
て
治
療
さ
れ
余
ぼ
ど
快
復
の
模
様
昌
付
已
畠
帰
宅
し
加
療
中

の
処
一
昨
夜
拳
昌
大
声
ヲ
発
せ
ら
れ
て
ゆ
え
家
内
の
人
々
が
駆
付
け
見
し
二
別
品
異

り
し
事
な
か
り
し
か
ぱ
其
ま
ム
昌
差
置
き
し
に
昨
朝
見
る
と
い
つ
の
問
箭
か
全
く
絶

命
し
て
』
い
た
と
述
ぺ
て
い
る
．

（
脇
）
　
『
法
令
全
書
』
（
明
治
六
年
）
、
一
四
二
～
一
四
三
頁
所
収
。

（
謎
）
　
『
諸
県
口
書
雑
犯
』
（
明
治
六
年
）
．
（
三
十
六
）
、
第
九
百
九
十
三
号
．

（
鋸
）
　
『
諸
県
ロ
書
購
叢
』
（
明
治
六
年
）
、
（
二
十
四
）
．
第
六
百
四
十
九
号
。
な
お
．
本

伺
は
．
『
司
法
省
日
誌
』
（
明
治
六
年
）
．
第
三
号
．
輔
五
～
回
六
葉
に
も
採
録
さ
れ
て

　
い
る
．

（
鈴
）
例
え
ば
．
　
．
難
燃
条
例
韓
録
』
九
六
葉
よ
り
嚇
〇
七
秦
ま
で
の
間
に
．
輯
録
』

　
さ
れ
て
い
る
十
県
の
伺
は
、
総
て
『
諸
県
伺
』
（
萌
治
五
年
）
、
（
十
）
に
、
明
治
五
年

　
四
月
日
閣
付
の
東
窟
裁
判
勝
伺
は
．
　
．
諸
府
伺
」
（
致
剛
漕
朋
聯
）
．
（
四
）
．
第
二
百
号

　
に
．
そ
れ
ぞ
れ
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
の
う
ち
残
る
一
つ
の
『
壬
申
六
月

　
四
日
決
ス
』
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
記
事
は
司
法
省
決
議
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
法

　
令
全
書
』
　
（
明
治
五
年
）
．
一
三
九
Q
頁
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
三
二
Q
）

（
鍵
）
　
沼
博
士
ぱ
、
　
『
府
県
伺
留
』
等
の
諸
伺
留
の
成
立
時
代
を
、
　
『
明
治
十
七
年
ま

た
は
そ
れ
以
後
と
』
考
え
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
書
・
三
五
七
頁
）
が
、
上
記
「
諸
県

　
伺
』
等
に
つ
い
て
も
・
そ
の
体
裁
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
様
の
結
論
と
な

ろ
う
。
こ
の
推
定
は
．
恐
ら
く
そ
れ
ら
の
表
紙
に
刑
法
局
の
名
が
み
え
、
　
『
司
法
省

記
録
課
検
印
』
な
る
朱
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
為
こ
と
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
．
刑
法
局
な
る
名
称
は
、
明
治
十
七
年
七
月
十
六
日
の
司
法
省
達
に
み
え
る
し

　
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
第
一
編
官
職
門
（
士
噺
》
』
三
四
五
頁
）
、
記
録
課
な
る
名

称
は
．
同
十
九
年
一
月
二
十
日
の
司
法
省
達
に
み
え
．
そ
の
内
示
に
は
記
録
課
の
分

　掌と

し
て
．

　
　
一
　
省
内
一
切
ノ
文
書
記
録
ヲ
整
理
シ
及
ヒ
之
ヲ
保
存
ス

　
　
ニ
　
省
内
一
切
ノ
図
書
ヲ
主
管
シ
及
ヒ
其
目
録
ヲ
整
理
ス

　
　
三
　
法
令
類
聚
ヲ
編
纂
ス

　
　
四
　
（
略
）

　
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
同
上
、
三
五
〇
～
三
五
三
頁
）
．

（
3
8
）
因
み
に
．
本
書
表
紙
に
は
．
書
題
の
下
に
『
断
刑
局
』
な
る
局
名
が
み
え
て
い

　
る
が
・
こ
れ
が
足
璽
霰
判
所
内
の
一
局
な
の
か
、
そ
れ
と
も
転
写
の
原
本
に
も
と
も

　
と
付
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に

　
し
て
も
、
こ
れ
が
『
司
法
職
務
定
欄
』
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

　
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
局
名
を
使
用
し
た
も
の
淋
こ
れ
以
外
に
な
い
か
と
い
え
ば
、
少

　
数
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
．
明
治
五
年
四
月
日
関
付
の
伺
は
．
　
『
東
窟
裁

　
判
所
断
刑
局
』
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
（
．
諸
府
伺
』
舶
闘
治
鋼
等
（
四
）
」
第

　
二
百
号
）
．
同
年
四
月
臼
闘
付
な
ら
び
に
五
月
日
閣
付
の
二
つ
の
伺
は
、
「
裁
判
所
断

　
刑
局
』
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
同
上
．
第
二
百
十
九
・
二
百
二
十
号
）
．
こ

　
の
よ
う
に
、
「
断
刑
局
』
の
名
を
使
つ
た
も
の
は
あ
る
こ
と
に
は
あ
る
が
、
右
の
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
京
裁
判
所
伺
に
付
さ
れ
た
『
別
紙
之
通
裁
判
所
断
刑
課
ヨ
リ
伺
出
候
間
云
々
』
の
文

　
言
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
．
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
確
固
と
し
た
機
関
で
は
な
く
、
単
に

　
断
刑
を
掌
る
と
こ
ろ
を
か
く
称
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
明
治
六
年
三
月



二
十
九
日
付
の
足
柄
裁
判
所
伺
（
六
七
頁
参
照
）
中
に
み
え
る
『
検
事
局
』
な
る
も

　
の
も
．
単
に
検
事
が
詰
め
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
謂
で
あ
ろ
う
。

（
3
9
）
　
醐
〇
七
～
禰
O
八
秦
所
収
。

（
ω
）
　
．
各
裁
判
所
伺
留
』
（
魏
闘
治
瓶
鉾
）
・
（
一
）
、
第
十
七
号
。

（
41

）
　
京
都
府
伺
と
は
、
明
治
五
年
一
月
二
十
四
日
付
の
も
の
で
．
縮
燃
条
例
輯
録
』

　
の
六
六
葉
に
所
収
さ
れ
て
い
る
．
ま
た
．
岐
阜
県
伺
と
は
．
明
治
五
年
一
月
二
十
三

　
日
付
の
も
の
で
．
同
じ
く
九
七
～
九
八
葉
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
．
日
付
は
一
月
二

　十二日と

な
つ
て
い
る
。

六
　
む
　
す
　
び

　
明
治
初
期
に
お
け
る
中
央
政
府
の
刑
事
法
、
す
な
わ
ち
仮
刑
律
（
仮
律
）
．
新

律
綱
領
、
改
定
律
例
．
等
に
関
す
る
記
述
な
い
し
回
述
は
．
早
く
も
明
治
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

代
よ
り
着
手
せ
ら
れ
て
い
た
が
．
そ
れ
ら
が
研
究
の
対
象
と
た
り
、
そ
の
編
纂

経
過
お
よ
び
そ
の
内
容
等
に
本
格
的
な
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
始
め
た
の
は
、
昭
和

十
年
代
か
ら
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
．
小
早
川
欣
吾
氏
の
前
掲
「
刑
法
典
及
び
刑

事
訴
訟
法
典
並
び
に
陪
審
法
典
編
纂
過
程
』
に
始
ま
り
．
手
塚
豊
博
士
の
「
仮

刑
律
の
一
考
察
』
，
『
新
律
綱
領
編
纂
関
係
者
考
』
．
『
校
正
律
例
に
つ
い
て
』

（
い
ず
れ
も
の
ち
に
『
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
』
に
所
収
）
と
い
つ
た
一
連
の
研
究

に
至
つ
て
．
そ
れ
ら
の
編
纂
経
過
に
つ
い
て
は
一
応
の
集
大
成
を
み
た
と
い
え

（
2
）

る
。

　
と
こ
ろ
が
．
上
記
刑
事
法
の
う
ち
改
定
律
例
の
編
纂
経
過
に
つ
い
て
は
、
先

学
の
優
れ
た
業
績
を
も
つ
て
し
て
も
、
従
前
の
叙
述
の
範
囲
を
出
で
ず
、
そ
の

ま
ま
放
置
せ
ら
れ
て
き
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
私
は
．
今
回
図
ら
ず
も
、
手
塚
博
士
の
御
好
意
に
よ
り
、
足
柄
裁
判
所
旧
蔵

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

の
『
新
律
条
例
』
を
研
究
す
る
機
会
を
賜
つ
た
。
そ
の
結
果
．
こ
れ
ま
で
述
べ

て
き
た
ご
と
く
．
改
定
律
例
の
童
案
は
公
布
直
前
ま
で
新
律
条
例
と
称
さ
れ
．

そ
れ
に
は
第
一
次
案
よ
り
第
三
次
案
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
の
個
々
の
改
正
案
を
包

括
し
て
最
終
案
な
い
し
公
布
案
を
入
れ
て
第
四
次
案
）
ま
で
あ
つ
た
こ
と
．
ま
た
そ

の
第
一
次
草
案
の
転
写
本
が
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
の
『
新
律
条
例
』
で
あ
つ
た
こ

と
．
し
か
し
て
改
定
律
例
の
第
一
次
草
案
時
の
特
徴
が
法
典
と
し
て
の
未
成
熟

さ
と
量
刑
の
極
度
の
軽
減
化
に
あ
つ
た
こ
と
．
さ
ら
に
は
該
墓
栗
が
足
柄
裁
判

所
の
手
に
よ
つ
て
転
写
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
経
紳
と
目
的
等
に
つ
い
て
解
明
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
．
私
に
と
つ
で
窪
に
幸
運
で
あ
つ
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
拙
論
渉
．
博
士
の
学
恩
に
報
い
え
た
か
は
甚
だ
心
許
な
い
。
御
寛
恕
を

願
う
と
と
も
に
、
再
度
謝
意
を
表
し
．
摘
筆
し
た
い
。

　
（
1
）
　
例
え
ば
．
天
野
御
民
『
法
律
沿
革
略
史
』
へ
『
国
制
沿
革
略
史
』
巻
之
下
、
所

　
　
収
）
は
．
明
治
十
年
九
月
の
発
行
で
あ
る
．
そ
の
ほ
か
．
刊
行
年
度
の
順
に
列
挙
す

　
　
る
と
，
服
部
信
廉
編
顯
刑
法
沿
革
紀
略
』
　
（
十
五
年
八
月
）
、
田
中
稔
編
．
日
本

　
　
刑
法
沿
革
史
』
（
固
年
十
月
）
．
木
村
正
辞
述
『
刑
法
史
』
（
「
史
学
協
会
雑
誌
』
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
号
、
所
収
、
十
六
年
七
月
）
．
豊
田
竹
次
郎
編
．
細
淋
沿
革
史
全
』
（
同
年
十
二
月
）
、

　
　
等
が
あ
る
．
こ
の
う
ち
、
膿
部
。
豊
田
岡
氏
の
編
に
な
る
書
は
、
田
中
氏
編
の
害
と

　
　
圃
内
容
で
あ
り
、
田
中
氏
は
そ
れ
が
「
元
老
院
書
記
官
小
佃
切
盛
徳
君
東
京
茂
松
法

　
　
学
校
二
於
テ
講
義
セ
ラ
レ
シ
モ
ノ
』
で
あ
る
と
明
示
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
．
右
三
書

　
　
は
小
田
切
氏
の
著
と
い
え
る
。
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
小
早
川
欣
吾
氏
以
前
に

　
　
お
い
て
最
も
詳
し
い
の
は
・
村
岡
・
前
掲
書
（
刊
行
年
度
不
明
・
た
だ
し
・
明
治

　
　
　
『
廿
二
年
五
月
九
日
納
本
』
の
印
が
あ
る
か
ら
．
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

　
　
う
）
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
こ
の
間
に
お
け
る
業
績
に
つ
い
て
は
．
　
『
は
し
が
き
』
註
（
2
）
参
照
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
三
二
一
）



足
樋
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

付
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
」

前
註

（
1
）
覆
刻
に
あ
た
つ
て
は
．
で
き
得
る
限
り
、
原
本
の
面
影
を
残
す
べ
く
務
め
、
仮

　
名
づ
か
い
．
送
り
仮
名
．
ル
ピ
等
は
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た
．
た
だ
し
、
漢
字
に
つ

　
い
て
は
、
現
代
普
通
に
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
．
ま
た
、
■
、
β
．
勝
等
の
合

　
宇
に
つ
い
て
は
、
コ
ト
．
シ
テ
．
ト
キ
等
に
改
め
た
．

（
2
）
シ
チ
の
部
分
は
、
原
本
に
お
い
て
朱
筆
で
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ

　
る
．
た
だ
し
．
単
な
る
誤
字
の
訂
正
に
つ
い
て
絃
、
特
に
ゴ
チ
と
せ
ず
．
そ
の
討
正

　
さ
れ
た
も
の
に
従
つ
た
．

（
3
）
欄
外
に
貼
ら
れ
た
付
箋
は
．
総
て
条
文
の
前
に
出
し
．
付
箋
『
』
と
し
て
示

　
し
た
。
た
だ
し
．
図
に
お
い
て
は
、
当
該
事
項
の
前
に
出
し
た
。

（
4
）
　
（
）
内
ぱ
、
総
て
覆
刻
者
の
付
し
た
補
足
お
よ
び
註
で
あ
る
．

　
　
新
律
条
例
　
第
一

新
律
条
例
巻
首
目
録

　
図

　
改
正
六
賎
例
図

　
官
吏
腰
罪
例
図

　
官
吏
罰
俸
例
図

　
華
族
履
罪
例
図

　
旧
悪
減
免
例
図

改
正
六
遊
例
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
　
（
三
ニ
ニ
）

凡
陛
ヲ
計
ヘ
テ
絞
斬
昌
入
ル
ノ
律
ヲ
改
メ
例
図
二
照
シ
テ
並
二
罪
終
身
懲
役

二
止
ム

　
例

強
　
　
盗

監
守
盗

狂
法

不
柾
法

窃
　
　
盗

坐
腔

答
　
一
十

五
円
以
下

二
十

五
円
以
上

三
十

二
十
円

四
十

四
十
円

狂
十

一
円
以
下

六
十
円

杖
六
十

一
円
以
下

一
円
以
上

八
十
円

七
十

一
円
以
下

一
円
以
上

十
　
　
円

百
　
　
円

八
十

一
円
以
上

十
　
　
円

二
十
円

百
二
十
円

九
十

十
　
　
円

二
十
円

三
十
円

百
四
十
円

凶
百

二
十
円
三
十
円

四
十
円

百
六
十
円

徒
　
一
年

三
十
円
四
十
円

五
十
円

二
百
円

一
年
半

四
十
円
五
十
円

六
十
円

四
百
円

二
年

五
十
円
六
十
円

七
十
円

六
百
円

二
年
半

醗
羅

六
十
円
七
十
円

八
十
円

八
百
円

付
箋
『
』
（
白
紙
）

三
年

不
持
兇
器

　
　
（
上
力

五
円
以
下

七
十
円

八
十
円

九
十
円

窃
盗
三
犯
以

　
（
ザ
脱
力
）

上
財
ヲ
得
ル

者

千
　
　
円

流
　
一
等

不
持
兇
器

十
　
　
円

八
十
円
九
十
円

百
　
　
円



二
等

不
持
兇
器

十
五
円

九
十
円
百
　
　
円

百
十
円

三
等

不
持
兇
器

二
十
円

持
兇
器

五
　
　
円

百
　
　
円

百
十
円

百
二
十
円

窃
盗
三
犯
五

十
円
以
下

終
身
懲
役

三
頗
蟹
及

ヒ
人
ヲ
傷
ル
者

二
百
円
二
百五

十
円

三
百
円

窃
盗
三
犯
五

十
円
以
上

持
兇
器

五
円
以
上
及
ヒ

人
傷
ス
ル
者

O
官
吏
績
罪
例
図

凡
官
吏
公
罪
ヲ
犯
シ
及
ヒ
過
誤
失
錯
シ
テ
杖
以
下
轟
該
ル
者
ハ
例
二
照
シ

テ
賊
フ
訟
ト
ヲ
聴
ス

　
例

杖　　　　　答

一九八七六五四三二一

百十十十十十十十十十

二十十十十十八六四二 勅

十八六四二

円円円円円円円円円円 任

　十
十三十十九七六四三一

奏

円　　円　　円　　円　　円
五蓋二五　　五　　五　　五
　十　　十　　十　　十　　十
円銭円銭円銭円銭円銭

任

十九八七六蕊四三二一 判

円円円円円円円円円円 任

足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

O
官
吏
罰
俸
例
図

凡
官
吏
公
罪
ヲ
犯
シ
及
ヒ
過
誤
失
錯
シ
テ
徒
以
上
昌
該
ル
者
ハ
例
二
照
シ

テ
俸
ヲ
追
ス

　
例

　　流　　　　徒
三二一　年　年一
等等等年半年半年

O

罰
俸

一
月

一
月
半

二
月

二
月
半

三
月

五
月

七
月

十
月

凡
俸
ヲ
追
ス
ル
ハ
毎
月
給
俸
ノ
半
ヲ
其
本
管
昌
領
置
シ
数
満
テ
法
官
二
納

完
ス
一
月
ノ
罪
ハ
ニ
個
月
昌
納
完
シ
一
月
半
ノ
罰
ハ
三
個
月
二
納
完
ス
余

ハ
之
二
准
ス
若
シ
免
職
死
亡
ス
ル
者
ハ
追
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
ス

華
族
履
罪
例
図

凡
非
職
華
族
罪
ヲ
犯
シ
過
誤
失
錯
二
係
ル
者
ハ
例
二
照
シ
賦
フ
コ
ト
ヲ
聴

ス
　
例

　　　答

四三二一
十十十十

賊
罪
一
円
五
十
銭

　
三
円

　
四
円
五
十
銭

　
六
円

七
五

（
三
二
三
）



足
柄
嬢
判
所
旧
篠
『
新
律
条
例
』
考

　
匠
十

　
七
十

　
八
十

　
九
十

　
　
一
百

徒
一
年

　
　
一
年

　
　
二
年

　
　
二
年
半

　
　
三
隼

流
一
等

　
　
二
等

　
　
三
等

杖
六
十

七
円
五
十
銭

九
円

十
円
五
十
銭

十
二
円

十
三
円
五
十
銭

十
五
円

三
十
円

四
十
査
円

六
十
円

七
十
五
円

九
十
円

百
二
十
円

百
四
十
円

百
六
十
円

旧
悪
滅
免
例
図

凡
犯
罪
年
ヲ
経
テ
発
覚
ス
ル
者
ハ
並
二
旧
悪
ヲ
以
テ
論
シ
例
二
照
シ
テ
減

等
免
罪
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
其
減
免
ス
ル
讐
ト
ヲ
聴
サ
・
ル
等
ハ
条
例
二
照

シ
テ
区
処
ス

　
例

死

罪
一

諜
故
殺
ヲ
犯
シ
抵
命
ス
可
ギ
者
十
年
ヲ
経
テ
発
覚

ス
レ
ハ
酌
減
シ
テ
終
身
懲
役
昌
処
ス

謀
故
嚢
ヲ
絵
ク
外
死
罪
ヲ
犯
シ
十
年
ヲ
経
テ

発
覚
ス
レ
ハ
襯
等
ヲ
減
シ
流
三
等

過公杖徒流終
器罪纂罪罪蓑

　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

終
身
篠
授
ヲ
犯
シ
十
年
ヲ
経
テ
発
覚
ス
レ
ハ

ニ
等
ヲ
滅
シ
徒
三
隼

十
年

五
年

三
年

二
年

流
罪
以
下
各
数
！
年
ヲ
経
テ
発
覚
ス
レ
ハ
並
呂

其
罪
ヲ
全
免
ス

新
律
条
例
巻
脚
囲
録

名
例
律

　
厳
刑
附
例

　
勅
奏
官
位
犯
罪
附
例

　
閨
刑
附
例

　
官
吏
犯
公
罪
附
例

　
官
吏
犯
私
罪
階
例

　
有
官
僧
徒
犯
罪
附
例

　
軍
人
犯
罪
附
例

　
　
糺
弾
官
吏
犯
罪
附
例

　
　
庶
人
犯
罪
不
的
決
附
例

　
　
犯
罪
存
留
養
親
附
例

　
　
婦
女
犯
罪
附
例

　
　
徒
流
人
又
犯
罪
附
例

　
　
老
小
癒
疾
収
簸
附
例

（
三
二
四
）



犯
罪
時
未
老
疾
附
例

給
没
駐
物
附
例

犯
罪
自
首
附
例

二
罪
倶
発
以
重
論
附
例

同
僚
犯
公
罪
附
例

共
犯
罪
分
首
従
附
例

犯
罪
事
発
逃
亡
附
例

親
属
相
為
容
隠
附
例

加
減
罪
例
附
例

再
犯
加
等
罪
例
附
例

称
同
罪
附
例

称
日
者
以
十
二
時
附
例

称両者以

金
爾
附
例

称
等
内
人
附
例

称雇人附

例

断
罪
無
正
条
附
例

旧
悪
減
免
罪
例

　
　
新
律
条
例
巻
一

　
　
名
例
律

　
　
　
　
五
刑
附
例

O
第
一
条
凡
犯
罪
極
テ
軽
ク
答
二
及
ハ
サ
ル
者
ハ
止
タ
呵
責
シ
テ
放
免
ス

O
第
二
条
　
凡
犯
罪
啓
杖
二
該
ル
者
ハ
綱
体
二
釘
決
ヲ
廃
シ
答
杖
一
等
毎
ト
ニ

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

日
数
十
目
二
折
シ
新
頒
監
獄
則
二
照
シ
テ
懲
役
二
換
フ

答
一
十

　
二
十

　
三
十

　
四
十

　
五
十

杖
六
十

　
七
十

　
八
十

　
九
十

　
一
百

懲
役
十
日

懲
役
二
十
日

懲
役
三
十
日

懲
役
四
十
日

懲
役
五
十
日

懲
役
六
十
日

懲
役
七
十
日

懲
役
八
十
日

懲
役
九
十
日

懲
役
菅
日

O曖

攣
射
耀
灘
ハ
常
人
老
幼
婦
女
更
嚢
護
蕪
力
罷
薯
欝

　
　
二
照
シ
分
別
シ
テ
役
島
服
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
第
四
条
凡
答
杖
ヲ
擾
シ
懲
役
二
換
フ
ル
ノ
外
存
留
養
親
及
ヒ
脱
監
越
獄
若

　
　
ク
ハ
徒
流
人
逃
即
時
打
決
ス
ル
等
ハ
条
例
及
ヒ
獄
則
ゴ
照
シ
テ
並
一
一
棒
鎖

　
　
昌
換
フ

　
　
　
答
一
十
至
五
十
　
　
棒
鎖
一
日

　
　
　
杖
六
十
至
七
十
　
　
棒
鎖
二
日

　
　
　
杖
八
十
至
一
百
　
　
棒
鎖
三
日

O
第
五
条
　
凡
徒
珊
役
使
ノ
法
ハ
獄
則
二
照
シ
テ
懲
役
二
服
ス
其
雇
工
銭
ヲ
給

　
　
与
領
置
ス
ル
ノ
法
亦
獄
則
二
従
フ

O
第
六
条
凡
徒
流
年
限
ハ
刑
名
宣
告
ノ
日
ヨ
リ
起
算
ス

荷
箋
「
　
』
　
（
白
紙
）

O
第
七
条
凡
流
荊
地
方
未
タ
定
ラ
サ
レ
ハ
姑
ク
流
刑
ヲ
停
メ
五
徒
ノ
外
別
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
三
二
五
）



　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
流
法
ヲ
設
ケ
獄
則
昌
照
シ
懲
役
二
服
シ
限
満
テ
原
籍
二
還
ス

　
　
　
流
一
等
　
　
准
流
五
年

　
　
　
　
二
等
　
　
准
流
七
年

　
　
　
　
三
等
　
　
准
流
十
年

第
八
条
凡
三
流
ノ
上
二
終
身
懲
役
ノ
刑
ヲ
設
ケ
其
犯
罪
謀
故
殺
放
火
反
獄

　
　
　
（
宝
力
）

　
偽
造
室
貨
等
ヲ
除
ク
ノ
外
罪
死
昌
該
ル
者
ハ
一
体
二
寛
宥
シ
テ
跳
刑
二
科

　
　
ス

第
九
条
凡
身
示
ハ
犯
由
牌
呂
罪
状
ヲ
書
シ
刑
場
及
ヒ
各
所
二
掲
示
ス
ル
外

　
斬
絞
二
刑
モ
亦
犯
由
牌
二
罪
状
ヲ
書
シ
通
衙
凶
個
所
二
掲
示
ス
傍
ホ
桑
斬

　
　
（
及
力
）

　
絞
の
ヒ
終
身
懲
役
流
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
並
二
紙
牌
昌
罪
状
ヲ
書
シ
三
日
間

　
犯
人
本
籍
ノ
掲
携
場
昌
掲
示
ス

第
十
条
凡
棄
示
二
該
ル
者
罪
名
巳
二
定
リ
奏
講
待
報
内
二
在
テ
死
亡
ス
レ

　
　
ハ
更
二
屍
ヲ
刑
セ
ス
止
タ
犯
由
牌
ヲ
立
ツ

第
十
一
条
　
凡
桑
示
ノ
遺
骸
モ
亦
親
族
請
フ
者
ア
レ
ハ
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴

　
　
ス

　
付
隻
『
　
』
　
（
肉
紙
》

O
第
十
二
条
凡
泉
斬
絞
ノ
遺
骸
ハ
親
族
請
フ
者
ア
レ
ハ
下
ス
ト
難
モ
墓
表
二

　
　
9
マ
》

　
止
メ
氏
名
年
月
日
ヲ
記
ス
認
ト
ヲ
得
テ
常
人
ノ
礼
ヲ
以
テ
葬
ル
コ
ト
ヲ
聴

　
　
サ
ス

　
　
　
勅
奏
官
位
犯
罪
附
例

O
第
十
三
条
　
凡
勅
奏
官
及
ヒ
非
職
華
族
罪
ヲ
犯
セ
ハ
其
事
由
ヲ
奏
聞
シ
テ
旨

　
　
ヲ
請
ヒ
推
問
ス
ト
錐
モ
若
シ
事
急
卒
昌
出
テ
即
時
推
間
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
サ
ル
者
ハ
推
聞
シ
テ
後
二
奏
請
ス
其
公
罪
及
ヒ
過
誤
失
錆
二
係
リ
待
罪
文

　
　
案
明
白
ニ
シ
テ
推
問
ヲ
待
サ
ル
者
答
杖
以
下
奏
ヲ
経
ス
シ
テ
臨
時
処
断
ス

七
八

（
一
二
二
六
）

　
　
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス

O
第
十
四
条
凡
非
職
華
族
過
誤
失
錯
ヲ
犯
ス
者
ハ
華
族
腰
罪
例
図
二
照
シ
テ

　
　
駁
フ
コ
ト
ヲ
聴
ス

　
　
　
閏
刑
附
例

O
第
十
五
条
　
凡
華
士
族
犯
罪
破
廉
恥
甚
昌
係
り
庶
人
二
下
ス
者
改
テ
除
族
ト

　
　
称
ス

O
第
十
六
条
　
凡
非
職
士
族
過
誤
失
錯
ヲ
犯
ス
者
ハ
平
民
ト
同
ク
腹
罪
例
図
二

　
　
照
シ
テ
蹟
フ
罰
ト
ヲ
聴
ス

O
第
十
七
条
　
凡
官
吏
華
士
族
等
賭
博
ヲ
犯
ス
者
ハ
破
廉
恥
甚
ヲ
以
テ
除
族
ス

　
　
ル
例
ヲ
改
テ
閏
刑
二
処
ス

O
第
十
八
条
　
凡
華
士
族
破
廉
恥
甚
ヲ
犯
シ
除
族
ス
ル
者
罪
本
犯
一
人
昌
坐
シ

　
　
傍
ホ
族
ヲ
子
孫
二
襲
セ
シ
ム

O
第
十
九
条
　
凡
華
士
族
破
廉
恥
甚
ヲ
犯
ス
者
年
七
十
以
上
十
五
以
下
ト
錐
モ

　
　
答
杖
轟
該
ル
ハ
除
族
ユ
止
メ
徒
以
上
伽
加
本
刑
二
該
ル
者
ハ
収
贈
二
換
フ

O
第
二
十
条
　
凡
華
士
族
姦
罪
ハ
強
姦
及
ヒ
人
ノ
妻
妾
二
姦
シ
若
シ
ク
ハ
親
族

　
　
相
姦
ス
ル
ヲ
除
ノ
外
ハ
破
廉
恥
甚
ヲ
以
テ
論
セ
ス
閏
刑
二
処
ス

O
第
二
十
一
条
凡
華
士
族
犯
罪
除
族
二
該
リ
生
産
ナ
ク
宗
族
傍
ホ
存
シ
同
屠

　
　
ヲ
願
フ
者
ハ
同
居
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
シ
テ
付
籍
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

O
第
二
十
二
条
　
凡
謹
慎
閉
門
限
内
父
祖
死
亡
ス
レ
ハ
官
二
告
テ
門
ヲ
出
送
葬

　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス

O
第
二
十
三
条
　
凡
謹
慎
閉
門
禁
鏑
限
内
外
人
晶
接
見
通
信
シ
或
ハ
疾
病
療
養

　
　
（
託
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
シ
脱
力
）

　
　
昌
詫
シ
テ
行
歩
ス
ル
者
ハ
原
犯
ノ
罪
名
二
照
新
二
之
ヲ
科
ス

O
第
二
十
四
条
　
凡
飽
地
方
昌
在
テ
謹
慎
閉
門
ヲ
犯
シ
帰
郷
ヲ
願
フ
者
ハ
保
人



　
　
昌
資
付
シ
郷
里
帰
到
ノ
日
ヨ
リ
日
数
ヲ
起
算
ス
熟
窺
鋼
以
上
ハ
刑
名
宣
告

　
　
ノ
日
ヨ
リ
起
算
ス

O
第
二
十
五
条
凡
禁
鋼
ハ
一
室
内
二
鎖
鯛
ス
ト
難
モ
門
扉
ヲ
鎖
サ
ス
家
族
ノ

　
　
出
入
ヲ
禁
セ
ス

O
第
二
十
六
条
凡
辺
戊
地
方
未
タ
定
ラ
サ
レ
ハ
姑
ク
辺
戌
ヲ
停
メ
禁
鋼
五
等

　
　
ノ
上
．
輔
年
数
ヲ
増
加
シ
准
辺
戌
法
ヲ
設
ケ
此
例
二
照
シ
テ
禁
鋼
ス

　
　
　
准
辺
戌
一
等
　
　
禁
鋼
匠
年

　
　
　
　
　
二
等
　
　
禁
鯛
七
年

　
　
　
　
　
三
等
　
　
禁
鯛
十
年

　
第
二
十
七
条
　
凡
犯
罪
自
裁
二
該
ル
者
一
体
二
終
身
禁
鋼
昌
処
ス

　
　
　
官
吏
犯
公
罪
附
例

付
鋳
『
』
　
（
白
紙
）

0
第
二
十
八
条
凡
内
外
官
吏
公
罪
ヲ
犯
シ
及
ヒ
過
誤
失
錯
シ
テ
罪
杖
以
下
二

　
　
該
ル
者
ハ
謹
慎
閉
門
昌
換
ル
ノ
例
ヲ
改
テ
官
吏
賦
罪
例
図
昌
照
シ
勅
奏
判

　
　
ヲ
分
チ
各
順
フ
・
ト
ヲ
聴
シ
等
外
吏
ハ
平
民
賦
罪
例
二
依
ル
其
徒
以
上
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
罰
力
》

　
　
犯
ス
者
ハ
降
官
昌
処
ス
ル
ノ
例
ヲ
改
テ
官
吏
罪
俸
例
図
昌
照
シ
テ
処
分
ス

　
　
若
シ
等
内
吏
ト
難
モ
月
俸
十
五
円
以
下
ノ
者
ハ
亦
平
民
蹟
罪
例
昌
依
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

　
　
　
官
吏
犯
私
罪
付
例

　
第
二
十
九
条
　
凡
官
吏
私
罪
ノ
杖
刑
ヲ
犯
ス
者
ハ
官
一
等
ヲ
降
シ
徒
刑
ヲ
犯

　
　
ス
者
ハ
免
職
二
止
ム
ル
ノ
例
ヲ
改
テ
士
族
犯
罪
法
ノ
如
ク
一
体
昌
閨
刑
二

　
　
処
ス

O
第
三
十
条
　
凡
平
民
官
昌
在
リ
一
応
私
罪
ハ
官
吏
犯
私
罪
律
ユ
照
シ
テ
科
断

　
　
シ
其
破
廉
恥
甚
ヲ
犯
ス
ニ
係
ル
者
ハ
杖
刑
以
下
ト
錐
モ
実
決
シ
テ
原
籍
昌

　
　
附
ス
着
シ
勅
奏
官
位
二
孫
レ
ハ
奏
聞
事
由
請
旨
依
律
等
勿
ホ
本
法
ヲ
尽
ス

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

O
第
三
十
一
条
　
凡
平
民
官
二
在
リ
其
父
母
兄
弟
子
孫
一
応
犯
罪
ハ
並
二
士
族

　
　
二
准
シ
テ
論
ス
其
破
廉
恥
甚
ヲ
犯
ス
ニ
係
ル
者
ハ
平
民
ヲ
以
テ
論
ス
若
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
在
官
人
家
長
二
非
サ
ル
者
ハ
此
例
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
潟
ス

　
　
　
有
官
僧
徒
犯
罪
附
例

O
第
三
十
二
条
　
凡
僧
徒
犯
罪
寺
職
ノ
者
ハ
士
族
二
准
シ
テ
論
ス
若
シ
破
廉
恥

　
甚
ヲ
犯
ス
者
ハ
職
ヲ
奪
ヒ
実
決
シ
テ
本
寺
二
附
ス
寺
職
ヲ
経
テ
退
隠
ス
ル
者

　
　
亦
同
シ
余
僧
ハ
平
民
ト
一
体
昌
科
断
ス

　
　
　
軍
人
犯
罪
附
例

O
第
三
十
三
条
　
凡
軍
人
犯
罪
出
征
府
軍
ノ
際
二
非
ス
ト
難
モ
陸
海
軍
並
晶
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
律
ヲ
以
テ
処
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
瀞
可
シ
若
シ
事
常
人
二
関
渉
シ
及
ヒ
共
犯
二

　
　
係
ル
ハ
陸
海
軍
鞠
状
ヲ
開
具
シ
常
人
ハ
所
轄
ノ
地
方
二
移
告
シ
テ
所
在
ノ

　
　
法
官
昌
送
附
セ
シ
メ
其
推
鞠
ノ
情
由
ハ
猶
ホ
軍
官
法
官
互
二
通
報
シ
テ
各

　
　
律
二
依
テ
科
断
ス
若
シ
疑
獄
二
係
り
並
二
死
罪
二
該
ル
ハ
軍
官
法
官
会
同

　
　
商
議
シ
テ
各
自
二
区
処
ス
其
軍
律
二
該
載
セ
サ
ル
罪
ヲ
犯
シ
常
憲
昌
触
ル

　
　
・
昌
係
ル
者
ハ
亦
軍
官
法
官
ノ
商
議
ヲ
経
テ
法
官
二
於
テ
処
断
ス

O
第
三
十
四
条
凡
地
方
官
罪
犯
ヲ
緯
捕
ス
ル
ニ
軍
人
共
犯
二
係
ラ
ハ
並
二
地

　
　
方
便
近
ノ
軍
衙
或
ハ
法
官
二
送
致
シ
其
庁
昌
於
テ
絢
問
ヲ
経
ル
ノ
後
軍
衙

　
　
法
官
囚
ヲ
分
テ
各
自
二
区
処
ス

O
第
三
十
五
条
　
凡
後
備
軍
等
其
名
氏
陸
海
軍
籍
昌
在
壁
ト
錐
モ
現
在
軍
役
昌

　
　
服
セ
サ
ル
者
ハ
働
ホ
常
人
ト
一
体
二
法
官
ノ
処
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
其
犯

　
　
罪
者
ハ
地
方
官
直
二
法
官
二
送
付
シ
処
決
ノ
後
又
軍
人
所
属
ノ
軍
官
昌
移

　
　
告
ス

　
　
　
　
糺
弾
官
吏
犯
罪
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
三
二
七
）



　
　
　
足
柄
蒙
勃
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
第
三
十
六
条
凡
糺
弾
官
吏
犯
罪
条
ハ
廃
シ
テ
用
ヒ
ス

　
　
　
庶
人
犯
罪
不
的
決
附
例

C曖

響
蕉
織
》
凡
窒
ハ
審
ノ
§
リ
吾
以
内
覇
妾
蓼
努
昌

　
シ
テ
限
内
肢
フ
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
例
昌
照
シ
テ
延
期
ス
ル
惣
ト
ヲ
聴
ス

　
　
　
購
答
刑

　
　
　
杖
刑

　
　
　
　
（
後
力
）

　
　
　
役
刑

　
　
　
流
刑

　
　
　
死
刑

第
三
十
八
条

限
三
十
日

　
四
十
H

　
五
十
日

　
六
十
日

　
八
十
日

　
　
　
　
　
　
凡
庶
人
犯
罪
履
7
可
キ
者
無
力
ニ
シ
テ
賦
フ
コ
ト
能
ハ
サ
ル

　
　
者
徒
以
下
ハ
折
半
シ
死
流
ハ
三
等
ヲ
滅
シ
テ
並
二
懲
役
昌
服
ス
（
鞘
〆
．
．
辣

　
　
仏
建
呵
㌍
ノ
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

O
第
三
十
九
条
　
凡
老
小
廃
疾
者
犯
罪
膜
フ
可
キ
者
無
力
ニ
シ
テ
簸
フ
蟹
ト
能

　
　
ハ
サ
ル
者
答
杖
ハ
折
半
シ
徒
以
上
ハ
匠
等
ヲ
滅
シ
テ
並
轟
懲
役
二
服
ス

　
第
四
十
条
凡
過
失
殺
傷
簸
フ
可
キ
者
無
力
ニ
シ
テ
蹟
フ
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ

　
　
懲
役
昌
服
シ
雇
工
銭
ノ
全
額
ヲ
領
置
シ
食
費
ヲ
拍
除
シ
賊
金
ノ
半
ヲ
償
ハ

　
　
シ
メ
殺
傷
セ
ラ
ル
・
ノ
家
昌
給
シ
テ
役
ヲ
免
ス

O
第
四
十
一
条
凡
販
罪
収
履
ス
可
キ
者
無
力
ニ
シ
テ
蹟
フ
コ
ト
能
ハ
ス
親
属

　
　
代
テ
履
フ
コ
ト
ヲ
願
フ
者
ア
レ
ハ
聴
ス

　
　
　
犯
罪
存
留
養
親
附
例

O
第
四
十
二
条
　
凡
犯
罪
留
養
ス
ル
者
徒
流
並
二
杖
一
百
実
決
シ
テ
余
罪
ヲ
収

　
　
贈
ス
ル
者
改
テ
棒
鎖
三
日
二
換
へ
余
罪
ヲ
賦
ハ
シ
ム

　
第
四
十
三
条
凡
徒
流
人
巳
昌
発
配
シ
懲
役
百
日
ヲ
経
テ
祖
父
母
父
母
老
疾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
O
　
　
　
（
三
二
八
）

　
　
シ
侍
養
ノ
子
孫
ナ
ク
父
祖
親
属
ノ
情
願
切
ナ
ル
者
ハ
余
罪
ヲ
収
購
シ
テ
放

　
　
還
ス
ル
．
コ
ト
ヲ
聴
ス

O
第
四
十
四
条
　
凡
華
士
族
禁
銅
准
辺
戌
ヲ
犯
シ
祖
父
母
父
母
老
疾
シ
テ
侍
養

　
　
ノ
子
孫
ナ
キ
者
ハ
侍
養
ス
ル
惚
ト
ヲ
聴
シ
妄
二
外
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

O
第
四
十
五
条
　
凡
家
昌
侍
養
ス
ル
子
孫
ハ
年
十
六
以
上
成
丁
ノ
者
ヲ
謂
フ
若

　
　
シ
戸
内
全
ク
成
丁
ナ
シ
ト
錐
モ
妻
女
年
十
六
以
上
ノ
者
ア
レ
ハ
留
養
ス
ル

　
　
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

　
　
　
婦
女
犯
罪
附
例

0
第
四
十
六
条
　
凡
婦
女
不
孝
姦
盗
人
命
放
火
ノ
徒
以
上
死
二
入
ラ
サ
ル
ノ
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
折
力
）

　
　
ヲ
犯
シ
各
律
二
照
シ
テ
断
決
ス
ル
者
及
ヒ
答
杖
ヲ
犯
シ
日
数
昌
析
シ
禁
獄

　
　
ス
ル
者
並
昌
改
テ
懲
役
昌
服
ス
其
余
罪
ノ
収
履
ス
可
キ
者
無
力
ニ
シ
テ
蹟

　
　
フ
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ
贅
杖
ハ
折
半
シ
徒
以
上
ハ
五
等
ヲ
減
シ
テ
亦
並
二
懲

　
　
役
一
一
服
ス

O
第
四
十
七
条
　
凡
華
士
族
ノ
婦
女
姦
盗
不
孝
等
ノ
罪
ヲ
犯
シ
答
杖
昌
該
ル
者

　
　
ハ
日
数
昌
折
シ
テ
鎖
鋼
晶
止
メ
徒
以
上
ハ
伽
ホ
本
刑
ヲ
加
へ
懲
役
二
服
ス

O
第
四
十
八
条
　
凡
婦
女
一
応
犯
罪
ハ
収
腰
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
ト
錐
モ
其
非
理

　
　
二
人
ヲ
殴
折
脅
制
シ
及
ヒ
棄
児
図
頼
等
情
状
悪
ム
可
キ
者
ハ
姦
盗
不
孝
等

　
　
ヲ
犯
ス
ト
一
体
二
科
断
ス

　
　
　
　
徒
流
人
又
犯
罪
附
例

○
第
四
十
九
条
凡
徒
昌
在
リ
重
子
テ
徒
ヲ
犯
ス
者
ハ
再
ヒ
後
犯
ノ
年
限
ヲ
科

　
　
ス
ト
難
モ
已
工
役
過
ス
ル
日
数
ヲ
通
算
シ
テ
懲
役
四
年
晶
過
ル
ロ
ト
ヲ

　
　
（
マ
マ
）

　
　
潟
ス
若
シ
流
ヲ
犯
ス
者
ハ
已
昌
役
過
ス
ル
日
数
ユ
拘
ラ
ス
新
二
後
犯
准
流

　
　
ノ
罪
ヲ
全
科
ス



O
第
五
十
条
　
凡
准
流
内
重
子
テ
流
ヲ
犯
ス
者
ハ
三
流
並
昌
拘
役
四
年
ヲ
加
フ

　
　
若
シ
徒
ヲ
犯
ス
者
ハ
徒
ノ
年
限
ヲ
滅
半
シ
テ
之
ヲ
科
ス

Q
第
匠
十
一
条
　
凡
徒
流
限
内
重
子
テ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
後
犯
推
問
蕨
役
ノ
日
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
3

　
　
ヲ
以
テ
原
犯
役
限
内
昌
算
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
渇
ス
着
シ
推
問
ヲ
経
テ
無
罪
昌

　
　
帰
ス
ル
者
ハ
傍
ホ
限
内
二
算
入
ス

　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
老
小
廃
疾
収
履
附
例

O
第
笈
十
二
条
　
凡
人
ノ
一
目
ヲ
階
ス
ル
ハ
人
ヲ
痩
疾
ユ
致
ス
ノ
律
昌
依
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

　
　
難
モ
一
目
ノ
人
罪
ヲ
犯
セ
ハ
疲
疾
ヲ
以
テ
収
賦
ス
ル
コ
ト
ヲ
潟
ス
人
ノ
両

　
　
目
ヲ
諮
ス
ル
ハ
人
ヲ
篤
疾
二
致
ス
ノ
律
昌
依
ル
ト
錐
モ
盲
人
罪
ヲ
犯
セ
ハ

　
　
流
以
下
ハ
収
履
シ
死
罪
ハ
収
賦
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

O
第
五
十
三
条
　
凡
盲
人
及
ヒ
疲
疾
者
姦
盗
ノ
罪
ヲ
犯
ス
ハ
律
例
一
一
照
シ
テ
収

　
　
蹟
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
其
強
盗
強
姦
ヲ
犯
ス
者
ハ
実
決
シ
テ
収
賦
ス
ル
コ
ト

　
　
ヲ
聴
サ
ス

O
第
匠
十
四
条
　
凡
老
小
及
ヒ
疲
疾
者
官
二
在
リ
罪
ヲ
犯
セ
ハ
公
罪
ハ
官
吏
賦

　
　
罪
罰
俸
例
昌
依
リ
私
罪
ハ
官
吏
犯
私
罪
例
昌
依
テ
科
断
ス
其
破
廉
恥
甚
二

　
　
係
ル
者
答
杖
ハ
除
族
昌
止
メ
徒
以
上
ハ
伽
ホ
律
二
依
リ
収
賊
セ
シ
ム

O
第
五
十
宏
条
凡
老
小
及
ヒ
疲
疾
者
流
以
下
ヲ
犯
ス
者
律
昌
照
シ
テ
収
順
ス

　
　
ル
ノ
後
一
応
私
罪
ヲ
犯
シ
再
ヒ
罪
二
入
ル
者
ハ
伽
ホ
律
二
照
シ
テ
収
順
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
マ
）

　
　
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
若
シ
盗
罪
賭
博
等
ス
加
等
可
キ
再
犯
昌
係
ル
者
ハ
但
加
等

　
　
ノ
罪
ヲ
宥
メ
本
罪
ヲ
的
決
シ
テ
再
ヒ
収
履
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス
三
犯
以
上

　
　
ハ
凡
人
ノ
再
犯
以
上
ノ
例
嘉
照
シ
テ
加
等
ス

O
第
五
十
六
条
　
凡
年
十
五
以
下
窃
盗
ヲ
犯
シ
十
六
以
上
又
窃
盗
ヲ
犯
シ
テ
収

　
　
履
的
決
ノ
罪
並
発
ス
ル
者
ハ
ニ
罪
倶
発
例
昌
依
リ
的
決
ノ
罪
ヲ
以
テ
重
シ

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
　
ト
為
シ
テ
論
シ
節
次
合
算
ノ
限
昌
在
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
犯
罪
時
末
老
疾
附
例

終
ぎ
簸
、
凡
徒
限
内
老
疾
聚
奇
薯
孤
独
貧
磐
享
謬
唇

　
　
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
簸
金
延
期
限
内
軽
役
二
留
服
ス
准
流
内
老
疾
ス
ル
者

　
　
亦
同

O
第
五
十
八
条
　
凡
懲
役
一
年
以
上
ノ
罪
犯
病
昌
罹
サ
休
役
ス
ル
者
ハ
一
年
毎

　
　
二
日
数
五
十
日
以
内
ハ
限
内
二
算
入
シ
五
十
日
以
外
ハ
病
愈
ル
ヲ
待
テ
循

　
　
ホ
役
ヲ
償
ハ
シ
ム
懲
役
百
日
以
下
ノ
罪
犯
日
数
十
分
ノ
ニ
ハ
算
入
シ
十
分

　
　
ノ
ニ
ニ
過
ル
者
ハ
亦
償
ハ
シ
ム
若
シ
数
次
昌
及
フ
者
ハ
通
計
合
算
シ
テ
乗

　
　
除
ス
其
役
場
ヲ
出
シ
テ
責
付
ス
ル
者
ノ
日
数
ハ
一
体
二
限
内
昌
算
入
セ
ス

　
　
　
　
給
没
賎
物
附
例

　
第
匠
十
九
条
　
瓦
監
守
強
窃
盗
及
ヒ
狂
法
不
極
法
ノ
腔
ヲ
犯
シ
罪
死
轟
入
ル

　
　
可
キ
者
並
二
改
疋
各
条
昌
依
テ
終
身
懲
役
二
処
ス

付
箋
「
』
　
（
白
紙
）

O
第
六
十
条
凡
正
魅
現
在
ト
称
ス
ル
ハ
賊
ノ
手
畠
存
在
シ
及
ヒ
帳
転
シ
テ
地

　
　
人
ノ
手
昌
在
ヲ
並
二
現
在
ト
為
ス
若
シ
公
商
公
売
ヨ
リ
買
取
ス
ル
者
ハ
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
響
》
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
在
ス
ト
難
モ
商
売
其
価
ヲ
償
ハ
サ
レ
ハ
直
二
追
懲
ス
ル
コ
ト
ヲ
潟
ス

O
第
六
十
榊
条
　
凡
盗
粧
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
ト
難
モ
買
取
シ
テ
公
商
公
売
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
由
ラ
サ
ル
ハ
直
二
追
懲
ス
ル
コ
ト
ヲ
潟
其
転
売
ス
ル
者
ハ
働
ホ
転
償
セ
シ

　
　
ム

O
第
六
十
二
条
　
凡
転
売
ノ
物
品
ハ
転
償
セ
シ
ム
ト
錐
モ
死
失
疲
産
等
ノ
者
ア

　
　
リ
賠
償
ス
ル
留
卜
鮨
ハ
サ
レ
ハ
公
商
公
売
ヨ
リ
買
取
セ
シ
明
証
ア
ル
ヲ
除

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

　
　
ク
ノ
外
皆
直
二
追
懲
ス
ル
コ
ト
ヲ
潟

O
第
六
十
三
条
　
瓦
盗
犯
正
粧
已
二
費
用
シ
テ
現
在
セ
ス
ト
難
ト
モ
賠
償
ス
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
・
一
　
　
　
（
三
二
九
）



　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
ご

　
　
キ
資
力
ア
ル
者
ハ
必
ス
追
懲
シ
テ
本
主
二
還
付
ス

O
第
六
十
四
条
　
凡
盗
粧
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
ト
錐
モ
其
贈
遺
纒
頭
ヲ
受
ル
者

　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

　
　
ハ
必
ス
追
懲
シ
テ
本
主
昌
還
付
ス
若
シ
巳
二
費
用
ス
ル
者
ハ
追
徴
ス
ル
コ

　
　
ト
勿
レ

O
第
六
十
五
条
　
凡
盗
鮭
ヲ
以
テ
物
品
ヲ
買
取
シ
人
二
醜
送
ス
ル
ニ
物
贔
現
在

　
　
ス
ル
者
ハ
追
シ
テ
本
主
昌
給
付
ス
若
シ
已
昌
費
用
ス
ル
者
ハ
追
徴
ス
ル
コ

　
　
ト
勿
レ

O
第
六
ヂ
六
条
凡
盗
腔
ヲ
以
テ
旧
債
二
抵
償
ス
ル
者
ハ
債
主
情
ヲ
知
ラ
ス
ト

　
　
錐
モ
勿
ホ
追
シ
テ
本
主
二
給
付
ス
若
シ
已
昌
費
用
ス
ル
者
ハ
追
徴
ス
ル
コ

　
　
ト
勿
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拠
力
）

O
第
六
十
七
条
　
凡
腔
物
ヲ
信
計
ス
ル
ニ
当
時
中
等
ノ
物
価
昌
処
ル
ト
難
モ
其

　
　
正
腔
已
二
娠
転
シ
テ
沽
計
シ
難
キ
者
ハ
盗
犯
売
却
ノ
価
値
ヲ
計
り
罪
ヲ
定

　
　
ム
若
シ
衣
服
飲
食
等
已
二
費
損
ス
ル
者
ハ
事
主
本
犯
ノ
ロ
供
ヲ
審
明
較
量

　
　
シ
テ
信
計
ス

　
　
　
　
犯
罪
自
首
附
例

O
笛
六
十
八
条
凡
犯
罪
事
未
タ
発
覚
セ
ス
シ
テ
自
ラ
首
出
ス
ル
者
ハ
律
二
照

　
　
シ
罪
ヲ
免
ス
ノ
外
若
シ
事
已
晶
発
覚
ス
ト
難
モ
本
犯
未
タ
之
ヲ
知
ラ
ス
過

　
　
ヲ
悔
テ
首
出
ス
ル
者
ハ
勿
ホ
未
発
自
首
ト
同
ク
罪
ヲ
免
ス

O
第
六
十
九
条
　
凡
犯
罪
首
免
ヲ
与
ル
ノ
事
昌
因
り
首
免
ヲ
与
・
ヘ
サ
ル
ノ
罪
ヲ

　
　
犯
シ
自
首
ス
ル
者
ハ
因
ル
所
ノ
療
罪
ヲ
免
シ
テ
止
タ
首
免
ヲ
与
へ
・
サ
ル
ノ

　
　
本
罪
ヲ
科
ス
仮
令
ハ
強
窃
盗
劫
囚
反
獄
略
売
等
ヲ
犯
シ
因
テ
人
ヲ
殺
傷
ス

　
　
ル
者
ハ
其
盗
略
等
ハ
首
免
ヲ
与
へ
殺
傷
罪
ハ
謀
故
闘
過
失
ノ
各
法
ヲ
尽
ス

　
　
ノ
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
　
（
三
三
〇
）

O
第
七
十
条
　
凡
犯
罪
自
首
ス
ル
者
仮
令
ハ
窃
盗
粧
百
円
五
十
円
ハ
働
ホ
現
存

　
　
シ
五
十
円
ハ
已
轟
費
用
シ
テ
追
徴
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
レ
ハ
五
十
円
ノ
腔
二

　
　
二
等
ヲ
減
シ
テ
罪
ヲ
科
ス
余
ノ
畦
罪
亦
之
二
准
ス

O
第
七
十
一
条
　
凡
賎
罪
ヲ
犯
シ
人
ノ
告
ソ
ト
欲
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
自
首
ス
ル

　
　
者
ハ
陛
追
徴
ス
可
ラ
ス
ト
難
モ
価
ホ
一
等
ヲ
減
ス
（
卿
評
絵
輔
）

O
第
七
十
二
条
　
凡
人
ヲ
罪
二
護
告
シ
テ
自
首
ス
ル
者
ハ
已
決
未
決
ヲ
分
チ
未

　
　
タ
決
セ
サ
ル
ハ
循
ホ
首
免
ヲ
聴
シ
已
二
決
ス
ル
ハ
謳
告
ノ
本
罪
ヲ
科
ス

O
第
七
十
三
条
　
凡
罪
ヲ
首
シ
放
免
ヲ
経
ル
ノ
後
重
子
テ
同
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
再

　
　
ヒ
首
免
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス
若
シ
前
後
ノ
罪
各
別
ナ
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ

　
　
ス

O
第
七
十
四
条
　
凡
華
士
族
犯
罪
自
首
ス
ル
者
ハ
破
廉
恥
甚
昌
係
ル
ト
錐
モ
本

　
　
条
自
首
ヲ
聴
ス
可
キ
ハ
一
体
昌
罪
ヲ
免
シ
除
族
ノ
限
二
在
ラ
ス

　
第
七
十
五
条
　
凡
華
士
族
犯
罪
人
ノ
告
ソ
ト
欲
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
自
首
ス
ル

　
　
者
ハ
律
昌
照
シ
本
罪
幽
等
ヲ
減
ス
ト
錐
モ
其
破
廉
恥
甚
昌
係
ル
者
ハ
伽
ホ

　
　
除
族
ス

　
　
　
　
ニ
罪
倶
発
以
重
論
附
例

O
第
七
十
六
条
　
凡
二
罪
以
上
倶
二
発
覚
ス
レ
ハ
蝉
ノ
重
キ
者
ヲ
以
テ
論
シ
各

　
　
等
キ
ハ
一
二
従
テ
科
ス
ト
難
モ
其
粧
物
ノ
追
徴
シ
テ
官
二
入
レ
主
昌
給
シ

　
　
若
ク
ハ
棄
毅
器
物
ノ
賠
償
ス
可
キ
等
ハ
各
本
法
ヲ
尽
ス

O
第
七
十
七
条
　
凡
二
次
以
上
盗
ヲ
為
シ
首
従
ノ
粧
並
発
ス
ル
者
ハ
首
従
ノ
粧

　
　
ヲ
併
セ
罪
一
等
ヲ
減
ス
若
シ
併
セ
テ
首
賦
ノ
本
罪
ト
働
ホ
等
キ
者
ハ
更
二

　
　
減
セ
ス
仮
令
ハ
従
眩
五
十
円
ナ
ル
ニ
首
壁
四
十
円
ナ
レ
ハ
之
ヲ
併
セ
九
十

　
　
円
徒
三
年
一
等
ヲ
減
シ
テ
徒
二
年
半
ヲ
科
ス
若
シ
首
駐
百
二
十
円
流
三
等



　
　
昌
該
ル
者
従
駐
二
併
セ
テ
罪
働
ホ
等
キ
ハ
更
二
減
セ
ス
シ
テ
全
科
ス

O
第
七
十
八
条
凡
二
次
盗
ヲ
為
シ
一
次
先
キ
ニ
発
シ
已
二
論
決
ヲ
経
テ
一
次

　
　
後
昌
発
シ
及
ヒ
先
キ
ニ
供
認
シ
テ
賊
ヲ
尽
サ
ス
論
決
ノ
後
発
覚
ス
ル
者
ハ

　
　
倶
二
猿
発
ノ
魅
ヲ
以
テ
前
粧
轟
併
セ
罪
加
フ
可
キ
無
ケ
レ
ハ
論
セ
ス
若
シ

　
　
併
セ
テ
重
キ
者
ハ
更
二
加
ヘ
テ
全
科
ス

　
第
七
十
九
条
凡
犯
罪
仮
令
ハ
流
三
等
ハ
鮭
罪
二
該
リ
答
一
十
ハ
的
決
一
一
該

　
　
ル
者
二
罪
並
発
ス
ル
ハ
一
ノ
的
決
ヲ
以
テ
重
ト
為
シ
テ
論
ス
（
湘
外
『
蘇
曜
歌

　
　
替
裾
キ
）

0
第
八
十
条
　
凡
華
士
族
破
廉
恥
甚
ノ
答
杖
ヲ
犯
シ
又
閏
刑
メ
徒
流
ヲ
犯
シ
ニ

　
　
罪
倶
発
ス
レ
ハ
一
ノ
破
廉
恥
甚
ヲ
以
テ
重
ト
為
シ
テ
論
ス
其
終
身
禁
鋼
二

　
　
該
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
　
　
　
同
僚
犯
公
罪
附
例

O
第
八
十
一
条
　
凡
府
県
官
吏
ハ
知
事
令
ヲ
一
等
ト
為
シ
参
事
ヲ
一
等
ト
為
シ

　
　
典
事
ヲ
一
等
ト
為
シ
属
以
下
ヲ
一
等
ト
為
ス
其
公
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
此
例
二

　
　
照
シ
テ
逓
減
ス

　
　
　
　
共
犯
罪
分
首
従
附
例

O
第
八
十
二
条
　
凡
本
条
昌
皆
ト
言
ハ
ス
ト
錐
モ
脱
籍
越
獄
及
ヒ
犯
姦
若
ク
ハ

　
　
　
　
　
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
徒
流
人
避
等
身
自
ラ
犯
ス
ヲ
以
テ
罪
ヲ
潟
ル
ニ
係
ル
者
ハ
並
晶
首
従
ヲ
分

　
　
タ
ス
各
本
科
二
処
ス

O
第
八
十
三
条
　
凡
一
家
共
昌
宝
貨
ヲ
偽
造
ス
ル
者
ハ
一
家
共
犯
律
二
依
り
止

　
　
タ
尊
長
ヲ
坐
ス

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
　
犯
罪
事
発
選
亡
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
更
ヵ
）

　
第
八
十
四
条
　
凡
犯
罪
事
発
シ
テ
逃
亡
シ
衆
証
明
白
ナ
レ
ハ
吏
二
質
対
ヲ
用

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
　
ヒ
ス
ト
難
モ
若
シ
後
獲
ノ
囚
承
服
セ
サ
ル
者
ハ
伽
ホ
質
対
ヲ
用
ス

　
　
　
親
属
相
為
容
隠
附
例

O
第
八
十
五
条
凡
祖
父
母
父
母
ト
称
ス
ル
者
ハ
曽
高
同
シ
孫
ト
称
ス
ル
者
ハ

　
　
曽
玄
同
シ
嫡
孫
承
祖
ハ
父
母
ト
同
シ
子
ト
称
ス
ル
者
ハ
男
女
同
シ

O
第
八
十
六
条
　
凡
異
籍
ノ
親
属
同
居
共
舞
シ
若
ク
ハ
産
ヲ
失
シ
テ
寄
食
恩
養

　
　
ヲ
受
ル
者
ハ
倶
昌
同
居
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
加
減
罪
例
附
例

　
第
八
十
七
条
凡
終
身
懲
役
ハ
死
刑
ノ
一
部
昌
准
ス
其
加
減
ノ
法
二
死
二
通

　
　
シ
テ
同
ク
一
減
ト
為
ス
仮
令
ハ
死
罪
一
等
ヲ
減
ス
レ
ハ
斬
絞
及
ヒ
終
身
懲

　
　
役
ヲ
分
タ
ス
流
三
等
二
坐
ス
其
本
条
加
ヘ
テ
絞
二
入
ル
者
ハ
改
テ
終
身
懲

　
　
役
昌
止
ム

　
　
　
　
再
犯
加
等
罪
例
附
例

O
第
八
十
八
条
　
凡
減
一
等
赦
前
後
盗
ヲ
犯
ス
者
ハ
赦
後
ノ
粧
ヲ
以
テ
赦
前
ノ

　
　
粧
二
併
セ
罪
一
等
ヲ
減
ス
若
シ
併
セ
テ
赦
後
ノ
本
腔
ト
罪
等
キ
ハ
更
二
減

　
　
セ
ス
例
首
従
陛
並
発
者
ト
同
シ

　
第
八
十
九
条
凡
徒
限
内
逃
走
シ
外
二
在
テ
又
罪
ヲ
犯
シ
徒
罪
以
下
杖
答
二

　
　
至
ル
マ
テ
並
二
徒
一
等
ヲ
加
フ
ル
ノ
条
ヲ
改
メ
第
三
百
九
条
徒
流
人
逃
新

　
　
例
二
依
テ
科
断
ス

　
　
　
　
称
同
罪
附
例

　
第
九
十
条
凡
正
犯
ノ
財
ヲ
受
ケ
故
縦
ス
ル
同
罪
者
ハ
正
犯
死
二
至
レ
ハ
同

　
　
罪
者
絞
二
処
ス
ル
者
改
テ
終
身
懲
役
二
処
ス

O
第
九
十
一
条
瓦
盗
二
准
シ
テ
論
ス
ル
罪
ハ
再
犯
ハ
一
等
ヲ
加
へ
三
犯
以
上

　
　
ハ
又
一
等
ヲ
累
加
シ
罪
流
三
等
昌
止
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
三
翼
一
）



　
　
　
足
補
裁
調
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

O
第
九
十
二
条
　
凡
詐
欺
恐
喝
等
ノ
粧
盗
二
准
ス
ル
者
ハ
並
昌
破
廉
恥
甚
ヲ
以

　
　
テ
論
ス
其
棄
殿
器
物
私
借
官
物
等
盗
二
准
ス
ル
者
及
ヒ
樫
法
二
准
ス
ル
等

　
　
ハ
並
二
破
廉
恥
甚
ノ
限
ユ
在
ラ
ス

　
　
　
称
日
者
以
十
二
時
附
例

　
第
九
十
三
条
凡
徒
流
年
限
三
百
六
十
日
ヲ
以
テ
一
年
ト
為
ス
者
ハ
閏
月
ト

　
　
磯
”
モ
日
数
昌
算
シ
テ
限
ヲ
定
ム

　
　
　
称
雨
者
以
金
両
附
例

　
第
轟
十
四
条
凡
例
昌
円
ト
称
ス
ル
者
律
ノ
雨
ト
同
シ

　
　
　
　
称
等
内
人
附
例

O
第
九
十
五
条
　
凡
等
内
人
ト
称
ス
ル
ハ
初
位
以
上
改
テ
十
五
等
官
以
上
ヲ
謂

　
　
フ

　
　
　
　
称
雇
人
附
例

骨
隻
『
多
有
り
』

　
第
九
十
六
条
　
凡
官
吏
華
士
族
ノ
家
二
給
侍
役
使
ス
ル
男
女
ヲ
奴
嬬
ト
称
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
庶
人
ノ
家
二
役
使
ス
ル
者
ハ
雇
人
ト
称
ス
ル
区
別
ヲ
擬
シ
改
テ
倶
二
雇
人

　
　
ト
称
ス
其
各
条
一
一
区
別
軽
重
ア
ル
者
モ
一
体
昌
雇
人
ヲ
挙
サ
ル
者
ハ
改
正

　
　
各
条
昌
依
テ
科
断
ス

O
第
九
十
七
条
　
凡
勅
奏
官
ノ
執
事
及
ヒ
華
族
ノ
家
令
扶
従
ハ
本
籍
平
民
ト
錐

　
　
モ
公
事
昌
係
レ
ハ
倶
二
士
族
昌
准
ス
其
私
事
二
係
ル
ハ
各
本
籍
ヲ
以
テ
処

　
　
分
ス

　
　
　
　
断
罪
無
正
条
附
例

付
鶉
『
』
　
（
自
級
）

　
第
九
十
八
条
　
凡
律
例
畠
罪
名
ナ
ク
令
昌
制
禁
ア
リ
及
ヒ
制
禁
ナ
キ
者
各
所

　
　
犯
ノ
軽
重
ヲ
量
リ
不
応
為
違
令
違
式
ヲ
以
テ
論
シ
情
罪
重
キ
者
ハ
違
制
昌

　
　
問
擬
ス

八
四

（
三
三
二
）

　
　
旧
悪
滅
免
罪
例

第
九
十
九
条
　
凡
犯
罪
年
ヲ
経
テ
発
覚
ス
ル
者
ハ
並
昌
旧
悪
ヲ
以
テ
論
シ
旧

　
悪
減
免
例
図
二
照
シ
テ
区
処
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
若
シ
事
ノ
改
正
ス
可
ク
腔

　
ノ
追
還
ス
可
キ
等
ハ
罪
ヲ
免
ス
ト
錐
モ
追
究
明
白
シ
テ
各
本
法
ヲ
尽
ス
其

　
犯
罪
発
覚
シ
テ
官
ノ
追
究
二
係
ル
者
ハ
年
ヲ
経
ル
ト
錐
モ
傍
ホ
其
罪
ヲ
論

　
シ
旧
悪
減
免
ノ
限
二
在
ラ
ス

第
百
条
　
凡
強
窃
盗
賭
博
年
ヲ
経
テ
発
覚
シ
已
二
改
心
ス
ル
者
ハ
並
二
例
図

　
ヲ
照
シ
テ
減
免
ス
其
初
犯
ト
難
モ
沽
終
ノ
証
顕
然
タ
ル
者
ハ
年
ヲ
経
ル
ト

　
錐
モ
減
免
セ
ス
各
本
罪
ヲ
科
ス

新
律
条
例
　
　
第
二

　
新
律
条
例
巻
二

　
　
職
制
律

　
　
　
棄
穀
官
文
書
附
例

O
第
壱
一
条
凡
官
庁
ノ
通
行
印
鑑
ヲ
遺
失
シ
及
ヒ
誤
殿
ス
ル
者
ハ
答
一
十

〇
第
百
二
条
凡
官
司
ノ
密
事
ヲ
漏
泄
ス
ル
者
ハ
徒
一
年
軽
キ
者
一
等
ヲ
減
ス

　
　
至
重
ノ
密
事
昌
係
レ
ハ
臨
時
議
擬
シ
テ
奏
請
ス

O
第
百
三
条
凡
官
ノ
印
ヲ
棄
穀
ス
ル
者
ハ
徒
二
年
遺
失
シ
及
ヒ
誤
殿
ス
ル
者

　
　
ハ
杖
一
百
院
省
寮
司
府
県
ノ
印
ハ
各
二
等
ヲ
減
シ
余
ノ
印
ハ
各
五
等
ヲ
減

　
　
ス
規
避
ス
ル
所
ア
ル
者
ハ
各
重
キ
昌
従
テ
論
ス

　
　
　
檀
離
職
役
附
例

O
第
百
四
条
凡
地
方
官
督
撫
昌
失
シ
民
衆
ノ
騒
擾
ヲ
致
シ
及
ヒ
兇
徒
衆
ヲ
聚

　
　
メ
テ
潜
匿
ス
ル
コ
ト
ヲ
覚
察
セ
ス
却
テ
他
管
昌
覚
知
セ
ラ
ル
者
ハ
杖
一
百



　
軽
キ
者
ハ
杖
七
十

　
　
　
私
借
官
物
附
例

O
第
百
五
条
凡
監
臨
主
守
私
昌
監
守
ス
ル
所
ノ
官
物
ヲ
借
用
シ
若
シ
ク
ハ
人

　
　
昌
貸
シ
及
ヒ
転
借
ス
ル
者
銭
糧
布
等
ハ
律
二
依
リ
監
守
盗
二
準
シ
テ
論
シ

　
　
証
書
ア
ル
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス
ル
ノ
外
監
守
二
非
ス
シ
テ
借
ス
ル
者
ハ
証
書
ノ

　
　
有
無
二
拘
ラ
ス
窃
盗
二
準
シ
テ
一
等
ヲ
減
シ
罪
徒
二
年
半
昌
止
ル
其
余
官

　
　
　
　
　
（
マ
ご

　
　
昌
係
ル
衣
服
琶
褥
什
器
等
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
貸
シ
及
ヒ
転
借
ス
ル

　
　
者
ハ
並
昌
駐
昌
計
へ
坐
腔
ヲ
以
テ
論
シ
罪
徒
一
年
二
止
ル

O
第
百
六
条
凡
監
臨
主
守
私
二
監
守
ス
ル
所
ノ
銭
糧
ヲ
借
用
シ
若
ク
ハ
人
昌

　
　
貸
シ
及
ヒ
転
借
シ
テ
事
未
タ
発
覚
セ
ス
シ
テ
全
ク
官
二
完
備
ス
ル
者
ハ
止

　
　
タ
犯
情
ヲ
量
リ
不
応
為
晶
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ

0
第
百
七
条
凡
官
昌
係
ル
牛
馬
車
船
等
ヲ
私
二
借
用
シ
着
ク
ハ
人
二
貸
シ
及

　
　
ヒ
転
借
ス
ル
者
ハ
並
昌
雇
工
賃
値
二
照
シ
テ
日
数
ヲ
算
シ
坐
薩
ヲ
以
テ
論

　
　
シ
罪
徒
一
年
晶
止
ル

　
　
　
　
不
覚
被
盗
附
例

O
第
百
八
条
　
凡
垣
堵
内
二
在
ル
木
石
等
ヲ
盗
マ
レ
テ
主
守
覚
察
昌
失
ス
ル
者

　
　
ハ
答
二
十

　
　
　
戸
婚
律

　
　
　
　
欺
隠
田
糧
附
例

O
第
百
九
条
凡
税
糧
ヲ
納
ル
ニ
限
二
違
フ
テ
完
セ
サ
ル
者
ハ
情
ヲ
量
リ
テ
違

　
　
令
二
間
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ

　
　
　
　
盗
売
田
宅
附
例

O
第
百
十
条
凡
田
宅
ノ
版
籍
ヲ
改
易
ス
ル
者
ハ
徒
一
年
半
粧
昌
計
へ
重
キ
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヅ
チ
ョ
ウ

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
　
ハ
窃
盗
二
準
シ
重
キ
昌
従
テ
論
ス

　
　
　
棄
殿
器
物
稼
附
例

C魔
塑享薙凡憲ヲ

誘
享
墨
ノ
墾
贔
隻
ル
煮
嚢
軽

　
　
昌
依
り
鮭
重
キ
者
ハ
坐
賎
昌
依
リ
テ
ニ
等
ヲ
減
シ
働
ホ
損
ス
ル
所
ノ
物
ヲ

　
　
賠
償
セ
シ
ム

O
第
百
十
二
条
　
凡
故
ナ
ク
河
防
ヲ
決
潰
シ
水
柵
石
篶
ヲ
毅
損
ス
ル
者
ハ
情
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ヤ
亥
ゴ

　
　
量
リ
テ
不
応
為
二
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ

　
　
　
立
嫡
違
法
附
例

O
第
百
十
三
条
凡
地
人
ノ
子
女
ヲ
冒
称
シ
テ
己
ノ
子
女
ト
為
ス
者
ハ
不
応
為

　
　
軽
昌
依
墾
官
吏
情
ヲ
知
テ
聴
従
ス
ル
者
ハ
同
罪

付
僕
「
女
力
』
　
　
　
　
　
（
女
力
）

O
第
百
十
四
条
　
凡
子
安
ヲ
棄
ル
者
ハ
父
母
養
父
母
ヲ
分
タ
ス
並
脚
一
杖
一
百
継

　
　
父
母
ハ
一
．
等
ヲ
加
フ
雇
ヲ
受
ケ
棄
ル
者
ハ
並
昌
杖
九
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
女
力
）
　
（
養
力
）

O
第
百
十
五
条
凡
財
ヲ
図
リ
人
ノ
子
孫
ヲ
乞
食
シ
テ
棄
ル
者
ハ
流
三
等
殺
ス

　
　
者
ハ
斬

O
第
百
十
六
条
凡
故
ラ
昌
堕
胎
ス
ル
者
ハ
杖
一
百
情
ヲ
知
テ
藥
ヲ
売
リ
及
ヒ

　
　
技
術
ヲ
施
ス
者
ハ
同
罪

　
　
　
　
子
霧
錘
財
附
例

O
第
百
十
七
条
　
凡
同
居
ノ
卑
幼
尊
長
昌
由
ラ
ス
シ
テ
私
檀
二
家
ノ
財
物
ヲ
用

　
　
フ
ル
者
ハ
㌔
蕪
捷
彫
財
律
二
依
ル

O
第
百
十
八
条
　
凡
僧
尼
蔀
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
子
弟
私
撞
用
財
律
二
依
ル
同

　
　
寺
ノ
徒
弟
相
盗
ム
者
ハ
親
属
相
盗
律
二
依
リ
凡
人
三
二
等
ヲ
滅
ス
其
各
居

　
　
昌
係
ル
者
ハ
飯
弟
ト
難
モ
並
昌
凡
盗
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
　
逃
亡
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
…
妻
断
）

第
百
十
一
条
　
凡
牛
馬
ヲ



　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

O
第
百
十
九
条
凡
華
士
族
逃
亡
ス
ル
者
五
十
日
以
内
ハ
閏
刑
昌
処
シ
以
外
ハ

　
　
除
族
ス

O第

百
二
十
条
　
凡
逃
亡
シ
テ
五
十
日
以
内
復
帰
シ
及
ヒ
自
首
ス
ル
者
ハ
華
士

　
　
族
平
民
ヲ
分
タ
ス
並
昌
罪
ヲ
免
ス
其
復
帰
シ
及
ヒ
自
首
ス
ル
者
五
十
日
以

　
　
外
二
在
レ
ハ
一
体
二
首
免
ヲ
聴
サ
ス
賦
罪
二
処
ス

O
第
百
二
十
一
条
　
凡
逃
亡
ス
ル
者
再
犯
以
上
ハ
一
等
ヲ
累
加
シ
罪
徒
一
年
二

　
　
止
ム

O
第
百
二
十
二
条
凡
官
庁
二
告
ケ
ス
シ
テ
撞
二
他
管
二
出
ル
者
ハ
違
令
重
昌

　
　
間
フ
其
近
境
接
界
ノ
地
互
二
使
用
出
入
ス
ル
者
ハ
論
ス
ル
コ
ト
勿
レ

O
第
百
二
十
三
条
　
凡
外
国
一
一
逃
亡
ス
ル
者
ハ
逃
亡
罪
三
一
等
ヲ
加
フ
規
避
ス

　
　
ル
所
ノ
事
重
キ
者
ハ
重
キ
ニ
従
テ
論
ス

0
第
百
二
十
四
条
　
凡
逃
亡
者
ヲ
停
敏
シ
及
ヒ
牙
保
ナ
ク
シ
テ
雇
使
ス
ル
者
ハ

　
　
並
二
違
式
軽
二
問
フ

　
　
　
賊
盗
律

　
　
　
　
盗
大
杷
神
御
物
附
例

　
第
百
二
十
五
条
凡
大
杞
大
杜
ノ
神
御
神
宝
ヲ
盗
ム
者
ハ
皆
絞
改
テ
皆
終
身

　
　
懲
役

　
第
百
二
十
六
条
　
凡
伊
勢
神
宮
及
ヒ
宮
中
神
殿
ノ
神
御
神
宝
ヲ
盗
ム
者
ハ
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ム
脱
カ

　
　
ニ
依
リ
終
身
懲
役
二
処
ス
ル
ノ
外
官
幣
国
幣
大
社
ノ
神
御
神
宝
ヲ
盗
者
ハ

　
　
流
三
等
中
社
ハ
徒
三
年
小
社
ハ
徒
二
年
半
府
県
社
ハ
杖
一
百
郷
社
ハ
杖
九

　
　
　
　
　
　
（
重
力
）

　
　
十
跡
三
計
へ
置
キ
者
ハ
各
盗
罪
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
　
盗
乗
輿
服
御
物
附
例

　
第
百
二
十
七
条
　
凡
乗
輿
服
御
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
皆
絞
改
テ
皆
終
身
懲
役

八
六

（
三
三
四
）

　
　
　
盗
官
印
附
例

O
第
百
二
十
八
条
凡
私
ノ
印
ヲ
盗
ム
者
ハ
杖
七
十
因
テ
財
ヲ
得
ル
者
ハ
腔
昌

　
　
計
へ
各
盗
罪
ヲ
以
テ
重
二
従
テ
論
ス

　
　
　
監
守
自
盗
附
例

付
箋
『
　
』
　
（
自
紙
》

第
百
二
十
九
条
凡
監
臨
主
守
自
ラ
監
守
ス
ル
所
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
ニ
百

　
　
円
以
上
絞
改
テ
終
身
懲
役
，

　
　
　
常
人
盗
附
例

　
第
百
三
十
条
凡
常
人
官
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
窃
盗
一
二
等
ヲ
加
フ
ル
本
律

　
　
ヲ
廃
シ
一
体
二
窃
盗
律
二
依
テ
科
断
ス

　
　
　
強
盗
附
例

　
第
百
三
十
一
条
凡
強
盗
人
ヲ
殺
傷
ス
ル
者
斬
絞
二
処
ス
ル
ノ
本
条
ヲ
改
テ

　
　
人
ヲ
殺
ス
者
ハ
指
令
下
手
加
功
ヲ
分
タ
ス
斬
人
ヲ
傷
ス
ル
著
ハ
終
身
懲
役

　
　
　
　
　
　
　
サ
シ
ヅ
　
　
テ
ツ
ダ
ヒ

　
　
余
人
殺
傷
二
与
ラ
サ
ル
者
ハ
止
タ
盗
罪
ヲ
科
ス

　
第
百
三
十
二
条
　
凡
盗
二
因
テ
姦
ス
ル
者
ハ
絞
改
テ
終
身
懲
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
第
百
三
十
三
条
　
凡
強
盗
不
持
兇
器
三
十
円
以
上
及
ヒ
再
犯
財
ヲ
潟
サ
ル
者

　
　
ハ
絞
改
テ
倶
昌
終
身
懲
役
持
兇
器
五
円
以
上
絞
十
円
以
上
及
ヒ
再
犯
財
ヲ

　
（
マ
マ
）

　
　
潟
サ
ル
者
斬
亦
改
テ
倶
二
終
身
懲
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
（
マ
マ

　
第
百
三
十
四
条
凡
強
盗
初
犯
財
ヲ
潟
ス
再
犯
又
財
ヲ
潟
サ
ル
者
ハ
後
犯
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
罪
昌
一
等
ヲ
加
フ
若
シ
初
犯
財
ヲ
潟
ス
再
犯
財
ヲ
潟
ル
者
ハ
粧
ノ
多
寡
兇

　
　
器
ノ
持
不
持
昌
拘
ラ
ス
並
昌
終
身
懲
役

O
第
百
三
十
五
条
凡
強
盗
未
タ
室
昌
入
リ
財
ヲ
捜
セ
ス
外
昌
在
テ
瞭
望
シ
財

　
　
物
ヲ
接
逓
ス
ル
者
ハ
駐
ヲ
分
チ
分
タ
サ
ル
ヲ
論
セ
ス
本
犯
一
二
等
ヲ
減
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

　
　
其
造
意
者
ハ
此
限
二
在
ス



0
第
百
三
十
六
条
　
凡
強
盗
脅
誘
セ
ラ
レ
テ
畏
催
随
行
シ
室
二
入
り
畦
ヲ
分
ツ

　
　
者
ハ
本
犯
二
一
等
ヲ
減
ス
若
シ
室
二
入
ル
ト
錐
モ
貯
ヲ
分
タ
ス
及
ヒ
止
タ

　
　
外
一
一
在
テ
瞭
望
シ
財
物
ヲ
接
逓
ス
ル
者
ハ
腔
ヲ
分
チ
分
タ
サ
ル
ヲ
論
セ
ス

　
　
並
三
一
等
ヲ
減
ス

O
第
百
三
十
七
条
　
凡
強
盗
未
タ
行
ハ
ス
ト
錐
モ
巳
二
途
昌
在
テ
捕
縛
二
就
キ

　
　
盗
情
顕
跡
ア
ル
者
ハ
不
応
為
重
二
問
ヒ
首
従
ヲ
分
ツ

O
第
百
三
十
八
条
　
凡
強
窃
盗
同
居
ノ
父
母
兄
弟
姉
妹
等
其
情
ヲ
知
リ
テ
粧
ヲ

　
　
分
ッ
者
ハ
分
ッ
所
ノ
腔
ヲ
計
へ
凡
人
ト
同
ク
窃
盗
二
准
シ
従
ト
為
シ
テ
論

　
　
ス

O
第
百
三
十
九
条
　
凡
失
火
及
ヒ
破
船
等
ノ
危
難
二
乗
シ
テ
財
物
ヲ
窃
取
ス
ル

　
　
者
ハ
窃
盗
ヲ
以
テ
論
シ
拾
奪
ス
ル
者
ハ
強
盗
ヲ
以
テ
論
ス

O
第
百
四
十
条
　
凡
盗
賊
堵
壁
門
戸
ヲ
破
壌
シ
人
ノ
覚
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
畏
揮
セ

　
　
サ
ル
者
ハ
強
盗
ヲ
以
テ
論
シ
若
シ
窃
昌
火
ヲ
用
テ
鎖
鎗
ヲ
搬
損
シ
及
ヒ
難

　
　
鋸
等
ヲ
以
テ
戸
壁
ヲ
穿
ツ
ト
錐
モ
強
劫
放
火
ノ
情
ナ
キ
者
ハ
伽
ホ
窃
盗
ヲ

　
　
以
テ
論
ス

　
　
　
　
劫
囚
附
例

　
第
百
四
十
一
条
　
凡
囚
ヲ
劫
ス
ル
者
ハ
皆
流
二
等
改
テ
流
三
等
其
人
ヲ
傷
シ

　
　
及
ヒ
死
囚
ヲ
劫
ス
ル
者
ハ
皆
絞
改
テ
終
身
懲
役
並
昌
首
従
ヲ
分
ツ

　
　
　
　
窃
盗
附
例

　
第
百
四
十
二
条
凡
窃
盗
三
百
円
以
上
及
ヒ
三
犯
五
十
円
以
上
並
昌
絞
昌
処

　
　
ス
ル
者
改
テ
並
二
終
身
懲
役
其
四
犯
以
上
亦
同

O
第
百
四
十
三
条
　
凡
窃
盗
再
犯
財
ヲ
得
サ
ル
者
ハ
律
二
依
ρ
一
等
ヲ
加
へ
三

　
　
　
　
　
　
　
マ
ご

　
　
犯
以
上
財
ヲ
潟
サ
ル
者
ハ
徒
三
年

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
「
新
律
条
例
』
考

　
第
百
四
十
四
条
　
凡
初
犯
再
犯
窃
盗
ニ
シ
テ
三
犯
強
盗
ナ
ル
者
若
ク
ハ
初
犯

　
　
再
犯
強
窃
盗
昌
シ
テ
三
犯
窃
盗
ナ
ル
者
ハ
並
二
終
身
懲
役

O
第
百
四
十
五
条
　
凡
窃
盗
兇
器
ヲ
持
ス
ト
難
モ
威
シ
ノ
事
情
ナ
キ
者
ハ
働
ホ

　
　
窃
盗
ヲ
以
テ
論
ス

第
百
四
十
六
条
　
凡
船
戸
脚
夫
馬
子
車
丁
等
雇
ヲ
受
ケ
物
ヲ
送
リ
中
途
二
於

　
　
テ
窃
盗
ヲ
為
ス
者
ハ
窃
盗
罪
一
二
等
ヲ
加
ヘ
テ
終
身
懲
役
二
入
ル

○
第
百
四
十
七
条
　
凡
二
人
以
上
共
二
窃
盗
ヲ
為
シ
事
主
二
覚
逐
セ
ラ
レ
テ
一

　
　
人
ハ
逃
走
シ
一
人
ハ
抗
拒
ス
レ
ハ
抗
拒
ス
ル
者
ヲ
以
テ
罪
人
拒
捕
律
昌
科

　
　
ス

O
第
百
四
十
八
条
　
凡
事
主
盗
犯
ヲ
捕
獲
シ
テ
私
縦
私
和
ス
ル
者
ハ
情
ヲ
量
リ

　
　
違
式
二
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
チ
願
フ
コ
ト
ヲ
聴
ス
若
シ
別
二
財
ヲ
受
ル
者
ハ
腔

　
　
二
計
へ
柾
法
二
准
シ
財
ヲ
過
ス
ル
人
ハ
説
事
過
銭
二
准
シ
各
重
キ
昌
従
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
リ
ツ
グ

　
　
論
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

O
第
百
四
十
九
条
　
凡
盗
賎
ヲ
以
テ
倫
二
事
主
ノ
家
二
投
還
ス
ル
者
ハ
未
潟
財

　
　
ヲ
以
テ
論
シ
答
四
十
若
シ
腔
数
躬
欠
ス
ル
コ
ト
ア
ル
者
ハ
紛
欠
ス
ル
所
ヲ

　
　
計
へ
盗
罪
ヲ
科
ス

　
　
　
　
盗
官
私
牛
馬
附
例

0
第
百
五
十
条
　
凡
厩
蘭
牧
場
ノ
牛
馬
ヲ
盗
ム
者
ハ
官
私
ヲ
分
チ
罪
ヲ
科
ス
ル

　
　
ノ
律
ヲ
改
テ
官
私
ヲ
分
タ
ス
厩
關
ノ
牛
馬
ヲ
盗
ム
者
ハ
窃
盗
ヲ
以
テ
論
シ

　
　
牧
場
ノ
牛
馬
ハ
窃
盗
昌
准
シ
テ
論
ス

O
第
百
狂
十
一
条
凡
人
ノ
牛
馬
ヲ
故
殺
ス
ル
者
ハ
官
私
ヲ
分
タ
ス
徒
一
年
駐

　
　
二
計
へ
本
罪
ヨ
リ
重
キ
者
ハ
窃
盗
昌
准
シ
テ
論
ス

O
第
百
五
十
二
条
　
凡
利
ヲ
図
リ
他
人
ノ
畜
類
ヲ
殺
シ
皮
ヲ
剰
キ
宍
ヲ
講
ク
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
三
三
五
）



　
　
　
足
磁
裁
判
所
旧
窟
『
新
葎
条
例
』
考

　
　
ハ
皮
肉
ト
其
原
価
ト
ヲ
比
較
シ
テ
重
キ
ヲ
以
テ
駐
昌
計
へ
窃
盗
ヲ
以
テ
論

　
　
ス

　
　
　
親
属
相
盗
附
例

O
第
百
五
十
三
条
　
凡
文
武
百
工
技
芸
ノ
人
受
業
廓
ノ
財
物
ヲ
窃
取
ス
ル
者
ハ

　
　
窃
盗
二
准
シ
テ
論
シ
其
各
居
昌
係
ル
者
ハ
窃
盗
ヲ
以
テ
論
ス
其
強
奪
ス
ル

　
　
者
ハ
凡
人
強
盗
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
附
例

第
百
五
十
四
条
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
強
奪
ス
ル
者
ハ
凡
人
強
盗
ヲ
以
テ

　
　
論
ス

　
　
　
詐
歎
取
財
附
例

　
第
百
五
十
五
条
凡
人
ノ
寄
託
ヲ
受
ル
封
書
ヲ
開
キ
窃
二
金
銭
ヲ
費
用
シ
文

　
　
書
ヲ
批
棄
ス
ル
者
ハ
窃
盗
昌
准
シ
テ
論
ス

　
　
　
略
売
人
附
例

O
第
百
五
十
六
条
凡
人
ヲ
略
売
シ
テ
雇
人
ト
為
ス
者
ハ
徒
二
年
半
其
賎
辱
虐

　
　
使
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
者
ハ
娼
妓
ト
為
ス
ノ
律
二
依
ル

O
第
百
五
十
七
条
　
凡
妻
ヲ
略
売
シ
テ
娼
妓
ト
為
ス
者
ハ
凡
人
略
売
法
二
依
ル

　
　
和
売
ス
ル
者
ハ
杖
七
十

　
第
百
匠
十
八
条
　
凡
子
孫
ヲ
略
売
シ
テ
娼
妓
ト
為
ス
者
ハ
答
玉
十
妹
姪
女
及

　
　
ヒ
外
孫
ハ
各
二
等
ヲ
加
フ

O
第
百
五
十
九
条
凡
人
ヲ
略
取
シ
テ
自
己
ノ
妻
妾
雇
人
ト
為
ス
者
ハ
略
売
律

　
　
ト
罪
同

O
第
百
六
十
条
　
凡
人
ソ
妻
ヲ
略
シ
テ
他
人
ノ
妻
妾
ト
為
シ
及
ヒ
自
己
ノ
妻
妾

　
　
ト
為
ス
者
ハ
流
一
等
人
ノ
妾
ヲ
略
シ
テ
妻
妾
ト
為
ス
者
ハ
徒
三
年
和
誘
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
　
（
三
＝
エ
ハ
）

　
　
ル
者
ハ
各
一
等
ヲ
減
シ
誘
セ
ラ
ル
・
婦
女
ハ
各
三
等
ヲ
減
ス

O
第
百
六
十
一
条
凡
人
ヲ
略
シ
テ
外
国
人
二
売
ル
者
ハ
成
否
ヲ
論
セ
ス
皆
流

O
第
百
六
十
二
条

《
）
第
百
六
十
三
条

O
第
百
六
十
四
条

0
第
百
六
十
五
条

○第

百
六
十
六
条

三
等
因
テ
人
ヲ
傷
ス
ル
者
ハ
皆
終
身
懲
役
殺
ス
者
ハ
皆
斬
其
和
誘
ス
ル
者

ハ
一
等
ヲ
減
シ
誘
セ
ラ
ル
・
人
ハ
三
等
ヲ
滅
ス
若
シ
子
孫
ヲ
略
シ
テ
外
国

人
二
売
ル
者
ハ
徒
一
年
和
売
ス
ル
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
和
略
未
タ
成
ラ
サ
ル

者
ハ
又
和
略
ノ
罪
一
二
等
ヲ
減
ス
売
ラ
ル
・
ノ
卑
幼
ハ
和
ス
ト
難
モ
坐
セ

ス
若
シ
外
国
人
買
フ
者
ハ
前
二
照
シ
テ
各
一
等
ヲ
減
ス

　
　
兇
徒
聚
衆
附
例

　
　
　
　
　
凡
兇
徒
衆
ヲ
聚
ル
ニ
附
和
随
行
シ
場
二
在
テ
勢
ヲ
助
ク
ル

者
ハ
勿
論
ノ
律
ヲ
改
テ
違
令
二
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
チ
蹟
罪
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス

　
　
　
　
　
凡
兇
徒
聚
衆
ノ
従
ニ
シ
テ
情
軽
キ
者
ハ
本
罪
一
二
等
ヲ
減

シ
徒
三
年

　
　
　
　
　
凡
附
和
随
行
シ
テ
火
ヲ
放
ツ
者
ハ
従
ニ
シ
テ
火
ヲ
放
ツ
者

二
一
等
ヲ
減
シ
流
三
等
其
脅
誘
セ
ラ
レ
テ
火
ヲ
放
ツ
者
ハ
又
一
等
ヲ
減
シ

徒
三
年
其
余
培
屋
ヲ
毅
ツ
者
ハ
不
応
為
重
昌
問
フ

　
　
　
　
　
凡
多
衆
ヲ
聚
メ
テ
訟
ヲ
構
へ
官
二
強
逼
ス
ト
錐
モ
良
民
ヲ

擾
害
ス
ル
畠
至
ラ
サ
ル
者
首
ハ
流
三
等
従
ハ
一
等
ヲ
減
ス
従
昌
シ
テ
情
軽

キ
者
ハ
又
一
等
ヲ
減
ス

　
　
夜
無
故
入
人
家
附
例

　
　
　
　
　
凡
賊
犯
黒
夜
田
野
ノ
穀
麦
菜
菓
ヲ
倫
窃
シ
若
ク
ハ
白
日
人

家
二
入
り
及
ヒ
市
野
人
ノ
看
守
ス
ル
器
物
等
ヲ
盗
ム
昌
事
主
看
守
人
追
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

殴
打
シ
テ
死
二
．
至
ル
老
ハ
盗
所
ヲ
離
ル
ル
ト
否
ト
腔
ヲ
潟
ル
ト
否
ト
ヲ
間

ハ
ス
徒
二
年
其
已
昌
拘
獲
二
就
ク
ヲ
輸
ク
畳
殴
シ
若
ク
ハ
事
後
殴
打
シ
テ



　
　
ハ
マ
マ
レ

　
　
檀
輌
脚
殺
傷
ス
ル
者
ハ
折
傷
鳳
上
ハ
門
殺
傷
一
二
等
ヲ
減
ス
若
シ
賊
犯
兇
器

　
　
ヲ
持
シ
拒
捕
ス
ル
昌
即
時
格
門
殺
死
ス
ル
者
ハ
罪
人
拒
捕
律
昌
依
ル

　
　
　
盗
賊
窩
主
附
例

O第

百
六
十
七
条
　
凡
盗
鮭
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
牙
保
ヲ
為
ス
者
ハ
典
売
ス
ル
所

　
　
ノ
数
ヲ
計
へ
坐
鮭
ヲ
以
テ
論
シ
一
等
ヲ
減
ス
若
シ
別
二
金
ヲ
受
ル
者
ハ
前

　
　
駐
昌
併
セ
坐
賎
ヲ
以
テ
論
ス

O
第
百
六
十
八
条
　
凡
典
舗
盗
駐
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
ト
錐
モ
牙
保
ナ
ク
シ
テ

　
　
典
買
ス
レ
ハ
物
ヲ
追
シ
テ
主
昌
給
シ
鋤
ホ
呵
責
ス
若
シ
牙
保
及
ヒ
回
暦
ヲ

　
　
貸
ス
者
ア
レ
ハ
価
ヲ
典
舗
二
還
償
セ
シ
ム
其
償
フ
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
典

　
　
舗
ノ
損
耗
昌
止
ム

O
第
百
六
十
九
条
凡
恐
鳴
詐
欺
講
騙
柾
法
不
柾
法
ノ
駐
二
係
ル
コ
ト
ヲ
知
テ

　
　
受
ル
者
ハ
坐
賎
ヲ
以
テ
論
ス
故
買
ス
ル
者
ハ
坐
賊
瞬
二
等
ヲ
減
シ
寄
蔵
ス

　
　
ル
者
ハ
又
一
等
ヲ
減
ス
知
ラ
サ
ル
者
ハ
坐
セ
ス

O
第
百
七
十
条
　
凡
盗
鮭
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
故
ラ
昌
買
フ
者
再
犯
以
上
ハ
舶
等

　
　
ヲ
累
加
シ
罪
徒
三
年
二
止
ル
其
知
テ
寄
蔵
シ
及
ヒ
牙
保
情
ヲ
知
ル
者
ハ
亦

　
　
並
一
二
等
ヲ
累
叛
シ
テ
罪
徒
二
年
半
昌
止
ル

　
　
　
人
命
律

　
　
　
　
謀
殺
附
例

O
第
百
七
十
一
条
凡
人
ヲ
殺
サ
ソ
ト
謀
リ
未
タ
行
ハ
ス
ト
雌
モ
謀
状
顕
跡
ア

　
　
ル
者
首
ハ
杖
一
百
従
ハ
答
五
十

〇
第
百
七
十
二
条
　
凡
謀
殺
未
行
ノ
罪
犯
ハ
処
決
シ
詑
テ
親
属
隣
佑
二
再
犯
ノ

　
　
念
ナ
キ
コ
ト
ヲ
保
証
セ
シ
メ
テ
始
テ
放
還
ス
ル
事
ヲ
聴
ス
若
シ
保
人
ナ
ケ

　
　
レ
ハ
獄
則
二
照
シ
テ
懲
治
監
昌
入
レ
放
還
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス
其
已
行
ノ
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所
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『
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罪
犯
ト
錐
モ
罪
死
二
入
ラ
サ
ル
者
ハ
亦
此
例
二
依
ル

付
蒙
『
』
　
（
白
紙
）

O
第
百
七
十
三
条
凡
人
ヲ
殺
サ
ソ
ト
謀
リ
已
昌
行
フ
テ
其
人
知
覚
奔
逃
シ
未

　
　
タ
傷
ヲ
受
ケ
ス
塾
錐
モ
失
秩
或
ハ
堕
水
等
奔
脱
二
因
テ
死
ス
ル
者
造
意
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桿
力
）

　
　
ハ
流
三
等
従
タ
ル
者
ハ
徒
三
年
若
シ
兇
揮
昌
迫
ラ
レ
テ
当
時
失
秩
シ
テ
死

　
　
ス
ル
者
造
意
者
ハ
絞
従
タ
ル
者
ハ
流
三
等

O
第
百
七
十
四
条
凡
人
ヲ
謀
リ
故
殺
セ
ソ
ト
欲
ス
ル
畠
其
人
兇
悼
昌
迫
ラ
レ

　
　
テ
却
テ
行
兇
人
ヲ
殺
ス
者
ハ
捕
吏
絡
殺
律
昌
照
シ
テ
論
ス
ル
冒
ト
勿
レ
其

　
　
未
タ
兇
惇
二
迫
ラ
レ
ス
謀
機
ヲ
知
覚
シ
テ
却
テ
謀
者
ヲ
殺
ス
者
ハ
勿
論
ノ

　
　
限
昌
非
ス

　
第
百
七
十
五
条
凡
穏
婆
人
ノ
嘱
託
ヲ
受
ケ
テ
嬰
児
ヲ
殺
ス
者
ハ
嘱
託
ス
ル

　
　
者
ト
同
罪

　
　
　
謀
殺
祖
父
母
父
母
附
例

　
第
百
七
十
六
条
　
凡
祖
父
母
父
母
等
ヲ
謀
殺
ス
ル
昌
巳
二
行
フ
者
ハ
皆
斬
改

　
　
テ
皆
終
身
懲
役
傷
ス
ル
者
ハ
皆
斬

　
　
　
　
殺
死
姦
夫
附
例

　
第
百
七
十
七
条
　
凡
姦
夫
自
ラ
本
夫
ヲ
殺
ス
者
ハ
姦
婦
情
ヲ
知
ラ
ス
ト
難
モ

　
　
絞
改
テ
終
身
懲
役

O
第
百
七
十
八
条
　
凡
姦
婦
自
ラ
本
夫
ヲ
殺
ス
者
姦
夫
果
シ
テ
憤
ヲ
知
ラ
サ
レ

　
　
ハ
止
タ
姦
罪
ヲ
科
ス

O
第
百
七
十
九
条
　
凡
姦
婦
過
ヲ
悔
ヒ
拒
絶
ス
ル
後
姦
夫
姦
好
ノ
続
キ
難
キ
ヲ

　
　
憤
リ
本
夫
及
ヒ
祖
父
母
父
母
ヲ
殺
死
ス
ル
者
拒
絶
ノ
証
拠
明
白
ナ
レ
ハ
婦

　
　
女
ハ
止
タ
姦
罪
ヲ
科
ス

O
第
百
八
十
条
　
凡
姦
夫
姦
婦
姦
所
二
於
テ
本
夫
二
撞
見
セ
ラ
レ
直
二
脱
逃
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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七
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ル
ニ
本
夫
即
時
逐
テ
門
外
二
至
テ
殺
ス
者
ハ
姦
所
ト
同
シ
若
シ
姦
所
及
ヒ

　
　
即
時
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
姦
夫
ヲ
殺
傷
ス
ル
者
審
糾
シ
テ
姦
情
確
実
ナ
レ
ハ
闘

　
　
殺
傷
三
一
等
ヲ
減
ス
止
タ
姦
婦
ヲ
殺
傷
ス
ル
者
折
傷
以
上
ハ
闘
殺
傷
昌
五

　
　
等
ヲ
減
ス
姦
夫
ハ
和
姦
本
条
昌
依
ル
若
シ
姦
情
曖
昧
確
拠
ナ
ク
シ
テ
男
婦

　
　
ヲ
殺
傷
ス
ル
者
ハ
各
謀
故
闘
殺
傷
本
条
昌
依
ル

　
　
　
殺
一
家
三
人
附
例

O
第
百
八
十
一
条
凡
一
家
ノ
死
罪
昌
非
サ
ル
三
人
以
上
ヲ
殺
ス
ト
称
ス
ル
ハ

　
　
雇
人
ト
錐
モ
同
居
昌
係
ル
者
皆
是
ナ
リ
其
父
子
兄
弟
等
至
親
二
係
ル
者
ハ

　
　
同
居
セ
ス
ト
難
モ
亦
並
頓
二
家
人
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
毒
薬
殺
人
附
例

付
隻
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（
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O
第
百
八
十
二
条
凡
人
ヲ
殺
ス
ニ
意
ナ
シ
ト
難
モ
毒
薬
ヲ
用
ヒ
テ
故
ラ
昌
疾

　
　
苦
セ
シ
ム
ル
者
ハ
杖
八
十

　
　
　
　
闘
殴
及
故
殺
附
例

　
第
百
八
十
三
条
　
凡
闘
殴
人
ヲ
殺
ス
者
ハ
絞
改
テ
終
身
懲
役

　
第
百
八
十
四
条
　
凡
乱
殴
人
ヲ
殺
シ
傷
ノ
先
後
軽
重
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
ハ
原
謀

　
　
ア
レ
ハ
原
謀
者
ヲ
終
身
懲
役
ユ
処
ス
若
シ
原
謀
共
二
殴
サ
レ
ハ
初
闘
者
ヲ

　
　
終
身
懲
役
晶
処
シ
原
謀
者
ハ
流
三
等
余
人
ハ
並
二
杖
九
十

　
第
百
八
十
五
条
　
凡
闘
殴
人
ヲ
殺
シ
乱
殴
先
後
軽
重
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
若
ク
ハ

　
　
原
謀
同
膨
共
二
殴
テ
各
致
命
重
傷
ヲ
為
ス
者
一
人
実
二
罪
ヲ
畏
レ
テ
自
尽

　
　
シ
及
セ
已
晶
獄
二
在
リ
或
ハ
押
解
中
途
二
在
リ
テ
病
整
ス
ル
者
ア
レ
ハ
乃

　
　
チ
終
身
懲
役
二
擬
ス
可
キ
人
ヲ
宥
テ
流
三
等
二
処
ス

付
箋
『
』
　
（
白
紙
）

　
第
百
八
十
六
条
　
凡
同
謀
共
昌
人
ヲ
殴
チ
傷
皆
致
命
ニ
シ
テ
即
時
身
死
ス
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
身
力
）

　
　
ハ
後
・
一
手
ヲ
下
シ
傷
重
キ
者
ヲ
終
身
懲
役
二
処
ス
若
シ
時
日
ヲ
経
テ
自
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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（
三
三
八
）

　
　
ス
ル
ニ
至
ル
者
ハ
何
ノ
傷
死
二
致
ス
ノ
因
ヲ
究
明
シ
テ
罪
ヲ
定
ム
若
シ
原

　
　
謀
共
二
殴
チ
亦
致
命
重
傷
ヲ
為
ス
昌
係
ラ
ハ
原
謀
者
ヲ
終
身
懲
役
二
処
ス

O
第
百
八
十
七
条
　
凡
人
ト
争
論
闘
殴
シ
テ
臨
時
殺
意
ヲ
起
シ
人
ヲ
殺
ス
者
ハ

　
　
故
殺
二
坐
ス
若
シ
争
闘
ノ
後
傍
ホ
余
怒
ヲ
尋
キ
起
逐
シ
テ
兇
殺
シ
及
ヒ
争

　
　
闘
二
因
ル
ニ
非
ス
ト
難
モ
臨
時
殺
意
ヲ
起
シ
テ
殺
ス
者
預
謀
ノ
顕
跡
ナ
キ

　
　
ハ
並
二
故
殺
ヲ
以
テ
論
ス
其
傷
シ
テ
死
セ
サ
ル
者
ハ
伽
ホ
闘
殴
傷
二
依
ル

　
　
　
屏
去
服
食
附
例

　
第
百
八
十
八
条
凡
人
ノ
服
用
飲
食
ノ
物
ヲ
屏
去
シ
若
シ
ク
ハ
物
ヲ
以
テ
人

　
　
ノ
耳
鼻
及
ヒ
孔
籔
中
二
置
キ
因
テ
死
二
至
ル
者
ハ
絞
改
テ
終
身
懲
役
若
シ

　
　
謀
故
ノ
情
ア
ル
者
ハ
謀
故
殺
律
二
依
ル

　
　
　
過
失
殺
傷
人
附
例

O
第
百
八
十
九
条
　
凡
過
失
殺
傷
収
磧
ハ
官
吏
華
士
族
平
民
ヲ
分
タ
ス
一
体
晶

　
　
本
図
二
照
シ
追
シ
テ
其
家
昌
給
ス

　
　
　
　
殺
雇
人
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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マ
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第
百
九
十
条
凡
雇
人
死
罪
ヲ
犯
ス
ニ
家
畏
官
二
告
ケ
ス
檀
二
殺
ス
者
杖
八

　
　
十

　
第
百
九
十
一
条
凡
家
長
雇
人
ヲ
殴
チ
死
二
至
ル
者
ハ
流
一
等
改
テ
流
三
等

　
　
　
　
将
屍
図
頼
附
例

　
第
百
九
十
二
条
　
凡
家
長
雇
人
ヲ
故
殺
シ
テ
人
晶
図
頼
ス
ル
ハ
本
罪
一
二
等

　
　
ヲ
加
フ
ル
者
改
テ
故
殺
本
条
二
依
リ
絞
若
シ
雇
人
巳
二
死
ス
ル
家
長
ノ
屍

　
　
ヲ
将
テ
人
二
図
頼
ス
ル
者
ハ
杖
一
百

　
　
　
　
弓
銃
殺
傷
人
附
例

　
第
百
九
十
三
条
凡
故
ナ
ク
弓
箭
銃
砲
ヲ
放
チ
及
ヒ
剣
刃
ヲ
挺
ク
者
ハ
人
ヲ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
リ

　
　
傷
セ
ス
ト
難
モ
杖
六
十
改
テ
答
三
十
其
期
セ
ズ
シ
テ
人
ヲ
殺
傷
ス
ル
者
ハ

　
　
闘
殺
傷
昌
一
等
ヲ
減
ス

O
第
百
九
十
四
条
　
凡
城
市
宅
舎
ノ
外
無
人
ノ
地
昌
於
テ
故
ナ
ク
弓
銃
ヲ
放
チ

　
　
意
外
昌
人
ヲ
殺
傷
ス
ル
者
ハ
過
失
殺
傷
ヲ
以
テ
論
ス

第
百
九
十
五
条
凡
弓
銃
ヲ
放
チ
及
ヒ
剣
刃
ヲ
挺
ク
者
華
士
族
ハ
破
廉
恥
甚

　
　
ヲ
以
テ
論
ス
ル
律
ヲ
改
テ
一
体
昌
閏
刑
二
処
ス

　
　
　
痩
癩
殺
人
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
円
力
）

　
第
百
九
十
六
条
　
凡
痩
癩
人
人
ヲ
殺
シ
埋
葬
金
二
十
五
図
ヲ
追
取
ス
ル
者
改

　
　
テ
過
失
殺
収
賊
図
昌
照
シ
三
十
五
円
ヲ
追
取
シ
テ
死
者
ノ
家
二
給
付
ス
其

　
　
人
ヲ
傷
ス
ル
者
ハ
並
二
過
失
傷
収
順
図
昌
照
シ
追
取
シ
テ
傷
者
二
給
シ
医

　
　
薬
ノ
資
ト
為
ス

　
第
百
九
十
七
条
　
凡
痩
癩
人
二
命
以
上
ヲ
連
殺
ス
ル
者
ハ
絞
改
テ
一
命
ト
同

　
　
ク
終
身
鎖
姻

　
第
百
九
十
八
条
　
凡
瘍
癩
人
祖
父
母
父
母
ヲ
殺
ス
者
ハ
終
身
鎖
鋼

O
第
百
九
十
九
条
　
凡
痕
癩
人
自
殺
ヲ
致
シ
其
看
守
人
失
察
昌
出
ル
者
ハ
答
二

　
　
十
若
シ
人
ヲ
傷
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
者
ハ
答
四
十

〇第二百

条
　
凡
瘍
癩
人
人
ヲ
殺
ス
者
孤
独
貧
困
ニ
シ
テ
親
属
保
管
ス
ル
者
ナ

　
　
ケ
レ
ハ
鎖
銅
ヲ
禁
獄
二
換
へ
埋
葬
金
ヲ
追
セ
ス

　
　
　
　
謀
同
死
附
例

　
第
二
百
一
条
　
凡
姦
夫
姦
婦
同
ク
謀
リ
堕
胎
ス
ル
晶
姦
婦
身
死
ス
ル
者
姦
夫

　
　
ハ
流
三
等
改
テ
徒
三
年
姦
夫
情
ヲ
知
ラ
サ
レ
ハ
止
タ
姦
罪
ヲ
科
ス

第
言
二
条
凡
藝
姦
喬
死
ヲ
灘
シ
人
一
一
阻
嚢
ラ
彦
シ
柔
タ

　
　
死
セ
サ
ル
者
ハ
闘
殴
傷
一
二
等
ヲ
滅
ス
傷
昌
至
ラ
サ
ル
者
ハ
止
タ
姦
罪
ヲ
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（
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第
二
百
三
条
凡
家
長
人
二
殺
サ
レ
テ
雇
人
私
和
ス
ル
者
ハ
杖
一
百
モ
シ
雇

　
　
（
人
脱
力
）

　
　
人
二
殺
サ
レ
テ
家
長
私
和
ス
ル
者
ハ
杖
七
十

　
　
　
移
地
界
内
死
屍
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

O
第
二
百
四
条
凡
墳
塚
ヲ
発
堀
シ
テ
棺
榔
ヲ
見
ハ
ス
者
ハ
徒
一
年
已
二
開
テ

　
　
屍
ヲ
見
ハ
ス
者
ハ
徒
三
年
屍
ヲ
残
駿
ス
ル
者
ハ
流
一
等

0
第
二
百
五
条
　
凡
地
界
内
二
死
屍
ア
ル
ヲ
藪
ク
水
中
二
棄
ル
ト
難
モ
未
タ
屍

　
　
ヲ
失
サ
ル
者
ハ
律
ヲ
照
シ
テ
一
等
ヲ
減
シ
杖
九
十

〇
第
二
百
六
条
凡
子
孫
ノ
死
屍
ヲ
棄
ル
者
ハ
杖
七
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
ご

O
第
二
百
七
条
　
瓦
変
死
二
係
ル
屍
骸
ハ
官
ノ
検
験
ヲ
経
サ
レ
ハ
私
檀
晶
埋
葬

　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
違
フ
者
ハ
答
四
十

〇
第
二
百
八
条
　
凡
人
ヲ
押
解
シ
中
途
疾
病
死
亡
ス
ル
ヲ
轍
ク
棄
去
ル
者
ハ
移

　
　
地
界
内
死
屍
律
昌
一
等
ヲ
加
へ
杖
八
十

〇
第
二
百
九
条
　
凡
地
界
内
昌
棄
児
ア
リ
及
ヒ
病
二
因
テ
昏
倒
ス
ル
ヲ
諏
ク
他

　
　
所
二
移
ス
者
ハ
杖
七
十

　
　
　
　
同
行
知
有
謀
害
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
害
力
）

O
第
二
百
十
条
凡
同
行
謀
書
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
阻
当
救
護
セ
ス
ト
難
モ
已
．
一

　
　
害
セ
ラ
ル
・
後
首
告
ス
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
免
ス
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例
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闘
殴
律

　
　
　
誕
簾
例

O
第
二
百
十
条
　
凡
闘
殴
成
傷
卜
称
ス
ル
者
ハ
殴
打
シ
テ
皮
膚
青
赤
腫
ヲ
成
ス

　
　
以
上
ヲ
謂
ツ
刀
ヲ
持
シ
人
ヲ
傷
ス
ル
モ
其
背
柄
昌
テ
殴
チ
刃
ヲ
用
ヒ
サ
レ

　
　
ハ
価
”
ホ
槌
棒
ト
同
ク
訟
｝
ス

O
第
二
百
十
一
条
　
凡
闘
殴
髪
方
寸
以
上
ヲ
抜
ク
者
ハ
答
四
十
着
シ
一
時
昏
絶

　
　
ゆ

　
　
セ
シ
ム
ル
老
ハ
杖
八
十

〇
第
二
百
十
二
条
凡
二
人
共
昌
人
ヲ
殴
チ
各
一
目
ヲ
瞼
シ
テ
盲
昌
至
ラ
シ
ム

　
　
ル
昌
先
二
殴
ツ
者
ハ
疲
疾
律
昌
依
リ
徒
三
年
後
晶
殴
ツ
者
ハ
篤
疾
律
遇
依

　
　
り
流
三
等
働
ホ
先
後
二
人
昌
平
分
シ
テ
養
購
金
ヲ
追
給
ス
若
シ
原
謀
者
ア

　
　
ラ
ハ
倶
昌
殴
ツ
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
後
二
殴
ツ
者
騨
二
等
ヲ
減
シ
テ
科
断
ス

O
第
二
百
十
三
条
　
凡
懐
孕
ノ
婦
女
ヲ
殴
テ
堕
胎
セ
シ
ム
ル
者
徒
二
年

O
第
二
百
十
四
条
凡
闘
殴
人
ヲ
殺
ス
昌
後
二
手
ヲ
下
シ
テ
理
直
ナ
ル
者
ハ
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
一
等
ヲ
減
シ
循
ホ
事
焙
原
諒
ス
ベ
キ
者
ハ
又
脚
等
ヲ
減
シ
徒
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
（
闘
力
）

　
第
二
百
十
五
条
　
凡
聞
殴
後
昌
手
ヲ
下
シ
テ
理
直
ナ
ル
者
ハ
減
等
シ
テ
罪
ヲ

　
　
科
ス
ル
ノ
外
傍
ホ
養
購
埋
葬
金
爾
ヲ
追
給
ス
ル
律
ヲ
改
テ
止
タ
其
罪
ヲ
科

　
　
シ
テ
金
雨
ヲ
追
セ
ス

O
第
二
百
十
六
条
　
凡
闘
殴
人
ヲ
傷
ス
ル
ニ
鎌
刀
菜
刀
等
ヲ
用
ヒ
傷
軽
キ
者
ハ

　
　
杖
七
十
其
最
軽
キ
者
ハ
酌
量
シ
テ
減
等
ス

　
　
　
　
宮
殿
内
盆
争
附
例

O
第
二
百
十
七
条
　
凡
皇
城
門
昌
撞
入
ス
ル
者
ハ
答
五
十
宮
殿
昌
撞
入
ス
ル
者

　
　
ハ
杖
一
百

九
二

（
三
四
〇
）

　
　
　
殴
本
属
長
官
附
例

第
二
百
十
八
条
　
凡
長
官
昌
非
ル
本
属
ノ
判
任
官
ヲ
殴
ツ
者
ハ
杖
七
十
傷
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
　
　
マ
）

　
　
ル
者
ハ
杖
九
十
折
傷
以
上
ハ
凡
闘
傷
二
一
等
ヲ
加
へ
加
ヘ
テ
終
身
懲
役
昌

　
入
ル

第
二
百
十
九
条
凡
本
属
ノ
長
官
ヲ
殴
テ
折
傷
以
上
ハ
勅
奏
判
ヲ
分
チ
絞
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斬
力
）

　
処
ス
ル
者
改
テ
終
身
懲
役
其
死
昌
至
ル
者
ハ
絞
二
処
ス
ル
者
改
テ
終
身
懲

　
役
其
長
官
昌
非
サ
ル
者
亦
同

第
二
百
二
十
条
凡
平
民
本
属
ノ
戸
長
ヲ
殴
ツ
者
ハ
凡
闘
殴
昌
一
等
ヲ
加
へ

　
死
昌
至
ル
者
ハ
終
身
懲
役

　
　
　
殴
受
業
師
附
例

第
二
百
二
十
一
条
凡
受
業
魎
ヲ
殴
テ
死
晶
至
ル
者
ハ
斬
改
テ
終
身
懲
役

　
　
　
殴
家
長
附
例

第
二
百
二
十
二
条
　
凡
雇
人
家
長
ヲ
殴
テ
篤
疾
及
ヒ
死
二
至
ル
者
ハ
絞
斬
改

　
　
テ
倶
昌
終
身
懲
役

O
第
二
百
二
十
三
条
　
凡
雇
人
家
長
ノ
教
令
昌
違
犯
シ
督
責
シ
テ
避
遁
昌
死
二

　
　
致
ス
者
ハ
答
五
十
改
テ
杖
七
十

　
　
　
殴
夫
附
例

　
第
二
百
二
十
四
条
　
凡
妻
妾
夫
ヲ
殴
ツ
者
ハ
疲
篤
疾
ヲ
分
チ
絞
二
入
ル
者
改

　
　
テ
倶
二
終
身
懲
役
妾
ノ
正
妻
二
於
ル
亦
同

　
　
　
殴
傷
妻
妾
附
例

　
第
二
百
二
十
五
条
　
凡
夫
妻
ヲ
殴
テ
死
二
至
ル
者
ハ
絞
改
テ
終
身
懲
役
故
殺

　
　
ス
ル
者
ハ
絞
若
シ
夫
妻
ノ
父
母
ヲ
殴
テ
篤
疾
及
ヒ
死
晶
至
リ
絞
斬
昌
処
ス

　
　
ル
者
亦
改
テ
終
身
懲
役
故
殺
ス
ル
者
ハ
斬



　
　
　
殴
三
等
親
以
下
尊
長
附
例

第
二
百
二
十
六
条
凡
卑
幼
三
等
親
ノ
尊
長
ヲ
殴
テ
篤
疾
及
ヒ
死
昌
至
リ
絞

　
斬
二
処
ス
ル
者
改
テ
倶
昌
終
身
懲
役
故
殺
ス
ル
者
ハ
斬
若
シ
尊
長
三
等
親

　
以
下
ノ
卑
幼
ヲ
殴
テ
死
昌
至
ル
者
ハ
絞
又
改
テ
終
身
懲
役
故
殺
ス
ル
者
ハ

　
絞

　
　
　
殴
二
等
親
尊
長
附
例

第
二
百
二
十
七
条
　
凡
二
等
親
ノ
尊
長
及
ヒ
外
祖
父
母
ヲ
過
失
殺
傷
ス
ル
者

　
　
ハ
各
本
殺
傷
罪
二
二
等
ヲ
減
ス
ル
者
改
テ
殺
ス
者
ハ
徒
二
年
傷
ス
ル
者
ハ

　
杖
一
百
並
二
収
駁
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

第
二
百
二
十
八
条
凡
弟
妹
兄
姉
ヲ
殴
テ
篤
疾
及
ヒ
死
二
至
リ
絞
斬
昌
処
ス

　
　
ル
者
改
テ
倶
二
終
身
懲
役
若
シ
姪
伯
叔
父
姑
ヲ
殴
チ
及
ヒ
外
孫
外
祖
父
母

　
　
ヲ
殴
テ
篤
疾
及
ヒ
死
昌
至
ル
モ
罪
亦
同

　
　
　
殴
祖
父
母
父
母
附
例

第
二
百
二
十
九
条
　
凡
子
孫
祖
父
母
父
母
ヲ
殴
チ
及
ヒ
妻
妾
夫
ノ
祖
父
母
父

　
母
ヲ
殴
ッ
ノ
本
律
ヲ
改
テ
殴
ツ
者
ハ
流
三
等
傷
ス
ル
者
ハ
終
身
懲
役
死
二

　
至
ル
者
ハ
皆
斬
故
殺
ス
ル
者
ハ
皆
桑
過
失
殺
ス
ル
者
ハ
徒
三
年
傷
ス
ル
者

　
　
ハ
徒
一
年
並
昌
収
順
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

O
第
二
百
三
十
条
　
凡
継
母
前
妻
ノ
子
ヲ
非
理
二
殴
打
シ
テ
折
傷
以
上
昌
至
ル

　
　
者
ハ
凡
闘
傷
三
二
等
ヲ
減
シ
死
昌
至
ル
者
ハ
流
二
等

0
第
二
百
三
十
一
条
　
凡
子
孫
教
令
二
違
犯
ス
ト
難
モ
祖
父
母
父
母
非
理
二
殴

　
　
殺
ス
ル
者
ハ
徒
二
年
半

　
　
　
妻
妾
与
夫
親
属
相
殴
附
例

　
第
二
百
三
十
二
条
　
凡
妻
妾
夫
ノ
ニ
等
親
以
下
四
等
親
以
上
ノ
尊
長
ヲ
殴
テ

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
「
新
律
条
例
』
考

　
死
二
至
ル
者
ハ
各
斬
改
テ
各
終
身
懲
役
故
殺
ス
ル
者
ハ
斬

　
　
　
父
祖
被
殴
附
例

第
二
百
三
十
三
条
　
凡
祖
父
母
父
母
人
二
殺
サ
レ
子
孫
撞
昌
行
兇
人
ヲ
殺
ス

　
　
ノ
律
ヲ
廃
シ
若
シ
犯
ス
者
ア
レ
ハ
臨
時
奏
請
シ
テ
匿
処
ス

第
二
百
三
十
四
条
　
凡
子
孫
父
祖
ト
同
謀
シ
共
二
人
ヲ
殴
チ
若
ク
・
ハ
父
祖
人

　
　
ト
念
争
シ
子
孫
二
指
令
シ
テ
殴
打
セ
シ
メ
或
ハ
父
祖
人
ト
闘
殴
シ
其
子
孫

　
勢
ヲ
助
ケ
共
二
殴
ツ
者
ハ
倶
二
常
律
二
照
シ
テ
罪
ヲ
科
ス
救
護
還
殴
律
ヲ

　
　
用
ヒ
ス

付
箋
『
』
　
（
白
紙
）

　
　
（
罵
署
律
）

　
　
　
罵
本
属
長
官
附
例

　
O
第
二
百
三
十
五
条
　
凡
平
民
本
属
ノ
戸
長
ヲ
罵
ル
者
ハ
凡
人
罵
署
一
二
等

　
　
ヲ
加
フ

　
　
　
罵
祖
父
母
父
母
附
例

　
第
二
百
三
十
六
条
凡
子
孫
祖
父
母
父
母
ヲ
罵
リ
及
ヒ
妻
妾
夫
ノ
祖
父
母
父

　
　
母
ヲ
罵
ル
者
ハ
流
三
等
改
テ
並
晶
徒
三
年

　
　
　
訴
訟
律

　
　
　
　
誕
告
附
例

O
第
二
百
三
十
七
条
凡
収
艘
々
罪
二
該
ル
罪
ヲ
以
テ
人
ヲ
認
告
ス
ル
者
ハ
則

　
　
（
マ
マ
》

　
　
テ
収
販
々
罪
二
反
坐
ス
若
シ
自
己
ノ
罪
ヲ
避
ソ
コ
ト
ヲ
規
リ
人
ヲ
護
指
告

　
　
訴
ス
ル
者
ハ
原
罪
収
賦
々
罪
昌
該
ル
ト
錐
モ
反
坐
ノ
罪
賊
フ
コ
ト
ヲ
聴
サ

　
　
ス
婦
女
犯
ス
者
ア
ル
亦
此
例
二
依
ル

　
　
　
　
予
名
犯
義
附
例

　
第
二
百
三
十
八
条
凡
子
孫
祖
父
母
父
母
ヲ
護
告
シ
妻
妾
夫
及
ヒ
夫
ノ
祖
父

　
　
母
父
母
ヲ
誕
告
ス
ル
者
ハ
絞
改
テ
流
三
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
三
四
一
）



　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

　
　
　
子
孫
違
教
附
例

第
二
百
三
十
九
条
　
凡
祖
父
母
父
母
老
疾
シ
テ
家
二
侍
養
ノ
親
ナ
キ
ニ
故
サ

　
　
ラ
昌
棄
去
ル
者
ハ
徒
二
年
留
養
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
サ
ス

　
　
受
粧
律

　
　
　
官
吏
受
財
附
例

第
二
百
四
十
条
　
凡
官
吏
柾
法
薩
ヲ
受
ル
者
等
内
人
ハ
ニ
百
五
十
円
以
上
等

　
　
外
入
ハ
三
百
円
以
上
絞
及
ヒ
不
在
法
賎
等
内
人
ハ
三
百
円
以
上
絞
改
テ
並

　
　
昌
終
身
懲
役

　
　
　
事
後
受
財
附
例

第
二
百
四
十
一
条
凡
官
吏
事
後
財
ヲ
受
ル
者
ハ
本
条
晶
依
テ
罪
ヲ
科
ス
ル

　
　
外
其
銭
ヲ
出
シ
及
ヒ
過
ス
ル
人
ハ
改
テ
坐
粧
晶
依
テ
論
シ
一
等
ヲ
減
シ
並

　
　
　
　
　
　
　
　
ト
リ
ツ
キ

　
　
昌
罪
杖
七
十
二
止
ル

　
　
　
以
財
請
求
附
例

付
箋
「
　
』
　
（
白
紙
）

O
第
二
百
四
十
二
条
凡
柾
法
ノ
事
昌
非
ス
ト
難
モ
財
ヲ
以
テ
官
吏
ノ
受
理
ヲ

　
　
請
求
ス
ル
者
ハ
与
7
ル
所
ノ
財
ヲ
計
へ
坐
賎
二
依
テ
論
シ
一
等
ヲ
減
ス

　
　
　
受
外
国
人
醜
送
附
例

O
第
二
百
四
十
三
条
　
凡
外
国
人
ノ
醜
送
飲
食
土
宜
等
交
際
ノ
礼
二
係
リ
互
二

　
　
相
贈
ル
者
．
ハ
官
二
告
ケ
ス
ト
雄
モ
以
不
柱
法
論
ノ
限
二
在
ラ
ス

　
　
　
詐
偽
律

　
　
　
詐
為
官
文
書
附
例

O
第
二
百
四
十
四
条
　
凡
私
ノ
文
書
ヲ
詐
為
ス
ル
者
ハ
情
ヲ
量
リ
テ
不
応
為
二

　
　
間
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ

　
　
　
　
対
詔
上
書
詐
不
以
実
附
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
三
四
二
｝

O
第
二
百
四
十
五
条
　
凡
上
昌
告
ル
晶
詐
テ
実
ヲ
以
テ
セ
サ
ル
者
ハ
徒
咽
年
事

　
　
情
軽
キ
者
ハ
杖
八
十

　
　
　
偽
造
官
印
附
例

　
第
二
百
四
十
六
条
　
凡
官
ノ
印
ヲ
偽
造
ス
ル
．
者
ハ
絞
改
テ
終
身
懲
役

　
　
　
偽
造
宝
貨

付
箋
『
　
』
　
（
白
紙
V

　
第
二
百
四
十
七
条
凡
宝
貨
ヲ
偽
造
シ
已
二
行
使
ス
ル
者
首
ハ
斬
従
及
ヒ
匠

　
　
人
若
ク
ハ
情
ヲ
知
テ
買
使
ス
ル
者
ハ
流
三
等
其
雇
ヒ
ヲ
受
ケ
雑
役
ヲ
為
ス

　
　
者
ハ
徒
一
年
半
未
タ
行
使
セ
サ
ル
者
ハ
各
一
等
ヲ
減
ス

　
第
二
百
四
十
八
条
凡
偽
造
未
タ
成
ラ
サ
ル
首
ハ
徒
三
年
従
及
ヒ
匠
人
ハ
徒

　
　
二
年
半
雑
役
ハ
杖
一
百

　
第
二
百
四
十
九
条
　
凡
過
ヲ
悔
テ
自
首
ス
ル
渚
已
脚
一
行
使
ス
ル
ハ
ニ
等
ヲ
減

　
　
シ
宋
タ
行
使
セ
サ
ル
ハ
罪
ヲ
免
ス

　
　
　
　
偽
造
宝
貨
附
例

　
第
二
百
五
十
条
凡
金
銀
貨
幣
ノ
辺
縁
ヲ
勇
錆
シ
テ
利
ヲ
取
り
行
使
ス
ル
者

　
　
ハ
徒
三
年

O
第
二
百
五
十
一
条
　
凡
紙
幣
ヲ
挑
刺
補
榛
描
改
シ
真
ヲ
以
テ
偽
晶
作
リ
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ツ
リ
ツ
ク
ロ
ヒ
カ
キ
カ
ヘ

　
　
ス
ル
者
ハ
流
一
等

O
第
二
百
五
十
二
条
凡
偽
貨
タ
ル
ヲ
知
テ
買
取
シ
未
タ
行
使
セ
サ
ル
者
ハ
已

　
　
二
買
使
者
昌
一
等
ヲ
減
ス

O
第
二
百
五
十
三
条
　
凡
偽
貨
タ
ル
ヲ
知
テ
雇
ヒ
ヲ
受
ケ
真
貨
二
兇
換
ス
ル
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ヤ
ウ
カ
ヘ

　
　
接
逓
ヲ
為
ス
者
ハ
知
情
買
使
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
ト
リ
ツ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
窩
力
）

O
第
二
百
五
十
四
条
　
凡
宝
貨
ヲ
偽
造
ス
ル
情
ヲ
知
テ
房
屋
ヲ
給
シ
及
ヒ
寓
蔵

　
　
ス
ル
者
ハ
已
未
行
使
ヲ
分
チ
並
昌
偽
造
従
ヲ
以
テ
論
ス



O
第
二
百
五
十
五
条
　
凡
偽
造
ノ
雑
役
其
雇
工
銭
二
偽
貨
ヲ
受
ケ
知
テ
行
使
ス

　
　
ル
者
ハ
知
情
行
使
律
二
依
ル

付
萎
『
』
　
（
自
紙
）

O
第
二
百
蓋
十
六
条
　
凡
偽
造
已
二
成
リ
未
タ
行
使
セ
ス
自
ラ
悔
悟
シ
テ
其
整

　
　
伴
ヲ
脱
ス
ト
錐
モ
首
報
セ
サ
ル
者
ハ
偽
造
已
成
未
行
使
ヲ
以
テ
論
ス
其

　
　
ナ
カ
望

　
　
偽
造
未
タ
成
ラ
サ
ル
者
ハ
杖
一
百

0
第
二
百
五
十
七
条
凡
人
ノ
宝
貨
ヲ
偽
造
ス
ル
ヲ
知
テ
官
司
二
申
報
セ
サ
ル

　
　
者
ハ
違
令
重
昌
問
フ

付
箋
『
』
　
（
白
紙
）

O
第
二
百
五
十
八
条
凡
宝
貨
ヲ
領
取
シ
テ
後
昌
偽
造
二
係
ル
コ
ト
ヲ
知
り
其

　
　
損
耗
ヲ
厭
テ
寛
二
行
使
ス
ル
者
ハ
不
応
為
重
二
問

　
　
　
　
詐
称
官
附
例

O
第
二
百
五
十
九
条
　
凡
郷
貫
名
氏
ヲ
詐
称
シ
テ
逆
旅
昌
宿
ス
ル
者
ハ
不
応
為

　
　
軽
昌
閥
フ

　
　
　
改
正
犯
姦
律
　
（
輔
酬
恥
蛛
嘩
毎
暫
払
規
囁
琳
騰
テ
）

　
　
　
　
犯
姦

　
第
二
百
六
十
条
　
凡
和
姦
夫
ア
ル
者
ハ
各
徒
一
年
嬬
婦
及
ヒ
処
女
ハ
其
姦
昌

　
　
因
り
事
一
一
害
ア
ル
者
各
答
五
十
其
他
事
二
因
テ
発
覚
ス
ル
者
ハ
並
二
論
ス

　
　
ル
コ
ト
勿
レ

　
第
二
百
六
十
一
条
凡
媒
合
及
ヒ
容
止
シ
テ
通
姦
セ
シ
ム
ル
者
犯
人
ノ
罪
二

　
　
三
等
ヲ
減
ス

　
第
二
百
六
十
二
条
凡
強
姦
ス
ル
者
ハ
流
三
等
未
タ
成
ラ
サ
ル
者
ハ
一
等
ヲ

　
　
減
ス
因
テ
折
傷
ス
ル
者
ハ
終
身
懲
役
婦
女
ハ
坐
セ
ス
十
二
歳
以
下
ノ
幼
女

　
　
ヲ
姦
ス
ル
者
ハ
和
ト
錐
モ
強
ト
同
ク
論
ス

　
　
　
　
親
族
相
姦

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

第
二
百
六
十
三
条
　
凡
父
祖
ノ
妾
伯
叔
嫡
姉
妹
及
ヒ
子
孫
ノ
婦
ヲ
姦
ス
ル
者

　
ハ
各
徒
三
年
強
姦
ス
ル
者
ハ
終
身
懲
役

第
二
百
六
十
四
条
凡
母
ノ
姉
妹
及
ヒ
兄
弟
ノ
妻
姪
ノ
妻
ヲ
姦
ス
ル
者
ハ
徒

　
二
年
妾
ヲ
姦
ス
ル
者
ハ
各
一
等
ヲ
減
ス
強
姦
ス
ル
者
ハ
並
二
終
身
懲
役

第
二
百
六
十
五
条
　
凡
兄
弟
姉
妹
ノ
女
及
ヒ
前
夫
ノ
女
同
母
異
父
姉
妹
ヲ
姦

　
ス
ル
者
ハ
各
徒
一
年
強
姦
ス
ル
者
ハ
終
身
懲
役

　
　
　
姦
家
長
妻
女

第
二
百
六
十
六
条
凡
雇
人
家
長
ノ
妻
ヲ
姦
ス
ル
者
ハ
各
徒
二
年
妾
ハ
一
等

　
ヲ
減
ス
強
姦
ス
ル
者
ハ
並
昌
終
身
懲
役

第
二
百
六
十
七
条
　
凡
家
長
ノ
女
姉
妹
及
ヒ
姑
若
ク
ハ
兄
弟
ノ
妻
ヲ
姦
ス
ル

　
者
ハ
各
凡
姦
罪
一
二
等
ヲ
加
へ
強
姦
ス
ル
者
ハ
並
昌
終
身
懲
役

　
　
　
姦
部
民
妻
女

第
二
百
六
十
八
条
凡
官
吏
所
部
内
ノ
妻
女
ヲ
姦
ス
ル
者
ハ
凡
姦
罪
．
二
等

　
ヲ
加
フ
婦
女
ハ
凡
姦
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
居
喪
及
僧
尼
犯
姦

第
二
百
六
十
九
条
　
凡
父
母
舅
姑
及
ヒ
夫
ノ
喪
二
居
テ
姦
ヲ
犯
ス
者
ハ
凡
姦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
》

　
罪
一
二
等
ヲ
加
フ
相
姦
ス
ス
ル
ノ
人
ハ
凡
姦
ヲ
以
テ
論
ス

第
二
百
七
十
条
凡
僧
尼
ノ
姦
ヲ
犯
ス
ハ
凡
姦
罪
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
犯
姦
附
例

第
二
百
七
十
一
条
凡
人
ノ
妾
ヲ
姦
ス
ル
者
ハ
妻
ヲ
姦
ス
ル
罪
．
二
等
ヲ
減

　
シ
各
杖
一
百

第
二
百
七
十
二
条
　
凡
和
姦
ノ
後
姦
情
敗
露
二
因
テ
姦
婦
悔
迫
自
尽
ス
ル
者

　
ハ
姦
夫
情
ヲ
知
ラ
ス
ト
錐
モ
姦
罪
｝
二
等
ヲ
加
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
三
四
三
）



　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

O
第
吾
七
＋
秦
凡
私
娼
蕎
売
ス
ル
箋
ハ
篁
＋
婦
姦
ヒ
媒
合

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
シ
パ
イ
ジ
コ

　
　
容
止
ス
ル
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
若
シ
父
母
ノ
指
令
ヲ
受
ル
者
ハ
罪
ヲ
其
父
母

　
　
昌
坐
シ
婦
女
ハ
坐
セ
ス

　
　
雑
犯
律

　
　
　
賭
博
附
例

0
第
二
百
七
十
四
条
　
凡
賭
博
三
犯
ハ
徒
一
年
四
犯
以
上
亦
同
シ

O
第
二
百
七
十
宏
条
　
凡
賭
場
現
在
ノ
財
物
ハ
官
昌
入
ル
ト
錐
モ
其
田
宅
等
不

　
　
ゆ

　
　
動
産
二
係
ル
者
ハ
原
主
昌
還
付
シ
官
昌
入
ル
ノ
限
昌
在
ラ
ス

O
第
二
百
七
十
六
条
　
凡
博
戯
二
用
フ
ル
設
子
骨
牌
ヲ
売
ル
者
ハ
違
式
重
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
イ
カ
ル
タ

　
　
テ
論
シ
答
三
十
再
犯
以
上
ハ
一
等
ヲ
累
加
シ
罪
杖
一
百
昌
止
ル
其
貸
ス
者

　
　
ハ
売
ル
者
昌
一
等
ヲ
減
ス

O
第
二
百
七
十
七
条
凡
賭
博
ノ
列
昌
与
ラ
ス
ト
難
モ
母
銭
ヲ
貸
シ
息
ヲ
収
ル

　
　
者
ハ
犯
人
ト
同
罪

　
　
　
失
火
附
例

O
第
二
百
七
十
八
条
　
凡
失
火
シ
テ
未
タ
焼
澱
昌
至
ラ
サ
ル
者
ハ
本
罪
一
二
等

　
　
ヲ
減
ス

O
第
言
七
＋
九
条
凡
失
火
シ
盈
蒙
ヲ
延
焼
ス
ル
賓
霞
倉
辱
以

　
　
テ
論
ス

O
第
二
百
八
十
条
　
凡
倣
居
人
失
火
シ
テ
其
家
ヲ
焼
ク
者
ハ
自
己
宅
舎
ヲ
規
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
ク
ヤ

　
　
一
二
等
ヲ
加
ラ

O
第
二
首
八
十
顔
条
　
凡
失
火
シ
テ
人
ノ
凶
林
柴
草
及
ヒ
空
間
房
屋
着
ク
ハ
田

　
　
場
積
聚
ノ
物
ヲ
延
焼
ス
ル
者
ハ
官
私
ヲ
分
タ
ス
人
ノ
宅
舎
昌
延
焼
ス
ル
ニ

　
　
一
等
ヲ
減
シ
答
三
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
三
四
四
）

O
第
二
百
八
十
二
条
　
凡
盗
犯
火
ヲ
用
ヒ
テ
門
戸
障
壁
ヲ
燃
焼
シ
或
ハ
燭
炬
ヲ

　
弄
シ
期
セ
ス
シ
テ
失
火
ヲ
致
ス
者
ハ
流
三
等
若
シ
盗
罪
重
キ
者
ハ
重
キ
ニ

　
　
従
テ
論
ス

　
　
　
放
火
附
例

O
第
二
百
八
十
三
条
　
凡
放
火
シ
テ
人
ノ
空
間
房
屋
及
ヒ
田
場
積
聚
ノ
物
ヲ
焼

　
　
ク
者
ハ
流
三
等
焼
熾
昌
至
ラ
サ
ル
者
ハ
徒
三
年

　
第
二
百
八
十
四
条
　
凡
放
火
シ
テ
故
ラ
ニ
自
己
ノ
房
屋
屍
ク
者
ハ
杖
九
十
未

　
　
タ
焼
綴
二
至
ラ
サ
ル
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
若
シ
期
セ
ス
シ
テ
公
解
倉
庫
及
ヒ

　
　
民
舎
ヲ
延
焼
ス
ル
者
ハ
徒
二
年
半
因
テ
財
ヲ
盗
ム
者
ハ
終
身
懲
役

O
第
二
百
八
十
五
条
　
凡
人
ノ
空
間
房
屋
二
放
火
シ
期
セ
ス
シ
テ
人
ノ
宅
舎
二

　
　
延
焼
ス
ル
4
偶
ハ
流
一
二
竺
サ

O
第
二
百
八
十
六
条
凡
放
火
シ
テ
人
ノ
宅
舎
ヲ
焼
キ
未
タ
焼
臓
二
至
ラ
サ
ル

　
　
者
律
ヲ
照
シ
流
三
等
昌
処
ス
ル
外
若
シ
雇
人
等
家
長
ノ
督
責
厳
苛
昌
迫
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（
繊
力
）

　
　
一
時
脱
身
ヲ
図
夢
終
晶
火
ヲ
放
チ
焼
搬
二
至
ラ
サ
ル
者
ハ
情
ヲ
量
テ
一
等

　
　
ヲ
減
シ
徒
三
年

　
　
　
（
マ
噌
》

　
　
　
潟
遺
失
物
附
例

O第

二
百
八
十
七
条
凡
水
中
沈
没
ノ
物
ハ
遺
失
物
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

O
第
二
百
八
十
八
条
凡
官
吏
還
卒
等
遺
失
ノ
物
ヲ
潟
レ
ハ
所
部
内
外
ヲ
問
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
ス
主
ア
ル
ハ
全
ク
其
主
二
還
ス
如
シ
三
十
日
内
二
其
主
ナ
ケ
レ
ハ
潟
ル
者

　
　
二
給
ス

O
第
二
百
八
十
九
条
凡
人
ノ
邸
宅
内
昌
於
テ
遣
失
物
ヲ
窃
取
ス
ル
者
ハ
窃
盗

　
　
昌
准
シ
テ
論
ス

　
　
　
　
違
令
附
例



O
第
二
百
九
十
条
凡
制
昌
違
ブ
者
ハ
杖
輔
百
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
違
令
ノ

　
外
犯
情
重
キ
者
此
例
昌
照
シ
テ
科
断
ス

O
第
二
百
九
十
一
条
　
凡
式
昌
違
フ
者
ハ
答
二
十
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
其
所

　
　
犯
極
テ
軽
ク
答
昌
及
サ
ル
者
ハ
事
情
ヲ
酌
量
シ
テ
拘
留
呵
責
昌
処
シ
以
テ

　
　
権
衡
ヲ
別
ツ

　
　
　
拘
留
一
日
　
蹟
罪
十
銭

　
　
　
　
　
二
日
　
　
　
二
十
銭

　
　
凡
拘
留
ハ
限
ヲ
照
シ
官
庁
ノ
一
室
内
昌
封
鯛
シ
或
ハ
例
ヲ
照
シ
テ
贈
罪
ス

　
　
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス

　
　
　
呵
責

　
　
凡
呵
責
ハ
句
集
叱
責
シ
テ
即
チ
放
免
ス

0
第
二
百
九
十
二
条
凡
偽
造
物
ヲ
以
テ
正
真
物
ト
シ
テ
売
ル
者
ハ
答
二
十
其

　
　
（
サ
で
》

　
　
潟
ル
処
ノ
花
利
ヲ
賎
昌
計
へ
窃
盗
二
準
シ
重
昌
従
テ
論
ス

　
　
　
　
不
応
為
附
例

O
第
二
百
九
十
三
条
凡
二
人
以
上
同
ク
不
応
為
ヲ
犯
シ
首
タ
ル
答
三
十
昌
該

　
　
レ
ハ
従
タ
ル
答
二
十
首
タ
ル
杖
七
十
二
該
レ
ハ
従
タ
ル
杖
六
十
昌
科
ス
若

　
　
シ
所
犯
軽
重
ノ
分
ア
レ
ハ
自
ラ
筈
杖
晶
分
擬
シ
首
従
ヲ
以
テ
論
セ
ス

O
第
二
百
九
十
四
条
凡
仏
像
ヲ
棄
襲
ス
ル
者
ハ
不
応
為
重
昌
科
ス

O
第
二
百
九
十
五
条
凡
誰
怪
異
説
ヲ
流
言
シ
及
ヒ
著
述
シ
テ
政
体
ヲ
妨
害
ス

　
　
ル
者
ハ
不
応
為
重
昌
科
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
繭
力
）

O
第
二
百
九
十
六
条
　
凡
私
怨
ヲ
報
セ
ソ
ト
図
り
匿
名
ノ
文
昼
ヲ
布
散
粘
貼
ス

　
　
ル
者
ハ
情
ヲ
量
テ
不
応
為
昌
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ

　
　
　
捕
亡
律

　
　
　
　
足
柄
義
糊
所
旧
競
『
新
律
条
例
』
考

　
　
　
追
捕
罪
人
耐
例

O
第
二
百
九
十
七
条
凡
捕
吏
差
遣
ヲ
承
ケ
罪
人
ノ
所
在
二
至
リ
捜
索
尽
サ
ス

　
潜
匿
ヲ
覚
ラ
サ
ル
者
ハ
答
三
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
第
二
百
九
十
八
条
凡
捕
吏
正
犯
ノ
財
ヲ
受
ケ
故
従
ス
ル
圃
罪
者
ハ
終
身
懲

　
　
磐
饗
ル
外
財
曼
ス
シ
テ
故
襲
ぎ
碧
嚢
㌻
ム
ル
煮
尋

　
　
常
同
罪
者
ヲ
以
テ
論
シ
罪
流
三
等
二
止
ル

　
　
　
獄
囚
脱
濫
及
反
獄
逃
走
附
例

　
第
二
百
九
十
九
条
　
凡
反
獄
シ
テ
逃
走
ス
ル
者
ハ
皆
斬
改
テ
首
ハ
斬
従
ハ
終

　
　
身
懲
役

O
第
三
百
条
凡
脱
濫
及
ヒ
越
獄
シ
テ
逃
走
ス
ル
者
ハ
律
二
依
リ
加
等
罪
ヲ
科

　
　
ス
ル
外
捕
獲
後
即
時
二
獄
庭
二
於
テ
棒
鎖
三
日
若
シ
脱
越
ヲ
謀
リ
未
タ
成

　
　
ラ
ス
シ
テ
発
覚
ス
ル
者
ハ
獄
則
晶
従
テ
処
分
ス

O
第
三
百
一
条
　
凡
整
党
糾
合
シ
テ
越
獄
ス
ル
昌
従
ハ
ス
実
二
拠
テ
首
報
シ
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
テ
罪
囚
即
時
副
一
檎
獲
シ
脱
逃
ヲ
致
サ
・
ル
ヲ
潟
ル
者
及
ヒ
反
獄
ノ
情
ヲ
知

　
　
テ
首
報
ス
ル
者
斬
絞
以
下
各
本
罪
一
等
ヲ
減
ス

o
箋
夏
条
凡
脱
隻
ヒ
越
獄
霧
箋
ス
ル
轟
叢
上
ハ
終
身
嚢

　
　
昌
止
ム
願
タ
ヒ
徒
場
ヲ
逃
走
シ
又
監
獄
ヲ
脱
越
ス
ル
者
モ
罪
同

O
第
三
百
三
条
凡
反
獄
シ
テ
同
牢
ノ
囚
人
情
ヲ
知
テ
隠
忍
首
セ
サ
ル
者
ハ
即

　
　
時
獄
庭
二
於
テ
棒
鎖
一
日
其
首
セ
ソ
ト
欲
シ
テ
勢
ヒ
能
ハ
サ
ル
者
ハ
坐
セ

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
ス
若
シ
越
獄
脱
監
ノ
情
ヲ
知
テ
首
セ
サ
ル
者
ハ
獄
庭
晶
於
テ
捧
鎖
半
日

O
第
三
百
四
条
　
凡
犯
人
責
付
内
昌
逃
走
ス
ル
者
ハ
本
罪
一
二
等
ヲ
加
フ
若
シ

　
　
禁
獄
或
ハ
責
付
内
逃
走
シ
テ
自
首
ス
ル
者
ハ
止
タ
本
罪
ヲ
科
シ
テ
逃
走
脚
一

　
　
免
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
三
四
蓋
〉



　
　
　
足
構
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考

O
第
三
百
宏
条
凡
罪
囚
獄
二
在
リ
恒
二
謹
恪
晶
シ
テ
能
ク
其
則
ヲ
守
ル
者
獄

　
　
則
昌
照
シ
宥
賞
ヲ
加
ル
ノ
外
抜
群
ノ
事
効
ア
ル
者
ハ
官
吏
査
検
明
自
昌
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
跳
力
）

　
　
テ
本
罪
一
等
ヲ
減
ス
其
本
罪
人
命
抵
償
二
擬
ス
ヘ
キ
者
ハ
比
例
ヲ
用
ヒ
ス

　
　
　
徒
流
人
逃
附
例

　
第
三
百
六
条
凡
徒
流
人
再
ヒ
逃
走
ス
ル
者
絞
改
テ
終
身
懲
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
噂
マ
）

O
第
三
百
七
条
凡
徒
流
人
逃
ル
ヲ
首
報
シ
因
テ
逃
走
ヲ
致
ス
ヲ
潟
サ
ラ
シ
ム

　
　
ル
岩
ハ
本
罪
一
等
ヲ
減
ス

O
第
三
百
八
条
凡
徒
流
人
逃
ソ
ト
図
り
未
タ
役
場
ヲ
脱
セ
ス
シ
テ
縛
二
就
ク

　
　
者
ハ
棒
鎖
二
日
新
一
一
拘
役
ス
ル
ノ
限
二
在
ラ
ス

O
第
三
百
九
条
　
凡
徒
囚
逃
走
ス
ル
者
杖
七
十
改
テ
棒
鎖
一
百
衡
ホ
配
所
昌
発

　
　
シ
役
過
ノ
月
日
ヲ
通
算
セ
ス
原
犯
徒
限
輔
一
照
シ
新
昌
拘
役
ス
ト
錐
ト
モ
逃

　
　
走
外
昌
在
テ
又
徒
ヲ
犯
ス
昌
係
ラ
ハ
並
昌
原
犯
徒
限
二
後
犯
年
限
ヲ
合
セ

　
　
之
ヲ
役
ス
亦
四
年
晶
過
ル
切
ト
ヲ
得
ス
答
杖
ヲ
犯
ス
者
ハ
懲
役
例
ヲ
照
シ

　
　
日
数
昌
折
シ
亦
原
役
昌
合
セ
之
ヲ
役
ス
其
流
ヲ
犯
ス
者
ハ
原
犯
徒
限
昌
拘

　
　
ラ
ス
新
タ
昌
後
犯
准
流
罪
二
全
科
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
力
）

O
第
三
百
十
条
凡
准
流
中
逃
走
ス
ル
者
亦
改
テ
棒
鎖
二
日
傍
ホ
配
処
二
発
シ

　
　
役
過
ノ
月
日
ヲ
通
算
セ
ス
原
犯
年
限
二
照
シ
テ
新
二
拘
役
ス
若
シ
外
二
在

　
　
テ
重
テ
流
ヲ
犯
ス
者
ハ
三
流
並
二
拘
役
四
年
ヲ
加
フ
徒
ヲ
犯
ス
者
ハ
徒
ノ

　
　
年
数
ヲ
折
半
シ
テ
加
役
ス
答
杖
ヲ
犯
ス
者
ハ
懲
役
例
ヲ
照
シ
日
数
二
折
シ

　
　
テ
亦
加
役
ス

　
　
　
　
主
守
不
覚
失
囚
附
例

O
第
三
百
十
一
条
凡
獄
卒
怠
惰
ニ
シ
テ
看
守
二
失
シ
因
テ
未
決
ノ
囚
人
自
尽

　
　
二
至
ラ
シ
ム
ル
者
ハ
答
五
十
失
察
二
因
ラ
サ
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
ヨ
四
六
）

O
第
三
百
十
二
条
　
凡
主
守
囚
ノ
逃
走
ヲ
覚
ラ
サ
ル
者
ハ
捕
限
三
十
日
ヲ
給
シ

　
　
追
捕
セ
シ
ム
限
内
捕
得
ス
レ
ハ
本
条
二
依
テ
一
等
ヲ
減
ス
其
故
縦
ス
ル
者

　
　
ハ
捕
限
ヲ
給
セ
ス
獄
丁
以
下
ハ
獄
則
二
従
テ
処
分
ス

O
第
三
百
十
三
条
凡
保
管
人
囚
之
逃
走
ヲ
覚
ラ
サ
ル
者
ハ
主
守
不
覚
失
囚
律

　
　
一
二
一
等
ヲ
減
シ
磐
目
二
十

　
　
　
蔵
匿
罪
人
附
例

O
第
三
百
十
四
条
凡
官
司
人
ヲ
差
ハ
シ
追
喚
ス
ル
罪
人
タ
ル
ヲ
知
テ
為
メ
晶

　
　
蔵
匿
指
引
シ
テ
隠
避
セ
シ
ム
ル
者
ハ
各
罪
人
ノ
罪
一
二
等
ヲ
減
ス
ル
者
改

　
　
テ
ニ
等
ヲ
減
ス
若
シ
罪
人
未
タ
官
司
ノ
追
喚
昌
係
ラ
ス
若
ク
ハ
已
二
追
喚

　
　
ス
ル
者
ト
難
ト
モ
未
タ
不
知
シ
テ
蔵
匿
隠
避
セ
シ
ム
ル
者
ハ
倶
昌
情
ヲ
量

　
　
テ
不
応
為
二
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ

　
　
　
断
獄
律

　
　
　
　
与
囚
金
刃
附
例

O
第
三
百
十
五
条
凡
常
人
囚
二
金
刃
ヲ
与
フ
ル
者
ハ
獄
卒
ノ
罪
一
二
等
ヲ
減

　
　
ス

O
第
三
百
十
六
条
凡
獄
卒
金
銭
其
他
応
禁
ノ
物
ヲ
伝
逓
シ
テ
囚
二
与
フ
ル
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ン
セ
イ
　
　
ト
夢
ツ
キ

　
　
ハ
違
令
重
二
処
ス
財
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
柾
法
ヲ
以
テ
重
二
従
テ
論
ス

　
　
　
　
出
入
人
罪
附
例

O
第
三
百
十
七
条
　
凡
官
司
屍
傷
ヲ
検
験
シ
テ
実
ナ
ラ
サ
ル
者
ハ
答
四
十
因
テ

　
　
罪
二
増
減
ア
ル
者
ハ
失
出
入
人
罪
ヲ
以
テ
論
ス
若
シ
故
サ
ラ
ニ
実
ヲ
以
テ

　
　
セ
サ
ル
者
ハ
杖
七
十
因
テ
罪
昌
増
減
ア
ル
者
ハ
故
出
入
人
罪
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
財
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
駐
二
計
へ
柾
法
ヲ
以
テ
重
二
従
テ
論
ス

　
第
三
百
十
八
条
凡
人
ヲ
罪
二
失
出
入
シ
テ
未
タ
決
放
セ
サ
ル
者
ハ
本
罪
晶



　
　
嚇
等
ヲ
減
ス
ル
律
ヲ
改
メ
其
貼
断
ス
ル
ヲ
得
ル
者
ハ
出
入
ノ
罪
ヲ
論
セ
ス

　
　
　
死
囚
奏
請
待
報
附
例

O
第
三
百
十
九
条
、
凡
獄
已
二
成
り
罪
死
昌
該
ル
者
奏
請
未
タ
報
ヲ
得
ス
シ
テ

　
　
死
亡
ス
ル
ニ
親
族
請
フ
者
ア
レ
ハ
下
付
ス

　
　
　
断
罪
不
当
附
例

付
箋
噛
　
』
　
（
白
紙
》

　
第
三
百
二
十
条
　
凡
失
出
ノ
罪
人
已
昌
決
配
ヲ
経
テ
再
ヒ
改
正
処
決
ス
ヘ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聴
力
）

　
　
者
ハ
事
情
ヲ
酌
量
シ
率
子
本
罪
一
等
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
庁
ス

O
第
三
百
二
十
顧
条
　
凡
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
ロ
供
結
案
二
依
ル
若
シ
甘
結
セ
ス
シ

　
　
テ
死
亡
ス
ル
者
ハ
誕
佐
7
リ
ト
難
ト
モ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
喰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
（
欄
外
昌
朱
筆
畠
テ
『
号
外
此
案
実
際
昌
用
ヒ
テ
宣
シ
』
ノ
書
キ
入
レ
ァ
リ
）

　
　
　
　
（
犯
姦
附
例
）

〇
一
　
凡
甘
誘
シ
テ
鶏
好
ス
ル
者
ハ
杖
九
十
華
士
族
ハ
破
廉
恥
甚
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
好
セ
ラ
ル
・
幼
童
十
五
歳
以
下
ノ
者
ハ
坐
セ
ス
十
六
歳
以
上
ハ
各
同
罪

〇
一
　
強
姦
ス
ル
者
ハ
流
三
等
未
タ
成
ラ
サ
ル
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
十
二
歳
以
下

　
　
ノ
者
ハ
甘
誘
ス
ル
ト
錐
モ
強
ト
同
ク
論
ス

　
　
　
　
犯
罪
自
首
附
例

〇
一
　
凡
華
士
族
杖
罪
以
下
ノ
破
廉
恥
甚
ヲ
犯
シ
人
ノ
陳
告
セ
ソ
ト
欲
ス
ル
ヲ

　
　
知
テ
自
首
ス
ル
者
本
条
自
首
ヲ
聴
ス
可
キ
者
ハ
罪
減
等
セ
ス
シ
テ
閏
刑
二

　
　
処
シ
破
廉
恥
甚
ヲ
以
テ
論
セ
ス

　
　
　
　
放
火
附
例

〇
一
　
凡
公
解
倉
庫
宅
舎
等
破
壌
シ
テ
人
ノ
居
止
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
及
ヒ
器
物

　
　
　
　
（
噂
こ

　
　
ヲ
蔵
畜
ス
ル
昌
堪
ヘ
ス
或
ハ
田
野
間
二
在
テ
柴
草
等
ヲ
貯
積
セ
サ
ル
者
ハ

　
　
　
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
「
新
律
条
例
』
考

〇
一

〇
一

〇
一

〇
一

〇
一

〇
一

皆
空
問
房
屋
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
凡
厩
閾
亭
謝
工
房
等
居
止
蔵
畜
ス
ル
ニ
堪
ユ
ル
者
ハ
皆
宅
舎
ヲ
以
テ
論

ス　
凡
放
火
シ
テ
空
間
房
屋
ヲ
焼
キ
宅
舎
二
延
焼
ス
ル
者
若
シ
宅
舎
隔
絶
ノ

地
二
係
レ
ハ
其
延
焼
ヲ
致
ス
晶
意
ア
ル
ト
否
ル
ト
ヲ
審
糾
シ
テ
死
流
二
分

テ
区
処
ス

　
　
（
徒
流
人
逃
附
例
）

　
凡
答
杖
ノ
罪
囚
懲
役
内
二
在
テ
逃
走
ス
ル
者
ハ
逃
走
加
役
法
昌
処
シ
伽

ホ
原
犯
ノ
日
数
晶
照
シ
テ
新
昌
拘
役
ス
再
逃
ル
者
亦
加
役
法
二
処
シ
更
二

徒
一
年
二
入
レ
又
逃
走
ス
ル
ハ
流
徒
人
逃
律
二
依
ル
　
（
聞
酬
嶋
辣
喋
却
畿
払
撤

艸
ア
）

　
　
（
閏
刑
附
例
）

　
凡
華
士
族
年
七
十
以
上
十
五
以
下
ノ
者
流
以
下
ノ
罪
ヲ
犯
シ
破
廉
恥
甚

昌
係
ル
ト
錐
モ
並
二
収
贋
ヲ
聴
ル
ス

　
　
（
窃
盗
附
例
）

　
凡
窃
盗
財
ヲ
得
ス
及
ヒ
赦
晶
遇
テ
罪
減
免
ヲ
経
ル
者
ハ
並
昌
犯
数
一
一
加

ヘ
ス

　
　
徒
流
人
逃
附
例

　
凡
徒
流
人
逃
走
シ
テ
自
首
ス
ル
者
ハ
逃
走
罪
ヲ
免
シ
伽
ホ
原
犯
ノ
日
数

二
照
シ
テ
新
二
拘
役
ス
若
シ
外
二
在
テ
又
罪
ヲ
犯
シ
自
首
ス
ル
者
ハ
自
首

法
昌
照
シ
首
免
ヲ
与
フ
ト
錐
モ
其
逃
走
罪
及
ヒ
従
新
拘
役
ハ
劒
ホ
本
法
ヲ

尽
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
三
日
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
三
四
七
）


